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105 (７) ⑫

　子どもの権利が保障さ
れるよう、条例パンフ
レットの配布や、研修、
講演会への講師派遣等に
より、親等に対して子ど
もの権利に関する啓発を
行います。

17条 3

子どもの権利に関する条
例パンフレットの作成・
配付

　　条例理解のためのパンフレット等を小学
校、中学校、高校を通じて、児童生徒に配布
することにより、子どもやその保護者に子ど
もの権利についての認識を深めてもらう。

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」
に合わせ、低学年にも分かりやすいマンガ入り
リーフレットを市内小学校全児童に74,060部
一斉配布した。また、条例パンフレットを中
２、高１の生徒及び保育園等、市内子どもの関
連施設752か所に24,868部、春の新入学生保
護者用として115校に13,509部配布し、子ど
もの権利の広報・啓発を行った。なお、パンフ
レット等の一斉配布時の配慮を校長会にて依頼
した。

3

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」
に合わせ、低学年にも分かりやすいマンガ入り
リーフレットを市内小学校全児童に80,968部
一斉配布した。また、条例パンフレットを中
２、高１の生徒及び保育園等、市内子どもの関
連施設919か所に31,579部、春の新入学生保
護者用として116校に14,154部配布し、子ど
もの権利の広報・啓発を行った。
　その他、各区のイベント等でもパネル展示や
条例パンフレット等の配布により、特に子育て
中の親に対し広報・啓発を行った。
　また、平成26年度作成した子ども権利条例
PR用DVDを全市立小学校へ配布した。

3

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」に合わせ、低
学年にも分かりやすいマンガ入りリーフレットを市内小学校
全児童に78,065部を一斉配布した。また、新たに中高生を
対象とした広報リーフレットを作成し、市内の全中・高等学
校の生徒へ58,883部送付した。その他、保育園等、市内子
どもの関連施設845箇所に3,805部、春の新入学生保護者
用として116校に13,965部配布した。
　条例パンフレットの配布（6,397部）の他、各区のイベン
ト等でもパネルの展示やパンフレット、啓発グッズの配布に
より、広報・啓発を行う一方、平成２７年度に作成した子ど
もの権利条例絵本を市内の子育て関連施設及び小学校へ配布
し（880冊）、低年齢の子どもとその親等に対する広報がで
きた。
　その他、第５次子どもの権利に関する行動計画のパブコメ
実施にともない、全こども文化センター、市立小学校全児童
へ意見書等を配布した。子どもの権利の広報にもなり、パブ
コメの回答件数（304通1,164件）からも一定の効果が見
られた。

2

■成果：広報物として、新たにＤＶＤ・絵本・中高生用リーフ
レットを作成した。対象やシチュエーションに合わせた広報物を
提供できるようになった。また、新しい広報物ができたことで、
乳幼児～中高生、乳幼児の保護者など幅広い年齢層に子どもの権
利条例の広報・啓発ができるようになった。

■「子どもの権利」に関連して：新しい広報物の作成の度に、子
どもや子どもに関わる職員等に意見を聞き、子どもの権利につい
てより子どもや保護者に伝わりやすい内容となるよう留意した。

■課題：子どもたちへの意識付けの定着を図るために、引き続き
リーフレット等の資料を市内の全児童生徒へ配布する必要があ
る。また市民が直接条例について目にする機会を増やすために、
今後も各種イベント、会合等での配布を進める必要がある。

B こども未来局 青少年支援室

106
4
42
295

子どもの権利に関わる講
師派遣

　子どもに関わる施設・市民グループ等にお
ける研修会等に講師を派遣し、子どもの権利
についての広報・啓発事業を推進する。

　子ども会議合宿や、市民館にて開催された市
民が対象の平和・人権学習などで、子ども本人
や子どもに関わる市民に対し、子どもの権利を
中心とした内容で講師を派遣して広報・啓発を
行った。

3

　子ども会議合宿や市民館講座など、子ども本
人や子どもに関わる市民に対し、子どもの権利
を中心とした内容で講師を派遣して広報・啓発
を行った。
　また、中原区や麻生区の地域教育会議にて子
どもの権利に関する学習会・講演会の依頼があ
り、子どもの権利委員会の委員や委員長が対応
した。

3

　子ども会議の定例会、合宿やクリスマス会といった機会
や、市民館での平和・人権学習などの機会、そして市民企画
事業団体による市民企画実施時に子ども本人や子どもに関わ
る市民に対し、子どもの権利を中心とした内容で講師として
会場に出向き、広報・啓発を行った（延べ１６人）。
　直接講師として講話する以外にも、保育園等の保護者会用
にパンフレット等を提供しており3,853部配布した。
　その他、第５次子どもの権利に関する行動計画に対するパ
ブコメの説明でも各種会議やイベント等に出向き、多くの市
民に子どもの権利条例を広報した。

3

■成果：市民館や市民企画事業団体との連携により、子ども会議
や市民及び市民グループへの講話の機会を得て、子どもの権利に
ついて広報できた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利条例のDVDやマン
ガ入りリーフレットなど、広報資料を対象ごとに使い分け、子ど
もの権利への理解を促した。

■課題：市民に対する講話の機会は少なく、PTA等積極的に講師
派遣の周知を進め、子どもの権利について広報・啓発を進める必
要がある。

C こども未来局 青少年支援室

107 保育園だより
　保育園を利用する保護者や市民グループ等
へ子どもの権利についての意識の向上を図る
ため、各種情報提供を行う。

　入所時の保育説明会や懇談会などで、保護者
に対して人権・男女共同参画室が作成するパン
フレットを配布するとともに、概要の説明を
行っている。

3

　入所時の保育説明会や懇談会等の場で、保護
者らに人権・男女共同参画室が作成するパンフ
レット等の配布・説明を行うなどし、子どもを
養育する保護者らの「子どもの権利」に対する
意識づけや理解の促進をはかった。

3

　保育内容説明会や懇談会等の場で、保護者に人権・男女共
同参画室が作成するパンフレット等の配布・説明を行うなど
し、子どもを養育する保護者の「子どもの権利」に対する意
識づけや理解の促進を図った。

3

■成果：毎年保護者に伝える機会を作ることで、「子どもの権
利」についての保護者の理解を深めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：「子どもの権利」に関して共通
認識を持つことができた。

■課題：今後も継続して「子どもの権利」について伝えていく機
会を作り、理解を促進していく必要がある。

C こども未来局 運営管理課

108 14
家庭・地域教育学級、家
庭教育推進事業

　教育文化会館や市民館、学校において、子
どもの理解や親の役割及び家庭環境や社会環
境をめぐる諸問題についての学習機会の提供
や啓発のためのイベント等を実施し、子ども
の健全な成長と子どもの権利の理解促進をめ
ざす。

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考え
るとともに、親同士の関係作りを図る場である
「ＰＴＡ家庭教育学級」の開催へ向けて支援
し、１５１校で開催した。また、教育文化会
館・市民館で子育て広場の開設などの「子育て
支援啓発事業」や「家庭教育支援講座」「家
庭・地域教育学級」を行った。

3

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考え
るとともに、親同士の関係作りを図る場である
「ＰＴＡ家庭教育学級」の開催へ向けて支援
し、１５５校で開催した。また、教育文化会
館・市民館で子育て広場の開設などの「子育て
支援啓発事業」や「家庭・地域教育学級」を
行った。

3

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考えるとともに、
親同士の関係作りを図る場である「ＰＴＡ家庭教育学級」の
開催へ向けて支援し、１５１校で開催した。また、教育文化
会館・市民館で子育て広場の開設などの「子育て支援啓発事
業」や「家庭・地域教育学級」を行った。企業等との連携に
よる家庭教育事業を実施した。

3

■成果：子どもの理解が深まり、親や家庭の役割を考えるきっか
けになった。

■「子どもの権利」に関連して：子どもを理解するに当たって
は、子どもに権利があることを知ってもらうことを心がけた。

■課題：家庭教育は全ての出発点であることから、既存事業に参
加できない家庭へのアプローチき続ける必要がある。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

109
ＰＴＡ活動研修（教育文
化会館・市民館）

　各学区や行政区の特色を活かしながら、子
どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動の更
なる活性化をともに考える研修を行う。

　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、
他校との情報交換を行う研修会を各区で実施す
るなど、ＰＴＡ活動の支援を行った。

3
　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、
他校との情報交換を行う研修会を各区で実施す
るなど、ＰＴＡ活動の支援を行った。

3
　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、他校との情報
交換を行う研修会を各区で実施するなど、ＰＴＡ活動の支援
を行った。

3

■成果：ＰＴＡ活動への理解を深め、各学校でのＰＴＡ活動を支
援するすることができた。

■「子どもの権利」に関連して：題材として取り上げなかった
が、常に意識をして取り組んだ。

■課題：ＰＴＡ役員は単年度で交代していくため、継続して支援
を行う必要がある。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

110
16
103 平和・人権学習

　教育文化会館・市民館において、共に生き
る地域社会の創造をめざして、平和や人権の
尊重、子どもの権利に関する学習事業を実施
する。

　戦争、障害、食の安全、子どもの権利などの
テーマで、教育文化会館・市民館において、平
和・人権に関する講座を13講座開催した。

3
　戦争、障害、食の安全、子どもの権利などの
テーマで、教育文化会館・市民館において、平
和・人権に関する講座を１３講座開催した。

3
　戦争、障害、食の安全、子どもの貧困、子どもの権利など
のテーマで、教育文化会館・市民館において、平和・人権に
関する講座を１１講座開催した。

3

■成果：子どもを含めた人権の尊重に関する学習を行い、共に生
きる地域社会の創造に務めた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利条例の存在を知っ
てもらい、子どもの人権について考えるような学習プログラムを
設けた。

■課題：引き続き、平和や人権等に関する様々なテーマを取り上
げていく必要がある。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

111
2
7
19
254

子どもの権利に関する週
間

　｢川崎市子どもの権利に関する週間」を中
心に、学校においては権利の学習を推進す
る。また、これらの取組を保護者や地域住民
に公開することにより、子どもの権利の理解
を地域に広める。

　日頃の学校教育及び｢川崎市子どもの権利に関
する週間」で全般をとおして人権尊重教育に関
する授業を中心に、権利学習を行った。また、
これらの取組を保護者や地域住民に公開し、子
どもの権利の理解を地域に広めた。

3

　11月の｢川崎市子どもの権利に関する週間」
を中心に、学校においては、権利の学習を推進
するために研修等で教職員への理解を深めた。
児童生徒については、「子どもの権利学習資
料」を活用して権利についての学習を実施し
た。また、保護者や地域住民に対しては、これ
らの取組を授業参観等で公開することにより、
子どもの権利についての理解を広めた。

3

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に権
利学習を実施できるよう、研修会の実施を通じて教職員に指
導方法を周知した。｢川崎市子どもの権利に関する週間」を
中心に、権利学習資料等を活用した学習を実施した。また、
「子どもの権利に関する週間」において、道徳、学級活動等
の授業公開を実施することで、保護者や地域住民の子どもの
権利についての理解を深めた。

3

■成果：「子どもの権利に関する週間」を中心に道徳など様々な
教科等で保護者・地域住民に授業公開することを通して、子ども
の権利について理解を深めた。

■「子どもの権利」に関連して：市内全校の担当者に研修を実施
し、「子どもの権利に関する週間」を中心に子どもの権利学習資
料の活用等を周知した。

■課題：子どもの権利に関する週間についての理解を広めるた
め、指導資料の実践例等を紹介し、子どもの権利学習資料の活用
方法等を周知していく。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

112 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条
かわさきし子育てガイド
ブック

　妊産期から子どもが青少年期に至るまでの
様々な事業や制度を年齢別、項目別に体系づ
けた子育てガイドブックを作成、配布するこ
とにより、子育てに関する情報を提供し、各
事業の利用促進を図ります。

　子どもや子育てに関わる全市共通の基本的な
制度や施設を紹介する「かわさきし子育てガイ
ドブック」を26,000部発行し、配布すること
で、子育て世帯への情報提供を行った。また、
平成２７年度から施行される「子ども・子育て
支援新制度」に対応するため、情報の充実を
図った。

3

　子どもや子育てに関わる全市共通の基本的な
制度や施設を紹介する「かわさきし子育てガイ
ドブック」を26,000部発行し、配布すること
で、子育て世帯への情報提供を行った。また、
平成２７年度から施行された「子ども・子育て
支援新制度」に対応するため、情報の充実を
図った。

3

　子どもや子育てに関わる全市共通の基本的な制度や施設を
紹介する「かわさきし子育てガイドブック」を26,５00部発
行し、配布することで、子育て世帯への情報提供を行った。
また、新たな事業を掲載するなど、情報の充実を図った。

3

■成果：「かわさきし子育てガイドブック」を26,５00部発行
し、配布することで、子育て世帯への情報提供を行った。

■「子どもの権利」に関連して：子どもや子育てに関わる基本的
な制度や施設をわかりやすく伝えることができた。

■課題：引き続き、子育てガイドブックを発行・配布し、川崎市
の子育て関連施策・施設等について、子育て世帯への情報提供を
行っていく必要がある。

C こども未来局 企画課

113 281
地域子育て支援センター
事業

　地域における子育て支援を行う拠点として
地域子育て支援センターを運営し、親等の養
育を支援する。

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用
した一般型と、こども文化センターを活用した
連携型の整備をすすめ、市内計53カ所で事業を
実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の
方向性について関係部署の検討を行った。この
ほか、担当者のスキルアップのための研修を全
市で実施した。

3

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用
した一般型と、こども文化センターを活用した
連携型の整備をすすめ、市内計53カ所で事業を
実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の
方向性について関係部署の検討を行った。この
ほか、担当者のスキルアップのための研修を全
市で実施した。

3

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用した一般型
と、こども文化センターを活用した連携型の整備をすすめ、
市内計53カ所で事業を実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の方向性につい
て関係部署の検討を行った。このほか、担当者のスキルアッ
プのための研修を全市で実施した。

3

■成果：５３か所で事業を実施し、在宅の子育て支援を行った。

■「子どもの権利」に関連して：親子で安心して遊んだり相談し
たりできる場所を提供した。

■課題：引続き設置数などを検討し、支援の充実を図る。

C こども未来局 企画課

114
こども文化センターにお
ける子育て支援事業

　子育ての不安や悩みを抱えている親等が、
気軽に行ける場、幼児と保護者が交流できる
場として、こども文化センターを提供し、地
域における子育て支援を行う。また、そのた
めに必要な施設の環境整備等を行う。

　幼児と保護者が交流できる場として、こども
文化センターを提供し、地域における子育て支
援を行った。

3
　幼児と保護者が交流できる場として、こども
文化センターを提供し、地域における子育て支
援を行った。

3

　幼児と保護者が気軽に利用できる遊び場として、また、子
育て親子の交流の場として、こども文化センターを提供し、
地域における子育て支援を行うとともに、子育て相談等にお
いて子どもの権利について啓発を行った。

3

■成果：子育て親子が気軽に利用、交流できる場の提供により、
地域の子育て支援を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：子育て相談等において子どもの
権利について啓発を行い、条例の周知等を図ることができた。

■課題：引き続き、子どもの権利が守られるよう、子育て親子へ
の条例の周知、啓発等を行いながら、子育て支援を実施していく
必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

115 195
児童家庭支援センター事
業

　児童の福祉に関するさまざまな問題につい
て、児童、ひとり親家庭、その他の家庭から
の相談に応じ、必要な助言・指導を行い、地
域の児童、家庭の福祉向上を図る。

　児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助
言等を行ったほか、児童福祉施設で実施してい
る子育て短期利用事業（ショートステイ・デイ
ステイ）の調整を行うなど、家庭の養育を支え
る支援を実施した。

3

　児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助
言指導等を実施した。また、児童福祉施設で実
施している子育て短期利用事業（ショートステ
イ・デイステイ）の調整を行うなど、家庭の養
育を支える支援を実施した。

3

児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助言指導等を実施
した。また、児童福祉施設で実施している子育て短期利用事
業（ショートステイ・デイステイ）の調整を行うなど、家庭
の養育を支える支援を実施した。

3

■成果：子どもやその保護者からの相談に応じ、必要な助言指導
を実施するとともに、子育て短期利用事業の必要な家庭に対する
養育を支える支援を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：支援が必要な家庭に対しては、
子どもの権利を守るという視点から支援を実施した。

■課題：引き続き、児童及び家庭への支援を実施するとともに、
市民への制度周知を図っていく。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

116 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条 196 里親養育相互援助事業

　里親同士の相互交流を定期的に行うことに
より、情報交換や養育技術の向上を図るな
ど、子どもが健やかに成長できる環境を整備
する。

　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の
相互交流の機会を設けることで、養育技術の向
上を図った。

3
　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の
相互交流の機会を設けることで、養育技術の向
上を図った。

3
　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の相互交流の機
会を設けることで、養育技術の向上を図った。 3

■成果：里親同士の相互交流により当事者の悩みや不安の共有
と、養育技術の高め合いができた。

■「子どもの権利」に関連して：相互交流により里親が悩みを抱
え込まず安定した家庭を子どもに提供できるようにすることで、
子どもに安定した人間関係と穏やかな生活を保障することができ
た。

■課題：里親のニーズをとらえた目的別の相互交流機会を設ける
ことで広く里親への参加を勧奨する必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

117 192 子育て短期利用事業

　児童福祉施設等の養育機能や地域の資源を
活用し、保護者の疾病、出産等により家庭に
おける養育が困難になった子どもを一時的に
預かり、養育支援を行う。

保護者からの相談に応じ、適切に事業実施し
た。 3

　保護者からの相談に応じ、家庭の養育を支え
る支援を実施した。 3

保護者からの相談に応じ、家庭の養育を支える支援を実施し
た。 3

■成果：子どもやその保護者からの相談に応じ、子育て短期利用
事業が必要な家庭に対しては、子育て短期利用事業の実施により
家庭における育児負担等の軽減に資することができた。また、平
成２９年度に向け、半日単位のデイステイの検討を行った。

■「子どもの権利」に関連して：支援が必要な家庭に対しては、
子どもの権利を守ると言う視点から支援を実施した。

■課題：　引き続き、家庭のへの養育支援を実施するとともに、
当事業をより一層活用していけるよう、市民への周知を図ってい
く。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

118 220 家庭的養護の推進

　里親制度を紹介したパンフレットの作成な
ど、里親の新規登録、里親への委託の拡充を
図ると共に、児童養護施設等を家庭的な生活
環境に配慮したケア単位の小規模化を図って
いきます。

　里親新規登録者を増やすため、里親養育体験
発表会を２回開催した。また、４月、９月に小
規模グループケアを導入した児童養護施設を新
設し、ケア単位の養育を行っている。

3

　里親新規登録者を増やすため、里親養育体験
発表会＆制度説明会を３回開催したほか、10月
の里親月間中に懸垂幕の掲出や、ポスターの掲
示などにより里親の普及啓発に努めた。

3

　里親新規登録者と制度の理解者を増やすため、里親養育体
験発表会＆制度説明会を5回開催したほか、10月の里親月間
中に懸垂幕の掲出や、アゼリア広報コーナーにおける展示、
アゼリアビジョンにおける啓発動画の放映、ポスターの掲示
などにより里親の普及啓発に努めた。また、児童養護施設２
施設の改築により小規模グループケアを導入した。

3

■成果：小規模グループケアを導入した児童養護施設が２か所開
設したほか、児童養護施設の建て替えにより小規模ユニット化が
進んだ。里親登録者数の増加に向け、広報啓発活動を実施した。
(Ｈ２６年度　１１６世帯⇒Ｈ２８年度　１３３世帯）

■「子どもの権利」に関連して：里親制度の推進により、要保護
児童を家庭と同様の環境での養育を目指すとともに、施設におい
ても小規模グループケアの導入により、きめ細やかな家庭的養育
が可能となった。

■課題：里親と子どもが日々関わる学校関係者やＰＴＡに対して
も制度の周知を図ることで、新たな担い手の確保 新規登録者の開
拓と同時に地域の理解者を増やしていくための普及啓発活動が必
要である。

C こども未来局 こども保健福祉課

119 215
349 要保護児童施設の整備

　児童に関する相談が複雑、多様化している
中で、必要に応じて支援を行う高度専門的な
相談・支援機能を向上させる必要がある。ま
た、要保護児童が施設等で健全な成長ができ
るよう、処遇の向上及び処遇の場の拡充を図
る必要がある。

　専門的ケアを行う施設整備を進めるととも
に、既存児童養護施設の改築にあたっては仮設
の段階から生活単位の小規模化を図り、家庭的
な養育環境づくりを推進し、処遇の向上等を
図った。

3

　専門的心理ケアを行う情緒障害時短期治療施
設「川崎こども心理ケアセンターかなで」の開
所により専門相談支援体制を拡充するととも
に、既存児童養護施設の改築の推進や施設機能
の充実、入所児童の処遇の向上に努めた。

3

　施設内学級が本年４月に開校し、教育委員会や施設等と連
携を図りながら、教育・医療・心理等が連携しながら専門的
支援が行われる体制を確保した。
　児童養護施設の改築の完了により小規模ユニット良好な家
庭的環境で養育を受けることができる環境を整備した。

3

■成果：専門的心理ケアを行う情緒障害児短期治療施設を平成27
年10月に中原区に開所し、専門相談支援体制を拡充するととも
に、既存児童養護施設についても改築整備を行い、小規模グルー
プケアの導入など入所児童の処遇の向上に努めた。

■「子どもの権利」に関連して：児童福祉法の改正により、家庭
での養育が適当でない児童について、家庭と同様の環境での養育
や良好な家庭的環境で養育を推進すること等が定められており、
本市においても小規模グループケアを導入した施設における養育
の一層の推進を図る必要がある。

■課題：施設においては小規模グループケアの導入が進み、段階
的に職員体制の充実が図られているところであるが、経験年数の
浅い職員が多くなっていることや、大舎制と比較してユニットの
様子が他のユニットや管理職から見えづらくなるなど新たな課題
が生じる可能性があるため、引き続き権利擁護に向けた取組を推
進する必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

120 65
350 思春期保健相談

　各区保健福祉センターにおいて、思春期の
男女及びその保護者を対象に思春期特有の心
やからだの変化や、性に関すること等につい
て電話や面接により個別の相談に応じる。

　保健福祉センターにおいて学校保健と連携し
ながら、性を含めた心や身体の健康について集
団指導による健康教育を実施し、面接や電話に
よる個別相談を随時実施した。
　また高校、中学校、児童福祉施設（入所中の
中高生）にて、講師を招き健全なパートナー
シップの構築と性感染症の予防について講演会
を実施した。

3

　保健福祉センターにおいて学校保健と連携し
ながら、性を含めた心や身体の健康について集
団指導による健康教育を実施し、面接や電話に
よる個別相談を随時実施した。
　また高校、中学校、児童福祉施設（入所中の
中高生）にて、講師を招き健全なパートナー
シップの構築と性感染症の予防について講演会
を実施した。

3

保健福祉センターにおいて学校保健と連携しながら、性を含
めた心や身体の健康について集団指導による健康教育を実施
し、面接や電話による個別相談を随時実施した。
　また高校、中学校、児童福祉施設（入所中の中高生）に
て、講師を招き健全なパートナーシップの構築と性感染症の
予防について講演会を実施した。

3

■成果：保健福祉センターにおいて学校保健と連携しながら、性
を含めた心や身体の健康について集団指導による健康教育を実施
し、面接や電話による個別相談を随時実施した。
　また高校、中学校、児童福祉施設（入所中の中高生）にて、講
師を招き健全なパートナーシップの構築と性感染症の予防につい
て講演会を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：正しい知識の普及・啓発の実施
及び個別相談の実施により、自分を守り守られる権利保障が推進
された。

■課題：今後も各区における電話・面接での相談の周知を図ると
ともに、集団健康教育を効果的に実施していくことで、保健福祉
センターが思春期の心や体、性に関して相談できる場だというこ
とを生徒に向けて周知し、性に関する正しい知識の普及を図る必
要がある。
　また、集団指導においては引き続き実施する対象に合わせ、効
果的な集団指導となるよう、学校・施設や講師との調整を綿密に
行い実施する必要がある。

C こども未来局
区役所

こども保健福祉課
地域みまもり支援センター
地域支援担当

121 子育てグル－プ育成事業
地域子育て支援グループの支援を行うほか、
既存の子育てグループ支援として、研修会等
を適宜実施する。

　子育てグループの活性化が図れるようグルー
プの活動場所に出向き、育児の学習、健康教育
を実施した。また、地域の実情に合わせ、区役
所の各担当部署が連携して、地域全体の子育て
グループのネットワーク化に取り組んだ。

3

　子育てグループの活性化が図れるようグルー
プの活動場所に出向き、育児の学習、健康教育
を実施した。また、地域の実情に合わせ、区役
所の各担当部署が連携して、地域全体の子育て
グループのネットワーク化に取り組んだ。

3

子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場所に
出向き、育児の学習、健康教育を実施した。また、地域の実
情に合わせ、区役所の各担当部署が連携して、地域全体の子
育てグループのネットワーク化に取り組んだ。

3

■成果：子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場
所に出向き、育児の学習、健康教育を実施した。また、地域の実
情に合わせ、区役所の各担当部署が連携して、地域全体の子育て
グループのネットワーク化に取り組んだ。

■「子どもの権利」に関連して：本事業により、子育てグループ
の活性化や地域の子育てグループのネットワーク化が促進され、
安心して育児ができる環境整備に貢献した。

■課題：今後も区役所の各部署と連携しながら、地域全体の子育
てグループのネットワーク化に取り組む必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

122
母子相談事業、母子訪問
指導事業

　保健師等の専門職により家庭訪問や電話・
面接による子育てに関する相談を実施する。
生後４か月までの乳児がいる全ての家庭に新
生児・未熟児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問
等で訪問し、必要に応じて妊娠高血圧症候群
予防訪問、家族計画指導訪問などを実施し、
子育てを行う親の支援を行う。

　保健福祉センターにおいて各種相談事業等を
実施したほか、所外での子育てサロン等に出向
き、利用者からの相談に応じた。また、こんに
ちは赤ちゃん訪問の安定的推進を図るため、各
区で訪問員の定例会やフォロー研修、新規の訪
問員養成研修を開催した。

3

　保健福祉センターにおいて各種相談事業等を
実施したほか、所外での子育てサロン等に出向
き、利用者からの相談に応じた。また、こんに
ちは赤ちゃん訪問の安定的推進を図るため、各
区で訪問員の定例会やフォロー研修、新規の訪
問員養成研修を開催した。

3

保健福祉センターにおいて各種相談事業等を実施したほか、
所外での子育てサロン等に出向き、利用者からの相談に応じ
た。また、こんにちは赤ちゃん訪問の安定的推進を図るた
め、各区で訪問員の定例会やフォロー研修、新規の訪問員養
成研修を開催した。

3

■成果：保健福祉センターにおいて各種相談事業等を実施したほ
か、所外での子育てサロン等に出向き、利用者からの相談に応じ
た。また、こんにちは赤ちゃん訪問の安定的推進を図るため、各
区で訪問員の定例会やフォロー研修、新規の訪問員養成研修を開
催した。

■「子どもの権利」に関連して：各種相談事業の実施及び、こん
にちは赤ちゃん訪問員の研修等を実施し、安心して育児ができる
環境整備に貢献した。

■課題：子育て家庭の孤立化を防ぐために、早い時期からの地域
や相談機関とのつながりをつくり、地域で子育てを支える環境づ
くりを進める必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

123 母子保健指導事業

　妊娠の届出から母子健康手帳の交付、母子
管理票の作成、両親学級の開催など、妊娠中
を母子ともに健康に過ごし、安心して出産・
子育てができる指導を行う。また父親の参
加・子どもの権利についての啓発を行う。

　母子健康手帳に子どもの権利に関するページ
を設けている。また、母子健康手帳交付の際、
初めての出産となる方には、両親の役割や子育
てについての学習の場となる両親学級への参加
を促した。父親にとっても子どもの権利につい
て学ぶ機会となった。

3

　母子健康手帳に子どもの権利に関するページ
を設けている。また、母子健康手帳交付の際、
初めての出産となる方には、両親の役割や子育
てについての学習の場となる両親学級への参加
を促した。父親にとっても子どもの権利につい
て学ぶ機会となった。

3

母子健康手帳に子どもの権利に関するページを設けている。
また、母子健康手帳交付の際、初めての出産となる方には、
両親の役割や子育てについての学習の場となる両親学級への
参加を促した。父親にとっても子どもの権利について学ぶ機
会となった。

3

■成果：妊娠の届出から母子健康手帳の交付、母子管理票の作
成、両親学級の開催など、妊娠中を母子ともに健康に過ごし、安
心して出産・子育てができる指導を実施した。また父親の参加・
子どもの権利についての啓発を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：母子健康手帳に子どもの権利に
関するページを設け、権利の周知を推進した。

■課題：妊娠期から要支援者を把握し、継続支援につなげていく
ことが安心、安全な妊娠期を過ごすためや虐待予防の観点からも
重要であり、支援関係部署や地域の医療機関・関係団体との連携
をさらに強化していく必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

124 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条
すくすく子育てボラン
ティア事業

　地域で子育て支援の役割の一端を担える子
育てボランティアを養成し、その後の活動を
支援する。また、各地域においてボランティ
アグループや子育てグループ、関係機関等の
ネットワークを構築し、地域の育児力の向上
を図る。

　すくすくボランティアの養成により、乳幼児
をもつ親等への支援を更に充実させた。各区に
おいて、子育て支援に関わる機関やボランティ
ア等連絡会議やボランティアのためのスキル
アップ研修会等を開催し、母子を支える地域の
連携を強化した。

3

　すくすくボランティアの養成により、乳幼児
をもつ親等への支援を更に充実させた。各区に
おいて、子育て支援に関わる機関やボランティ
ア等連絡会議やボランティアのためのスキル
アップ研修会等を開催し、母子を支える地域の
連携を強化した。

3

すくすくボランティアの養成により、乳幼児をもつ親等への
支援を更に充実させた。各区において、子育て支援に関わる
機関やボランティア等連絡会議やボランティアのためのスキ
ルアップ研修会等を開催し、母子を支える地域の連携を強化
した。

3

■成果：すくすくボランティアの養成により、乳幼児をもつ親等
への支援を充実させた。各区において、子育て支援に関わる機関
やボランティア等連絡会議やボランティアのためのスキルアップ
研修会等を開催し、母子を支える地域の連携を強化した。

■「子どもの権利」に関連して：子育て支援に関わる機関やボラ
ンティアのためのスキルアップ研修会等を開催し、母子を支える
地域の連携強化を推進し、安心して育児ができる環境整備に貢献
した。

■課題：今後もすくすくボランティアなど、他の子育て家庭を支
援する地域づくりに関わる事業との連携強化を図る必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

125 母子保健指導者研修

　思春期から、妊娠・出産・育児にわたって
一貫して支援するため、子育てをめぐる環境
の変化に対応し適切かつ効果的な相談指導に
当たれるように研修を行う。

　多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果
的な相談指導や健診を充実できるよう、子ども
の発達の診かたと対応、面接技術についての研
修を行った。

3

　多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果
的な相談指導や健診を充実できるよう、子ども
の発達の診かたと対応、面接技術について等２
日間の研修を実施し、延５２人が参加した。

3
多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果的な相談指導や
健診を充実できるよう、子どもの発達の診かたと対応、面接
技術について等２日間の研修を実施した。

3

■成果：多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果的な相談指
導や健診を充実できるよう、子どもの発達の診かたと対応、面接
技術について等の研修を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの発達の診かたと対応、
面接技術等についての研修を実施し職員のスキル向上をすること
で、子どもの守られる権利が促進された。

■課題：今後も多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果的な
相談指導や健診を充実できるよう、適切な研修を行う必要があ
る。

C こども未来局 こども保健福祉課

126
健診未受診者フォロー事
業

　乳幼児健診未受診の家庭に、受診を勧奨す
るとともに、養育状況を把握し、対象家庭の
状況に応じた適切な情報提供や養育支援を行
う。

　乳幼児健診未受診の家庭に、電話、文書、家
庭訪問等で受診を勧奨するとともに、養育状況
を把握し、対象家庭の状況に応じた適切な情報
提供や養育支援を全区で行った。また、引き続
く支援に適切につなげるように関係部署との調
整を図り体制を整えた。

3

　乳幼児健診未受診の家庭に、電話、文書、家
庭訪問等で受診を勧奨するとともに、養育状況
を把握し、対象家庭の状況に応じた適切な情報
提供や養育支援を全区で行った。また、引き続
く支援に適切につなげるように関係部署との調
整を図り体制を整えた。

3

乳幼児健診未受診の家庭に、電話、文書、家庭訪問等で受診
を勧奨するとともに、養育状況を把握し、対象家庭の状況に
応じた適切な情報提供や養育支援を全区で行った。また、引
き続く支援に適切につなげるように関係部署との調整を図り
体制を整えた。

3

■成果：乳幼児健診未受診の家庭に、電話、文書、家庭訪問等で
受診を勧奨するとともに、養育状況を把握し、対象家庭の状況に
応じた適切な情報提供や養育支援を全区で実施した。また、引き
続く支援に適切につなげるように関係部署との調整を図り体制を
整えた。

■「子どもの権利」に関連して：未受診勧奨を適切に実施し、状
況把握と支援を実施することで、母子保健法に定める乳幼児の健
康の保持増進を推進した。

■課題：今後も未受診者フォローを全区で実施し、未受診者の状
況把握と支援を実施する必要がある。

C こども未来局
区役所

こども保健福祉課
地域みまもり支援センター
地域支援担当

127 乳幼児健康診査事業
　健診を実施し、各時期における子どもの発
育・発達を確認し、親等への保健指導や相談
を行い、子どもの健全育成を図る。

　保健福祉センターにて実施する乳幼児健康診
査で、栄養士や歯科衛生士等多職種が関わりな
がら発育・発達の確認及び必要とする対象者へ
保健指導・相談支援を行った。また、保健福祉
センターで実施する健診について未受診者フォ
ローの体制整備を図った。

3

　乳幼児健康診査事業を効果的・効率的に実施
するため、乳幼児の成長発達に合わせた適切な
時期での実施や、市民ニーズを踏まえた実施方
法等に向けて、検討した。

3
医療依存度の高い3か月健診を医療機関に委託、7か月健診
と10か月健診を統合、及び3歳健康診査と4歳健康診査を統
合し、3歳6か月児とする母子保健事業の再構築を行った。

3

■成果：乳幼児健診の受診時期と受診機関を整備することで、疾
患や発達障害等の見立てが明確になり、乳幼児及びその保護者に
適切な指導ができた。

■「子どもの権利」に関連して：適切な専門機関と連携しやすく
なり、疾病予防や異常の早期発見・早期治療につながり、こども
の健やかな成長が促進された。

■課題：保健福祉センターの介入が適切な時期できるように、よ
り円滑に医療機関と連携できる体制構築の必要がある。

C こども未来局
区役所

こども保健福祉課
地域みまもり支援センター
地域支援担当

128
保育所における子育て支
援事業

　子育て家庭等に対する講座の開催、育児不
安等についての相談指導、子育てサークル等
への支援を実施することにより、地域の子育
て家庭に対する育児支援を行う。

　「新たな保育所」の機能を活かし、公立保育
園において地域の親子向けに園庭開放、行事招
待、保育食事体験、講座、遊びの会などを行な
い、育児の支援をした。また、そのノウハウを
民間保育所にも伝え、地域子育て支援の拠点を
増やした。

3

　「新たな公立保育所」の機能を活かし、公立
保育園において地域の親子向けに園庭開放、行
事招待、保育食事体験、講座、遊びの会などを
行ない、育児の支援をした。また、公立園にお
ける実践で培ったノウハウを地域の民間保育所
等に伝えるなどし、地域の子育て支援機能を全
体として底上げする取組みを推進した。

3

　「新たな公立保育所」の機能を活かし、公立保育所におい
て地域の親子向けに園庭開放、行事招待、体験保育、各種講
座、遊びの会などを行ない、育児支援をした。また、公立保
育所における実践で培ったノウハウを地域の民間保育所等に
伝えるなどし、地域の子育て支援機能を市全体として底上げ
する取組みを推進した。

3

■成果：講座や育児相談等を実施し、地域の子育て家庭に対して
育児支援を充実させた。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに不安や悩みを抱えた地
域の子育て家庭への支援ができた。

■課題：子育て中の親子のニーズを捉えた支援を地域や民間保育
所等と連携して進めていく必要がある。

C こども未来局 運営管理課

129 66 思春期精神保健相談

　電話相談を中心に、家族向けのセミナーも
行うなど、思春期の精神保健に関する相談へ
の対応を行う。また、思春期精神保健相談の
一環として、事例検討を通して関係機関支
援・連携を図る。

　思春期精神保健相談については、電話相談を
中心に実施し、家族向けセミナーを年３回実施
した。相談の一環として実施した事例検討会を
年６回実施した。

3

　思春期精神保健相談については、電話相談を
中心に実施。家族向けセミナーを年３期、4～
６回シリーズで実施した。相談の一環として、
事例検討会を年6回実施。教育関係や民間機関
などの参加が増加。また、思春期相談従事者学
習会を年2回実施。関係機関との連携を図っ
た。

3

　思春期の精神保健相談を電話相談中心に通年実施。子ども
の必要に応じて特別な支援を受ける権利、相談できる権利を
保障し、子どもの精神保健福祉に寄与した。また、「家族向
けセミナー」を連続4回講座およびフォロー講座の2セット
実施、児童精神科医による事例検討会の年6回実施、思春期
相談従事者学習会を1回実施した。

3

■成果：精神保健相談への対応に加え、児童精神科医による事例
検討会等を開催し、多分野を横断する連携の強化を図った。

■「子どもの権利」に関連して：安心して生きる権利、子どもの
必要に応じて特別な支援を受ける権利の保障として、精神保健に
関する相談に対応した。

■課題：子どもの個別的要因だけではなく、家族的・社会的要因
への視点が必要であるため、一層の多機関連携の強化に努める。

C 健康福祉局 精神保健福祉センター

130
若年母のためのグループ
「ぷりんクラブ」

　若年母（１０歳代もしくは２０歳代前半）
に対し、育児支援、育児情報提供、相談面
接、仲間づくりの場を提供し、親子で楽しめ
るプログラムを実施する。

  交流会を年3回（参加延数7組14名参加）実
施し、若年母への支援の充実を図った。歯科衛
生士の衛生教育を実施し、積極的に質問する姿
がみられた。子連れで遊びに行ける場所等につ
いて情報共有を行った。

3

　交流会を年３回（参加延数２２組４３名参
加）実施し、妊婦の参加もあり、出産前からの
若年母への支援にも広がった。保健師、保育士
だけでなく、助産師に入ってもらい母乳相談に
も対応することが出来、育児相談を充実させる
ことができた。

3

　交流会を年３回実施し、妊婦の参加も含め参加延数５組９
名の参加があり、出産前からの若年母の支援が行えた。また
運営については保健師と保育士とで検討し、季節を感じ伝承
する意義をこどもと一緒に楽しみながら学べるよう季節行事
を取り入れ実施した。

3

■成果：若年母に対し、育児情報や育児相談、仲間づくりの場を
提供しながら季節行事を取り入れた、親子で楽しめるプログラム
を実施し、心豊かに子育てできるよう支援した。

■「子どもの権利」に関連して：安心して生きる権利、子供の必
要に応じて特別な支援を受ける権利の保障として、若年世代の親
への支援を実施した。

■課題：若年母への広報手段や内容を検討し、対象者の心に残り
日々の生活に生かされる内容を実施していく。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

131
多胎児育児支援「チップ
＆デール」

　多胎児を持つ親子の情報交換や交流を月1
回実施し、親が育児に対する理解を深め、互
いに支えあうグループづくりをする。

　交流会を年3回実施（参加延数12組28名参
加）し、妊娠期から多胎児の親への支援を行
い、同じ悩みを分かち合える仲間づくりを支援
した。

3

　交流会を年3回実施（参加延数２1組５５名参
加）し、妊婦の参加も4名あり、妊娠期からの
同じ悩みを持つ多胎児の親への支援を行うこと
が出来た。

3

　交流会を年3回実施（参加延数２９組９４名参加）し、妊
婦の参加も３名あった。また、多胎児が多い管区内での交流
会を２回実施（参加述数１８組５１名参加）し、妊婦の3日
も1名あり、身近な場所での妊娠期からの同じ悩みを持つ多
胎児の親への支援を行った。

3

■成果：同じ悩みを持つ多胎児の親へ、養育に関する必要な支援
が行えた。

■「子どもの権利」に関連して：安心して生きる権利、子供の必
要に応じて特別な支援を受ける権利の保障として、多胎児の親へ
の支援を実施した。

■課題：多胎児を抱えても気軽に参加できる体制づくりを検討す
る。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

132 46
かわさき区子育てフェス
タ

　暮らしやすく、子育てしやすい地域づくり
をめざし、区内の子どもに関わる活動をして
いる市民活動団体等と連携して、地域の子育
て情報の提供及び交流の場となるイベントを
開催する。

　関係機関・区民で構成する実行委員会を５回
開催して準備等を行い、9月6日に教育文化会館
でフェスタを開催、約1600名の来場者があっ
た。フェスタでは、区内の子ども・子育て情報
を提供するとともに、様々なイベントを行い、
子どもも大人も楽しく交流することができた。

3

　関係機関及び区民で構成する実行委員会を５
回開催し、準備等を行い、９月５日に教育文化
会館でフェスタを開催、約２，７００名が来場
した。情報提供や異世代交流等により楽しい催
しとなった。

3

関係機関及び区民で構成する実行委員会を５回開催し、９月
３日に教育文化会館でフェスタを開催、約１，９００名が来
場した。様々なイベントを行い、子育て情報の発信や、世代
間交流等の場となった。

3

■成果：かわさき区子育てフェスタを開催、毎回１，５００名以
上の参加があり、子育て中の親子と子育てに関わる市民等が交流
する場となった。

■「子どもの権利」に関連して：教育文化会館でフェスタを開催
し、子育てに関する情報発信やイベントへの参加の場となった。

■課題：教育文化会館での開催のため、中央に比べ大師地区と田
島地区の参加が比較的少なくなっている。どの地区にも参加しや
すい工夫が必要である。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

133 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条
子育て情報誌の発行（川
崎区）

　川崎区の子育てに関する情報誌「さんぽみ
ち」（外国語版を含む）等の発行を行う。

　育児のヒント集をまとめた「子育てほっと
ブック」を新規に8,000部発行、川崎区子育て
ガイド「さんぽみち」を6,000部発行し、出生
時や転入者等に配布した。また、外国語版「さ
んぽみち」も継続して配布した。

3

　育児のヒント集をまとめた「子育てほっと
ブック」を４,000部増刷、英語版を100部発
行、川崎区子育てガイド「さんぽみち」改訂版
を6,000部発行し、出生時や転入者等に配布し
た。また、外国語版「さんぽみち」も継続して
配布した。

3

　「地域子育て支援センターのごあんない」、入学準備支援
チラシ「もうすぐ１年生」及び「子育てガイドさんぽみち」
の外国語版（英語・中国語・タガログ語・韓国・朝鮮語・ス
ペイン語・ポルトガル語）を作成し、配布した。
また、「川崎区子育てほっとブック」の中国語版を作成し、
配布した。

3

■成果：日本語版及び外国語版の情報誌を発行することで、区内
の保護者への情報提供ができ、育児支援につなげることができ
た。

■「子どもの権利」に関連して：日本語版及び外国語版を改訂す
る毎に最新の子育て支援情報を掲載することで、区内の保護者へ
の効果的な情報提供と支援を行うことができた。

■課題：保育園情報等、年々増加する子育て支援情報をいかによ
り多く、効果的に情報誌へ掲載できるかが課題である。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

134 男性育児参加促進事業

　父親をはじめとした男性による育児への参
加を促進するために、地域子育て支援セン
ター及び保育園で、地域の男性を中心とした
親子ふれあい遊びをとおして子育て支援を実
施する。

　公営及び民営保育所、地域子育て支援セン
ターで、土曜日に「パパもいっしょにジョイフ
ルサタデー」を年10回開催し、父親の交流を図
るパパーズサークルや、ふれあい遊び、離乳食
等子育ての関心を広げられる内容で実施した。
763名（保護者420、こども343）の参加者
があった。

3

　公営及び民間保育所。地域子育て支援セン
ターで土曜日に「パパといっしょにジョイフル
サタデー」を年１０回開催した。父親の交流を
図るパパーズサークルや、ふれあい遊び、離乳
食等子育ての関心を広げられる内容で実施し
た。7５４名（保護者402名、こども352名）
の参加者があリ、ボランティア等関係者の参加
は89名であった。

3

　公営保育所及び民営保育所を利用し、パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー１１回、父親講座３回、ファミリー講座
４回を開催。区内保育所の保育士等のリードにより、子ども
と一緒に身体を動かし、親子でふれあう楽しさを実感すると
共に、男性の育児参加の意義について情報交換等を行う。
2,089名の参加者があり、地域の子育て家庭の支援と父親の
育児参加促進に繋がった。

3

■成果：保育所を利用し講座やイベントを開催したことで、地域
に根ざした子育て支援ができ、男性の育児参加促進に繋がった。

■「子どもの権利」に関連して：父親の育児参加促進事業が定着
し、リピーターも増え、子育てに悩みや不安を抱える親子の支援
ができた。

■課題：子育て中の親子支援（男性の育児参加促進も含めて）を
地域の中に広げ、地域で子育て家庭を支援する取り組みにしてい
く。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

135
日吉地区赤ちゃん相談・
赤ちゃんはいはいあんよ
のつどい

　日吉地区の町内会・自治会で毎月１回赤
ちゃん相談を実施する。また、年に1度、区
と地域、日吉中学校で赤ちゃんのつどいを実
施し、乳幼児の保護者と近隣・地域の人との
交流を図るほか、中学生の地域活動への参加
を促進する。

　日吉地区5か所*の町（内）会・母親クラブ等
を実施主体としておおむね毎月1回ずつ実施さ
れた赤ちゃん相談に保健師等の看護職に加え保
育士を派遣し、育児相談等を支援した。（*北加
瀬、南加瀬、小倉、鹿島田、パークシティ）
　また、10月2日に同地区の赤ちゃん相談ボラ
ンティアを実施主体として、日吉中学校におい
て中学生も参加して実施された「赤ちゃんハイ
ハイあんよのつどい」への支援を通じて、地域
交流や世代間交流を図った。（367人参加）

3

　日吉地区5か所の町（内）会・母親クラブ等
を実施主体としておおむね毎月1回ずつ実施さ
れた赤ちゃん相談に保健師等の看護職に加え保
育士を派遣し、育児相談等を支援することで地
域での健全な子育ての支援を行うことができ
た。（*北加瀬、南加瀬、小倉、鹿島田、パーク
シティ）
　また、10月１日に同地区の赤ちゃん相談ボラ
ンティアを実施主体として、日吉中学校におい
て中学生も参加して実施された「赤ちゃんハイ
ハイあんよのつどい」への支援を通じて、地域
交流や世代間交流を図った。（４３０人参加）

3

　日吉地区5か所の町（内）会・母親クラブ等を実施主体と
しておおむね毎月1回ずつ実施された赤ちゃん相談に保健師
等の看護職に加え保育士を派遣し、育児相談等を支援するこ
とで地域での健全な子育ての支援を行うことができた。（*
北加瀬、南加瀬、小倉、鹿島田、パークシティ）
　また、同地区の赤ちゃん相談ボランティアを実施主体とし
て、日吉中学校において中学生も参加して実施された「赤
ちゃんハイハイあんよのつどい」への支援を通じて、地域交
流や世代間交流を図った。（４79人参加）

3

■成果：年々参加人数も増え、地域住民や関係団体と連携し子育
て家庭を暖かく見守る活動ができた。

■「子どもの権利」に関連して：こどもの権利について更に地域
で広報活動を継続していく。

■課題：地域や関係機関と連携し更に地域での子育て支援にむけ
て強化していく。

C 幸区役所
地域みまもり支援センター地
域支援担当

136 土曜子育て支援講座

　母親の子育て不安や孤立感の軽減を目的
に、安全・安心して過ごせる居場所や子育て
の仲間作りの場を提供する。また地域子育て
支援センターや認可保育園等にて土曜日に各
種講座を実施し、地域の子育て支援、特に父
親の育児参加を支援する。

　区内地域子育て支援センター3か所、公営保
育所1か所にて8回実施し485名が参加。参加
した男性の参加意識が主体的になり家庭での実
践に意欲的であった。講座の参加からその後の
利用につながったケースも多い。

3

　区内地域子育て支援センター3か所、公営保
育所2か所にて9回実施し475名が参加。参加
した男性の参加意識が主体的になり家庭での実
践に意欲的であった。講座の参加からその後の
利用につながったケースも多い。

3

　区内地域子育て支援センター3か所にて7回実施し201名
が参加。参加した男性の参加意識が主体的になり家庭での実
践に意欲的であった。講座の参加からその後の利用につな
がったケースも多い。

3

■成果：講師や講座参加者から子育てに関する情報を入手する場
にもなった。

■「子どもの権利」に関連して：講師や参加者から子育てに関す
る情報を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となっ
た。

■地域や関係機関と連携し更に地域での子育て支援に向けて取り
組んでいく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

137
楽しく子育て＠ふるいち
ば

　子育て世代の人たちが親子で楽しめるイベ
ントを通して、家族の絆を深めるとともに、
父親の育児参加を一層促進する。

　ふるいちばボランティア交流会への委託事業
であり地域子育て支援センターふるいちばにて
実施。前後半に分けて行い、467名が参加。天
候不順であったが参加者も多く、ボランティア
の関わりも積極的であった。

3

  契約方法の変更により、委託事業ではなく地
域子育て支援センターふるいちば第３土曜開所
の中でイベントを実施。子育て支援団体と実施
手法について協議を重ね「絵本の読み語り」や
「作ってあそぼう」等、子どもと一緒に楽しめ
る「ふるいちば劇場」を開催。25組の親子が参
加した。

3

  契約方法の変更により、委託事業ではなく地域子育て支援
センターふるいちば第３土曜開所の中でイベントを実施。子
育て支援団体と実施手法について協議を重ね「ハンドベル」
や「パネルシアター」等、子どもと一緒に楽しめる「ふるい
ちば劇場」を開催。

3

■成果：委託事業ではない方法で、子育て世代の人たちが親子で
楽しめるイベントを実施できた。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに関する情報を収集した
り、親同士の交流を促進する貴重な場となった。

■子どもから高齢者まで交流し地域包括ケアシステムを推進する
事業として支援し取り組んでいく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

138
転入者交流会（うぇるか
むサロン）

　幸区内の子育て支援関連施設やサロン等を
知る機会とし、また保護者同士が知り合い、
孤立した育児を予防することを目的に交流会
を開催する。

　今年度から転入者と地域の子育て家庭との交
流を重視するため、地域子育て支援センターの
土曜講座や公営保育園の「スマイルマム」と同
時委開催する。年4回205名参加した。

3
　今年度も転入者と地域の子育て家庭との交流
を重視するため、公営保育園の「スマイルマ
ム」と同時開催し、年4回258名参加した。

3
　今年度も転入者と地域の子育て家庭との交流を重視するた
め、公営保育園の「スマイルマム」と同時開催し、年3回
135名参加した。うぇるかむサロン参加者12組。

3

■成果：参加者から子育てに関する情報を入手する場にもなっ
た。

■「子どもの権利」に関連して：参加者から子育てに関する情報
を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となった。

■スマイル・マムと同時開催し、交流の中で転入者への丁寧な支
援を行っていく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

139
さいわい夢保育事業
（スマイル・マム）

　母親の子育て不安や孤立感の軽減のため、
公営保育園を活用し年齢に応じた遊びや関わ
りを伝えると共に、子育ての仲間作りを支援
する。

　公営保育園9園で実施し276名が参加。土曜
日開催の保育園が多く父親の育児参加につなげ
ている。講座から公営保育園の継続利用につな
がったケースも多い

3

　公営保育園8園で実施し258名が参加。全園
が土曜日開催、父親の育児参加につなげてい
る。講座から公営保育園の継続利用につながっ
たケースも多い

3

　公営保育園３園及び地域子育て支援センターふるいちばで
実施し165名が参加。全園が土曜日開催、父親の育児参加に
つなげている。講座から公営保育園の継続利用につながった
ケースも多い

3

■成果：講師や講座参加者から子育てに関する情報を入手する場
にもなった。

■「子どもの権利」に関連して：講師や参加者から子育てに関す
る情報を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となっ
た。

■父親の育児参加を促すとともに公民男性保育士の人材育成も同
時に行っていく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

140
父親の育児参加支援
（パパっとサタデー広
場）

　父親の育児参加を支援するため、月2回2
カ所（下平間こども文化センター・南加瀬こ
ども文化センター）で土曜日乳幼児の遊びの
場を提供し、フリースペースやイベントを実
施する。

　南加瀬こども文化センター12回開催。参加総
数346人、父親の参加率32,５４％下平間こ文
11回開催、参加総数302人、父親の参加率
29,30％2か所共にリピーターが増えてきた。

3

　南加瀬こども文化センター11回開催。参加総
数398人、父親の参加56人。下平間こ文10回
開催、参加総数372人、父親の参加72人。2か
所共にリピーターが増えてきた。

3
　南加瀬こども文化センター12回開催。参加総数555人、
父親の参加75人。下平間こ文11回開催、参加総数440人、
父親の参加69人。2か所共にリピーターが増えてきた。

3

■成果：公募により運営団体を選定しながら、４月事業実施を実
現できた。年々参加する親子が増えた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが楽しむのを見ながら、
親が子育てに関する情報を収集したり、親同士の交流を促進する
貴重な場となった。

■身近にあるこども文化センターを利用して、父親子育て支援と
して土曜日開催したいへん人気のある事業である。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

141
父親の育児参加支援
（パパっとサタデー講座
型）

　区内6カ所のこども文化センターを活用
し、地域の子育て支援を応援し、父親の育児
参加を促す。（講座を年間72回実施）

　講座実施回数72回・参加総数1933人、父親
の参加率34,41%父親の参加が多くなってきて
いる。

3
　講座実施回数72回・参加総数2,272人、父
親の参加423人。父親の参加が多くなってきて
いる。

3
　講座実施回数72回・参加総数2,616人、父親の参加467
人。父親の参加が多くなってきている。 3

■成果：年々参加する親子が増え、講師や講座参加者から子育て
に関する情報を入手する場にもなった。

■「子どもの権利」に関連して：講師や参加者から子育てに関す
る情報を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となっ
た。

■身近にあるこども文化センターを利用して、父親子育て支援と
して土曜日開催したいへん人気のある事業である。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

142
絵本の読み語りカレン
ダーの発行

　「読み語りタイム」を発行し、区内の保育
園で実施している絵本の読み聞かせの予定
や、認可保育園の紹介、園庭開放や行事、相
談事業、子育てのアドバイス等を掲載し、
様々な子育て情報を提供する。

　毎月1回全12回発行。掲載内容を公営保育園
職員とこども支援室で計画し作成。認可保育
園、の読み語り日程や子育てアドバイス、遊び
の紹介などを掲載した。広報場所54か所、
15420枚配布。

3

　毎月1回全12回発行。掲載内容を公営保育園
職員とこども支援室で計画し作成。認可保育
園、の読み語り日程や子育てアドバイス、遊び
の紹介などを掲載した。広報場所56か所、
16680枚配布。

3

　毎月1回全12回発行。掲載内容を公営保育園職員と保育所
等地域連携で計画し作成。認可保育園、の読み語り日程や子
育てアドバイス、遊びの紹介などを掲載した。広報場所67
か所、16,680枚配布。

3

■成果：子育て支援に関する貴重な情報源となった。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに関する情報を収集する
ための貴重なツールとなった。 C 幸区役所 保育所等・地域連携

143
さいわい夢保育事業
（絵本読み語り講演会）

　子育て中の親子の安全・安心な居場所作り
と健やかな成長のため、絵本のある環境作り
を地域子育て支援センターや認可保育園及び
こども文化センターで実施する。

　認可保育園、地域子育て支援センターにて読
み語り事業を実施。保育園のイベントや行事と
抱き合わせで行い利用者を延ばした。利用者
1819名。

3

　認可保育園、地域子育て支援センターにて読
み語り事業を実施。保育園のイベントや行事と
抱き合わせで行い利用者を延ばした。利用者
4,042名。

3
　認可保育園、地域子育て支援センター、こども文化セン
ターにて読み語り事業を実施。保育園のイベントや行事と抱
き合わせで行い利用者を延ばした。利用者12,924名。

3

■成果：年々参加する親子が増え、参加者から子育てに関する情
報を入手する場にもなった。

■「子どもの権利」に関連して：参加者から子育てに関する情報
を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となった。

■公民の地域支援事業として継続していく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

144 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条 講師派遣事業（幸区）

　地域子育て支援センター及び市民館で「す
くすく講座と子育て相談」をはじめとした子
育て講座、子育て広場、保育ボランティア講
座等を実施する。

　幸市民館、子育てサロン、地域の子育て支援
センターにて出張講座を行う。（69回　2440
人参加）

3
　幸市民館、子育てサロン、地域の子育て支援
センターにて出張講座を行う。（71回
2,417人参加）

3 　幸市民館、子育てサロン、地域の子育て支援センターにて
出張講座を行う。（71回　2,417人参加） 3

■成果：講師や講座参加者から子育てに関する情報を入手する場
にもなった。

■「子どもの権利」に関連して：講師や参加者から子育てに関す
る情報を収集したり、親同士の交流を促進する貴重な場となっ
た。

■保育士・栄養士・看護師の専門性を生かした出張講座を強化す
る。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

145 47
みんなで子育てフェアさ
いわい

　区内の子育て支援機関や団体が、地域全体
の交流を深め、誰もが安心して暮らせる地域
づくりをめざして実施する。

　今年度は第10回目の実施であり、２月28日
10時から15時の間で、幸市民館全館を使用し
て実施した。当日一般参加者は906名、子育て
支援等従事者は233人であった。

3

　今年度は第11回目の実施であり、２月27日
10時から15時の間で、幸市民館全館を使用し
て実施した。当日一般参加者は777名、子育て
支援等従事者は221人であった。

3
　今年度は第1２回目の実施であり、2月2５日10時から15
時の間で、日吉合同庁舎を使用して実施した。当日一般参加
者は６４０名、子育て支援等従事者は２００人であった。

3

■成果：１６～１７の区内子育て支援機関や団体が参加し、地域
全体の交流を深めることで、安心して暮らせる地域づくりの一助
となった。

■「子どもの権利」に関連して：子育て支援団体や地域の人と交
流することで、安心して生きる権利につながった。

■課題：　引き続き円滑にフェアを実施するとともに、新たな担
い手の掘り起こしの検討が必要。

C 幸区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

146
子育て情報誌の発行（幸
区）

　子育て情報誌「おこさまっぷさいわい」を
区役所窓口等で配布し、子育て世代の親に対
し、地域に根差した子育て情報の提供を行
う。

　区内子育て関係団体・組織から選出された編
集委員による編集委員会を時点修正のために3
回、また、27年度に向けた改訂内容の確認のた
め1回、合計４回開催した。また、平成26年度
版については、6月に発行し区役所窓口等で配
付した。

3

  平成２７年度は全改定時期に当たるため、区
内子育て関係団体・組織から選出された編集委
員による編集会議を公募委員含めてメンバーを
一新し、平成２７年度版については、６月に発
行した他、編集会議・部会を開催し平成２８年
度以降に配布する改訂版を作成した。

3

　昨年度、子育て支援団体や公募の区民等による編集会議に
より作成された改訂版原稿に組織変更等反映させ、平成28
年度版を5月に発行した他、同編集会議を3回実施し、改訂
内容について利用者へアンケートを実施し、意向を検討、平
成29年度改訂版原稿を作成した。

3

■成果：地域の中で安心して子育てができるように、赤ちゃんか
ら幼児まで子育てに関する制度だけでなく、地域の子育て支援の
活動や遊び場、施設の情報を提供することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもと子どもを持つ親が安心
して生活できるように、年齢に応じた支援の相談窓口や制度案内
等周知を行った。

■課題：冊子としての情報量には限界があるため、他子育てに関
する情報誌やホームページの紹介等をわかりやすく周知する必要
がある。

C 幸区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

147
子育て情報カレンダー
「お散歩に行こうね！」
の発行

　区内の子育て情報を子育て関連機関の協力
を得て掲載し、毎月1回発行する。また、冊
子の発行のみでなくホームページへの掲載も
行い、子育てに関する情報を充実させる。

　区内で行われる子育て情報をまとめて、月1
回2500部発行するとともに、ホームページへ
の掲載も行った。

3
　区内で行われる子育て情報をまとめて、月1
回2600部発行するとともに、ホームページや
FaceBookへの掲載も行った。

3
　区内で行われる子育て情報をまとめて、月1回2600部発
行するとともに、ホームページやFaceBookへの掲載も行っ
た。

3

■成果：子育てイベントカレンダー「お散歩に行こうね！」が、
子育て支援に関する貴重な情報源となった。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに関する情報を収集する
ための貴重なツールとなった。

■ホームページやアプリの掲載での参加が多いので引き続き取り
組んでいく。

C 幸区役所 保育所等・地域連携

148 就労妊婦への支援事業

　就労女性の増加に伴い、毎日が仕事中心の
生活になりがちな妊婦に健康的な生活への見
直しと安産に向けての心身の準備を支援す
る。土曜日に講座を開催する。

　「ワーキングマザーのための妊娠・出産・子
育て講座」を年間4回（6月・9月・12月・3
月）土曜日に実施し、○組が参加した。安心・
安全な出産に向けての心身の準備や、保育園を
活用した子育ての工夫等について、妊婦とパー
トナーへ情報提供を実施した。

3

　「ワーキングマザーのための妊娠・出産・子
育て講座」を年間4回（6月・9月・12月・3
月）土曜日に実施し、約200組が参加した。安
心・安全な出産に向けての心身の準備や、保育
園を活用した子育ての工夫等について、妊婦と
パートナーへ情報提供を実施した。

3

　「ワーキングマザーのための妊娠・出産・子育て講座」を
年間4回（6月・9月・12月・3月）土曜日に実施し、約
200組が参加した。安心・安全な出産に向けての心身の準備
や、保育園を活用した子育ての工夫等について、また身近な
地域で子育ての仲間づくりや地域のボランティアと顔のつな
がる関係づくりが図れるよう、子育てサロン等の情報提供を
妊婦とパートナーへ実施した。

3

■成果：妊婦及びそのパートナーの参加により、妊娠中や出産後
も互いに協力し合いながら、子育て・家庭と仕事を両立していく
ためのイメージづくりの場となった。

■「子どもの権利」に関連して：保護者が、妊娠中から子どもの
育ちを保障し、子育てについて共に学ぶ機会となっている。

■課題：就労妊婦が年々増加しており、両親学級事業との関連性
や区別の必要性について検討が必要である。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

149 多胎児育児支援事業

　多胎児の妊婦や育児中の親と子の交流や情
報交換を地域のボランティアとともに推進
し、子育て交流会を開催する。また多胎児育
児の情報発信として「ピーナッツ通信」を発
行する。

　多胎児の子育て交流会を区内３か所で4回開
催し、育児の孤立化を予防し、相互支援による
育児力の向上を促した。またボランティアの定
例会を定期的に行い、事業運営のための情報共
有を行った。ピーナッツ通信は3月に発行し
た。

3

　多胎児の子育て交流会を区内４か所で4回開
催し、育児の孤立化を予防し、相互支援による
育児力の向上を促した。またボランティアの定
例会を定期的に行い、事業運営のための情報共
有を行った。ピーナッツ通信は3月に発行し
た。

3

　多胎児の子育て交流会を区内４か所で4回開催し、育児の
孤立化を予防し、相互支援による育児力の向上を促した。ま
たボランティアの定例会を定期的に行い、事業運営のための
情報共有を行った。ピーナッツ通信は3月に発行した。

3

■成果：定期的な開催により、多胎児を持つ保護者が、妊娠中か
ら情報が得られ、また子育ての仲間づくりや支援が得られる機会
となった。

■「子どもの権利」に関連して：多胎児の育児は養育上様々な工
夫が必要であり、専門職や多胎児の育児を経験している母同士の
助言、ボランティアを含めたサポートが、多胎児を持つ保護者に
沿った養育支援である。

■課題：交流会の会場にアクセスしづらい参加者の把握と開催場
所の検討が必要である。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

150 乳幼児ふれあい事業
　乳幼児健診の待ち時間を利用し、親子のふ
れあい、専門職との相談、育児情報の提供を
行う。

　年間110回の乳幼児健診において乳幼児ふれ
あい事業を実施し、待ち時間を活用しながら、
看護師・保健師・保育士等の専門職の相談や知
識の提供、育児情報の提供を行った。

3

　年間110回の乳幼児健診において乳幼児ふれ
あい事業を実施し、待ち時間を活用しながら、
看護師・保健師・保育士等の専門職の相談や知
識の提供、育児情報の提供を行った。

3

　年間６０回の乳幼児健康診査において乳幼児ふれあい事業
を実施し、待ち時間を活用しながら、看護師・保健師・保育
士等の専門職の相談や知識の提供、育児情報の提供を行っ
た。

3

■成果：区役所における乳幼児健康診査は、対象年齢の子育て家
庭の９０％以上が来所するため、専門職による相談や知識・情報
の提供が効果的に行うことができた。

■「子どもの権利」に関連して：保護者が子どもの成長発達を確
認し、さらに複数の専門職から子育てに関する適切な助言や情報
提供が得られる、養育支援の場となっている。

■課題：乳幼児人口の増加に対応したスタッフ体制で、本事業を
継続していく必要がある。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

151 49
なかはら子ども未来フェ
スタ

　区内の子どもに関する団体や機関が一堂に
会し、情報交換、交流の場を設けることに
よって、地域全体で連携して子どもを支援す
るための一助とするために開催する。

　区民との協働により会議を4回開催し、フェ
スタの準備を行い実施した。当日（11月8日）
は悪天候の中、44団体、市民2,000人の参加
があり、地域における世代間交流を推し進める
ことができた。

3

　区民との協働により会議を4回開催し、フェ
スタの準備を行い実施した。当日（11月28
日）は天候にも恵まれ、43団体、市民2,500
人の参加があり、地域における世代間交流を推
し進めることができた。

3

　区民との協働により会議を4回開催し、フェスタの準備を
行い実施した。当日（11月2６日）は天候にも恵まれ、4５
団体、市民３,500人の参加があり、地域における世代間交
流を推し進めることができた。内容は食育講座、子ども用心
臓マッサージ体験、手形作り、アートバルーン作り、折り染
めワークショップ等、親子で学ぶことはもちろん、一緒に遊
び、楽しむことができるものが多く、子どもの主体性を促し
た。

3

■成果：フェスタを通じて区内の子育てに関わる団体間のつなが
り、地域と親子のつながり、親子の心のつながりを醸成すること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：フェスタ当日は青少年支援室と
連携し、子どもの権利条例のパネル展示、チラシ配布を行った。

■課題：フェスタの内容を子育て世代だけでなく、ゆくゆくは就
学児まで裾野を広げることを検討する必要がある。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

152 子育て支援推進事業

　子育てを地域で支えることにより、親と子
のこころの安定を図り、健康的な子育てがし
やすい環境を整えるため、区内7地区16か
所で子育てサロン、講演会等を実施する。

　社協・民協主体で組織している中原区子育て
支援推進実行委員会が実施する子育てサロン16
か所の他に、区内でボランティアが運営してい
る自主サロンへの支援を行った。サロンスタッ
フ向けに全体研修を1回実施し、130名の参加
を得た。

3

　社協・民協主体で組織している中原区子育て
支援推進実行委員会が実施する子育てサロン16
か所の他に、区内でボランティアが運営してい
る自主サロンへの支援を行った。サロンスタッ
フ向けに全体研修を1回実施した。

3

　中原区社会福祉協議会・中原区民生委員児童委員協議会主
体で組織している中原区子育て支援推進実行委員会が実施す
る子育てサロン16か所の他に、区内でボランティアが運営
している自主サロンへの支援を行った。子育てサロンのス
タッフ向けに全体研修を1回実施し、134人の参加を得た。

3

■成果：子育てを地域で支えることにより、親と子の心の安定を
図り、健康的な子育てがしやすい環境を整えることができた。

■「子どもの権利」に関連して：健康的な子育てしやすい環境が
整うことで、健やかな成長が保障されることへつながった。

■課題：より多くの方が子育てサロンを理解し、参加できるよ
う、広報等を強化していく。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

153
子育て情報誌の作成事業
（中原区）

　子育て情報誌「このゆびと～まれ！中原区
子育て情報ガイドブック」の発行とそれに連
動したホームページの運営を行うほか、子育
て関連のタイムリーな情報を掲載した「子
ネット通信」を区民協働で作成・発行する。

　子育て情報の提供として、区子育てガイド
ブック「このゆびとーまれ」の改訂版を8,000
部、子ネット通信を年6回各8,000部発行した
ほか、子育て情報案内リーフレットを10,000
部発行した。そのほか、区子育てガイドブック
の改訂に合わせ、ホームページの情報更新を行
うとともに、タイムリーな情報についてはト
ピックス欄に掲載した。

3

　子育て情報の提供として、区子育てガイド
ブック「このゆびとーまれ」の改訂版を7,500
部、子ネット通信を年6回各8,000部発行した
ほか、子育て情報案内リーフレットを10,000
部発行した。そのほか、区子育てガイドブック
の改訂に合わせ、ホームページの情報更新を行
うとともに、7区のこども支援室合同でＳＮＳ
（フェイスブック・ツイッター）を開始し、新
たな媒体での広報を行った。

3

　子育て情報の提供として、区子育てガイドブック「このゆ
びとーまれ」の改訂版を7,500部、子ネット通信を年6回各
8,000部発行したほか、子育て情報案内リーフレットを
7,000部発行した。そのほか、区子育てガイドブックの改訂
に合わせ、ホームページの情報更新を行うとともに、7区合
同のＳＮＳ（フェイスブック・ツイッター）による情報発信
を行い、また、新たに子育てアプリを活用し、イベント情報
等を発信するなどして、様々な媒体での広報を行った。

3

■成果：子育て中の保護者に様々な情報を提供することで、子育
てに関する不安や悩みの軽減を図った。

■「子どもの権利」に関連して：親子が子育てに関する様々な情
報を得て、行事に参加し、仲間を得ることで、健やかな成長が保
障されるとともに、豊かな生活へつながった。

■課題：より多くの方に子育て支援の情報を知ってもらえるよ
う、引き続き多種多様な媒体を通じて広報していくことが求めら
れる。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止84 85
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№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

154 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条
多胎児育児支援「さくら
んぼ」

　リスクを伴う多胎児育児に関する情報交
換、育児相談、親子あそび等を実施し、多胎
児育児の支援を行う。

　毎月１回、年１２回実施。９３組の双子と双
子を妊娠中の妊婦２名が参加した。周知につい
ては、母子健康手帳交付時や新生児訪問、乳幼
児健診にて対象家庭にチラシを配布し多胎児の
育児支援を行った。

3

　毎月１回、年12回実施。延95組の双子とそ
の兄弟児、また、2名の妊婦の参加が参加し
た。本事業をきっかけに、児や親を対象とする
事業につながった親子もいる。また、参加者に
とっては貴重な交流の場となっている。

3

　毎月１回、年12回実施。延75組の双子とその兄弟児、ま
た、1名の妊婦が参加した。ボランティアがいることで、
ゆっくり双子の育児の情報交換をしたり兄弟関係について相
談をしたりで貴重な交流の場となっている。また、妊娠時期
の不安の相談場所となっている。

3

■成果：双子の育児の大変さを共有でき、情報交換を行うことで
育児の不安の軽減に役立った。

■「子どもの権利」に関連して：双子であるため、１人１人の権
利の大切さを考えられるように支援した。

■課題：参加できていない人達への周知とフォローの仕方の検討
が必要である。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

155
地域での子育て支援「す
くすく講座」

　地域の子育て支援センターと連携し、育児
相談、子育てに関する知識の普及等、子育て
支援を実施する。

　地域子育て支援センターでは、育児に関する
講座を１０回行い、延べ３５６人の参加があっ
た。内容は、こどもに多い感染症や子どものこ
ころの発達等についての講座を行った。個別の
相談にものっている。

3

　地域子育て支援センターで、育児に関する講
座を７回行い２５９人の参加があった。講座の
内容は季節ごとの過ごし方や多く見られる病気
について、また卒乳断乳の仕方等の話を行っ
た。終了後個別の相談も受けた。

3

　地域子育て支援センターで、育児に関する講座を１０回行
い３２５人の参加があった。講座の内容は季節ごとの過ごし
方や多く見られる病気について、また卒乳断乳の仕方等の話
を行った。また地域包括ケアシステムの導入で、地区担当保
健師の紹介をおこなった。終了後個別の相談も受けた。

3

■成果：地域の担当保健師が講座のない時も地域子育て支援セン
ターを訪問することが多くなったので、顔の見える関係ができス
タッフとの情報交換がしやすくなった。

■「子どもの権利」に関連して：母子関係等でスタッフが気に
なったことを連絡してくれ、早期の介入ができた。

■課題：地域子育て支援センターに来所できない人を地域につな
ぐ工夫が必要となる。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

156
未熟児育児支援「すくす
くママキッズ」

　リスクを伴う未熟児の育児支援を行うため
に、育児の情報交換、育児相談、親子あそび
等を実施する。

　未熟児で生まれた子どもと親の交流を年６回
実施し、延べ４６組の親子の参加があった。ボ
ランティアによるわらべ歌の親子遊びを交え母
子の交流を図った。

3

　低出生体重児や医療的まフォローを要する子
どもと親の交流を年６回開催した。述べ5３組
の親子の参加があった。情報交換を行いなが
ら、子どもの成長の見通しを確認できる場と
なっている。

3

　低出生体重児や医療的なフォローを要する子どもと親の交
流を年６回開催した。述べ３２組（２月現在）の親子の参加
があった。情報交換を行いながら、子育ての相談をしたり、
子どもの成長の見通しの確認をしたりする場となった。

3

■成果：低出生児を持つ親は不安も多いが、来所することで先の
見通しができたり相談できたりした。

■「子どもの権利」に関連して：母が安心して子育てできること
で、子どもも安心して生活が送れる。

■課題：低出生児の出生数に比較して参加が少ない為、会の開催
の周知と丁寧なフォローが必要となる。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

157 50 子育てグル－プ支援事業
　子育てグループ交流会の実施、活動のため
の遊具の貸出しを行うことで、地域の子育て
支援の充実を図る。

　子育てグループの交流会「きっとみつかるよ
楽しい仲間」を１０月７日に開催した。グルー
プの活動状況と活動上の課題を把握するため、
グループ見学会を実施した。子育てグループの
設立などに資するリーフレットの作成に向け、
検討を行った。

3

  子育てグループ交流会の企画運営を子育て中
の保護者にも担ってもらえるよう、「たかつの
子育てを支える仲間の会」を設置した。9月30
日に、子育てグループの紹介などを行う交流会
を9月30日に開催し、子育てグループ　団体と
地域の親子55組119人が参加し交流を図っ
た。リーフレットについては、子育てグループ
だけでなく、多くの保護者にとってより利便性
の高い内容となるよう、検討を進めた。

3

高津区子ども子育てネットワーク会議子育てグループ支援部
会と事業委託をしている「たかつの子育てを支える仲間の
会」が連携し、子育てグループ交流会を開催し133名の参加
者が交流した。また、子育てグループへの情報提供とスキル
アップのため「わらべうた講習会」を開催し、４８名の参加
があった。
部会員と事務局で子育てグループ６団体の見学会を行った。

3

■成果：高津区内の子育てグループとの関係が密接になり
ニーズを把握できた事で具体的な後方支援につながった。

■「子どもの権利」に関連して：地域の子育てグループが、
活発に活動する事により子どもたちの育ちの場が広がった。

■課題：各子育てグループが慢性的に活動の場所確保や後継
者探しに苦労している。具体的な後方支援が必要である。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター保
育所等・地域連携

158 51
高津区こども・子育て
フェスタ事業

　区内で子育てに関わる様々な活動をしてい
るグループや関連機関の活動展示、相互交流
及び子育て中の親へ多様な情報提供・交流を
通じ、子どもの育ちを地域で支援する。

　高津市民館を会場に、乳幼児から小・中学生
のこどもとその保護者を対象に、子育てグルー
プ、子育てを支援する団体・機関などを紹介す
る展示、コンサート、親子で楽しめる様々な催
しを行った。ホールでは、国立科学博物館の窪
寺恒己氏による講演会「ダイオウイカ奇跡の遭
遇」を開催した。参加者2,500人、75団体の
協力があった。

3

　高津市民館を会場に、乳幼児から小・中学生
のこどもとその保護者を対象に、子育てグルー
プ、子育てを支援する団体・機関などを紹介す
る展示、コンサート、親子で楽しめる様々な催
しを行った。ホールでは、慶応大学医学部教
授・岡野栄之氏による講演会「ほんとうにすご
い！iPS細胞」を開催した。また人権啓発ブー
スを設置し、子どもの権利の広報をした。参加
者2,300人、24団体が協力し、イベント等を
実施した。

3

　高津市民館を会場に、乳幼児から小・中学生の子どもとそ
の保護者を対象に、子育てグループ、子育てを支援する団
体・機関などを紹介する展示、コンサート、親子で楽しめる
様々な催しを行った。ホールでは、東京海洋大学名誉博士・
さかなクンによる講演会「さかなクンのギョギョッとびっく
りお魚教室」を開催した。また人権啓発に関する展示物を掲
示し、子どもの権利の広報をした。参加者1,500人、24団
体が協力し、イベント等を実施した。

3

■成果：子育て支援関係機関と連携し、親子で楽しめるイベント
を開催することで、親子の交流を深めるとともに、関係機関どう
しのつながりの形成に貢献した。

■「子どもの権利」に関連して：活動報告展示ブースでのパネル
展示、チラシ配布により、幅広く子どもの権利に関する広報を実
施した。

■課題：より効果的な子どもの権利の広報・啓発のため、フェス
タ開催時の広報スペースの確保や広報手段を検討する必要があ
る。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

159 子ども・子育て支援講座
　子どもの成長・発達や子育てに関わる課題
をテーマとした講演や意見・体験交流等を実
施し、課題に対する啓発を図る。

　子育て中の保護者等を対象にした講演会を３
回、子育て支援者等を対象としたスーパーバイ
ズを２回開催した。また、プレパパ・プレママ
講座を３回、初めて赤ちゃんを育てる母親のた
めの４週連続プログラムを２回実施した。

3

　男性の育児の参加を促進する講座を３回、子
育て支援者等を対象としたスーパーバイズを１
回開催した。また、プレパパ・プレママ講座を
３回、初めて赤ちゃんを育てる母親のための４
週連続プログラムを３回実施した。

3

 男性の育児参加を促進する講座を４回の連続講座として
実施し、男性の育児力向上を図った。また、初めて出産
を迎えるカップル向け講座プレパパ・プレママ講座を３
回、初めて赤ちゃんを育てる母親向けに４回連続講座を
３回実施した。
子育て支援者を対象としたスーパーバイズを２回開催し
延べ７９名の参加があった。

3

■成果：初めての出産や育児に男女問わず関わることで子育
てに関する不安感や負担感の軽減につながった。
子育て支援者のスキルアップを図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに対する不安感や負
担感を取り除くことや地域で育てる体制が整うことで安心し
て育つ環境が育まれた。

■課題：地域で行う事業についてなかなか伝わりにくいた
め、情報の周知の仕方などに工夫が必要である。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

160
地域子育て支援事業「あ
つまれキッズ」

　地域の０～３歳の子どもを持つ親子を対象
に、年間を通して親子遊びや座談、育児相談
等を実施し、子育て中の母親たちの仲間づく
りを支援し育児力を高めていく。

　地域の0歳～3歳の子どもと親を対象に、区内
3か所において、子どもに関係する機関や団体
と協働で「あつまれキッズ」を年間6コース36
回開催。より地域に合った内容で、年間を通し
て親子での遊びや食育講座、健康講座、情報交
換等を実施した。

3

　地域の0歳～3歳の子どもと親を対象に、区内
3か所において、子どもに関係する機関や団体
と協働で「あつまれキッズ」を年間6コース36
回開催。より地域に合った内容で、年間を通し
て親子での遊びや食育講座、健康講座、情報交
換等を実施した。

3

　地域の０歳～３歳の子どもと保護者を対象に区内３カ
所において子どもに関連する機関や団体と協同で年間６
コース３９回開催し、延べ７０５組が参加した。連続講
座形式で年間を通じて親子遊び専門職によるミニ講座、
情報交換を実施した。

3

■成果：連続講座形式にすることにより保護者の育児力が向
上し、仲間づくりができた。また、スタッフである民生委員
児童委員、主任児童委員のスキルアップにつながった。

■「子どもの権利」に関連して：地域の保護者の子育て力が
アップし、親子を見守ってくれる地域の支援者の存在を身近
に感じる事で親子が安心感を持って過ごすことができた。

■課題：「あつまれキッズ」の企画運営の主体となっている
公営保育園の民営化が進む中で、民営保育園が引き続き行っ
てくれるのかどうか不透明である。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

161
子ども・子育て情報発信
事業

　高津区子ども・子育てネットワーク会議と
協力連携し、子育て中の親のニーズに合った
地域子育て情報ガイドブック「ホットこそだ
てたかつ」を作成し、ホームページにも掲載
し、情報提供する。

　「ホッとこそだて・たかつ」(冊子)平成26年
度版を8,000部発行し、児童家庭課窓口や区内
施設、関係団体・機関等に配布した。ホーム
ページには冊子の全ページを掲載するととも
に、関係各課等から情報を得ながら、随時、更
新・管理を行った。

3

　「ホッとこそだて・たかつ」(冊子)平成2７年
度版を8,000部発行し、児童家庭課窓口や区内
施設、関係団体・機関等に配布した。ホーム
ページには冊子の全ページを掲載するととも
に、関係各課等から情報を得ながら、随時、更
新・管理を行った。

3

子育て中の区民ニーズに合った地域の子育て情報誌とし
て「ホッとこそだてたかつ」（冊子）を７０００部発行
し、児童家庭課窓口や区内施設等に配布した。市ホーム
ページに冊子の情報を全て掲載し、随時管理・更新を
行った。また、より使いやすいものとするため利用者等
に対しアンケート調査を行い集計結果から次年度の修正
箇所等と取りまとめた。（依頼数６２５、回答数３８
３、回答率６１％）

3

■成果：高津区子ども・子育てネットワーク会議（情報部
会）と協力連携しながら、子育て中の区民のニーズに合った
地域の子育て情報をガイドブック及びホームページで提供し
た。

■「子どもの権利」に関連して：人間としての大切な子ども
の権利である育ち・学ぶ施設等について掲載し、幅広く子ど
もの権利に係る情報提供を行った。

■課題：子育て支援情報の発信方法がホームページや子育て
アプリ、ツイッターなど多岐にわたっており、情報の周知の
仕方などに工夫が必要である。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

162 転入者子育て交流会

　転入の多い高津区において、子育て中の転
入者に対し、区内の子育て情報の提供、関係
団体等の紹介及び参加者同士の交流を図り、
子育てに関する不安感や孤立感を軽減する。

　5・6月に区役所で年齢別に実施。10月に保
健ホールで年齢別に2回実施。地域の関係団体
の協力を得て合計180人（5・6月88人、10
月92人）が参加し、子育てに関わる情報の交換
や提供、共有化等を図るとともに関係団体との
交流を持つことができた。

3

　5・6月及び１０月に区役所及び橘出張所で年
齢別で各３回実施。地域の関係団体の協力を得
て合計８１組1６５人（5・6月３８組７８人、
10月４３組８７人）が参加し、子育てに関わる
情報の交換や提供、共有化等を図るとともに関
係団体との交流を持つことができた。

3

転入者の多い春と秋にそれぞれ開催した。
ニーズの多い０歳児対象の会を２回と１歳～２歳対象の
会を１回の計３回を行い、春４４組、秋４８組の参加が
あった。主任児童委員や地域の子育て関係機関の協力を
受け、地域の子育て情報の提供や参加者同士の交流を
行った。

3

■成果：地域ごとにグループ分けを行い交流することで参加
者同士の交流や子育て支援者のアドバイスを受けて育児力の
向上につながった。

■「子どもの権利」に関連して：見知らぬ土地で育児を行う
ことの不安感や孤立感を取り除くことで子どもの健全育成に
つなげることができた。

■課題：ニーズの高い事業だが、３ヶ月健診が協力医療機関
に移ったことで対象者への周知が難しくなったため、今後は
周知方法を工夫する必要がある。

C 高津区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

163
子育て情報紙「あったか
つうしん」

　子育て中の市民と協働で、子育て中の親の
ニーズに合わせ多様な情報を掲載した情報紙
「あったかつうしん」を年6回程度発行す
る。

　子育て中の区民と協働で、子育て中の親子の
ニーズに合った情報発信として年間6回発行し
た。

3
　子育て中の区民と協働で、子育て中の親子の
ニーズに合った情報発信として年間6回発行し
た。

3
子育て中の親のニーズを反映させるため、現役の子育て
中の区民とともに編集会議を１１回開催し、年６回　各
２５００部発行。７２ヶ所に配布した。

3

■成果：子育ての不安感の軽減と子育て中の区民の活躍の場
となった。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利を守るために
も親自身が幸せでいられるよう、気持ちに寄り添った記事を
作成した。

■課題：状況の変化により、紙媒体で子育て情報を収集する
割合が減り、残数の多い所もある。全体的な見直しが必要で
ある。

C 高津区役所
地域みまもり支援保育所等・
地域連携

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

164 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条
転入者を対象とした
「うぇるかむ」事業

　宮前区は転入者が多いため、子育て情報の
提供や仲間づくりのきっかけを目的にうぇる
かむキャンペーン・うぇるかむクラスを実施
し、育児の孤立化を予防する。

　子育て支援関係者連絡会での調整を行い、宮
前区内に転入した子育て中の区民を対象とする
子育て支援イベント「うぇるかむクラス」につ
いて、例年の年間２回から３回へ開催回数を増
やすなどの積極的な取組を実施し、区民ニーズ
を的確に捉えた内容としました。また、専用封
筒に各種子育てガイドなどを入れたうぇるかむ
セットを作成し、母子健康手帳交付者、子育て
世帯の転入者への配布を行った。

3

　子育て支援関係者連絡会での調整を行い、宮
前区内の子育て中の区民を対象とする子育て支
援イベント「うぇるかむクラス」について、区
民意見を反映し、対象を転入者から地域を知り
たい親子にも拡大し、参加者数から考察した会
場の見直しを行い、昨年に引き続き３回実施し
た。また、専用封筒に各種子育てガイドなどを
入れたうぇるかむセットを作成し、母子健康手
帳交付者、子育て世帯の転入者への配布を行っ
た。

3

　子育て中の区民を対象とする子育て支援イベント「うぇる
かむクラス」について、区民意見を反映し、昨年に引き続き
３回実施。述べ77組の親子が参加し、各種地域活動団体の
メンバー約70名と交流を図ることができた。また、専用封
筒に各種子育てガイドなどを入れたうぇるかむセット700部
を作成し、母子健康手帳交付者、子育て世帯の転入者への配
布を行った。

3

■成果：
「うぇるかむクラス」について、毎年、７０組を超える親子の申
込があり、ほぼ同数の各種地域活動団体メンバーが参加して、子
育て世帯の孤立防止と、地域交流の輪を広げることができた。
転入者に、宮前区の子育て情報を提供できた。

■「子どもの権利」に関連して：
保護者が地域へとけ込み、育児の孤立化を防ぐことにより子ども
が健やかに成長できる環境づくりにつなげることができた。

■課題：
未就学児のいる子育て世帯が孤立することのないよう、「うぇる
かむクラス」開催や子育て情報発信にあたり、より効果的な運営
方法を検討していく必要がある。
転入届で来所時に、地域支援担当窓口に寄らない方もおり、対応
を検討する必要がある。

C 宮前区役所
地域ケア推進担当
生涯学習支援課
地域支援担当

165 360
子育て情報発信事業（宮
前区）

　子育て中の当事者が当事者の目線で作成し
た子育て情報誌「宮前子育てガイド　とこと
こ」を作成し、より身近で実用的な子育て情
報の提供を実施する。併せてホームページで
も情報の発信を実施する。

　みやまえ子育てガイド「とことこ」及び「と
ことこおでかけマップ」を各1万部作成し、健
診時や母子健康手帳交付及び子育て中の保護者
の区内転入手続きの際などに配布した。また、
地域ポータルサイト内に子育て情報専用のホー
ムページを開設するとともにフェイスブック及
びツイッターページを開設し、7区初のソー
シャルメディアを活用したこども子育て情報の
発信を開始した。さらにユーチューブを活用し
て動画で子育て支援事業の広報を行った。

2

　みやまえ子育てガイド「とことこ」及び「と
ことこおでかけマップ」改訂版を各7千部作成
し、健診時や母子健康手帳交付及び子育て中の
保護者の区内転入手続きの際などに配布した。
官民協働地域ポータルサイト「宮前ぽーたろ
う」内に開設したＷＥＢ版みやまえ子育てガイ
ド「とことこ」について、子育て支援イベント
等を通じて認知度の向上と活用の促進を図り、
継続的かつ効率的に子ども・子育て情報を発信
するとともに、利便性・魅力度のさらなる向上
に向けたカスタマイズを実施した。また、
SNS(Facebook及びTwitter)を活用したこど
も子育て情報の発信を行った。

3

　みやまえ子育てガイド「とことこ」改訂にあたり、外国人
住民及び障害者等へ配慮してふりがなを追加して改訂の上、
新たに7000部を作成、配布した。官民協働地域ポータルサ
イト「宮前ぽーたろう」内に開設したＷＥＢ版みやまえ子育
てガイド「とことこ」について、子育て支援イベント等を通
じて認知度の向上と活用の促進を図り、継続的かつ効率的に
子ども・子育て情報を発信した。また、SNS(Facebook及
びTwitter)及び子育てアプリ並びに地域包括ケアポータルサ
イトを活用したこども子育て情報の発信を行った。

3

■成果：
冊子、WEB、アプリそれぞれの特徴を生かした子育て情報の発信
により、より広い範囲で情報提供をし、イベント参加等につなげ
ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：
みやまえ子育てガイド「とことこ」へふりがなを追加したことに
より、こども自身にとっても情報取得が容易になり、自分で決め
る権利に資することができた。

■課題：
WEBに多くの情報があふれる中、より効果的な広報の実現に向け
て発信する内容、タイミングの精査が必要である。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

166
子育て支援事業（宮前
区）

　区内の子育て機関等のネットワークで結成
された「こしれん（宮前区子育て支援関係者
連絡会）」を中心に育児不安の解消、仲間づ
くり等の子育て支援を実施する

　地域の情報提供や交流の場として、転入者向
け支援事業「うぇるかむクラス」を開催した。
今年度より開催回数を増やし３会場で実施し、
向丘出張所１６組、宮前市民館４１組、アリー
ノ２６組の親子の参加があった。

3

　地域の情報提供や交流の場として、転入者向
け支援事業「うぇるかむクラス」を開催した。
今年度から開催会場を見直して３会場で実施
し、宮前市民館51組、地域子育て支援センター
すがお18組、アリーノ17組の親子の参加が
あった。

3

　区内の子育て機関等のネットワークで結成された「こしれ
ん（宮前区子育て支援関係者連絡会）」を年6回開催し、乳
幼児を育てる世帯の育児不安解消や孤立防止を図るために区
内子育て関連施設・団体等との連携・協力体制の強化と、情
報共有を行った。また、こしれん主催にて「うぇるかむクラ
ス」（参加者７７組）及び「子育てグループ交流会」（参加
者２７名）を開催し、子育て中の親子と地域との交流促進を
図った。

3

■成果：
区内子育てグループを取りまく環境が変化する中、当事者、支援
者及び行政が課題を共有し、支援の在り方を考える場となった。

■「子どもの権利」に関連して：
子育て関連団体、施設及び行政が連携することにより、地域全体
で子どもの成長を見守る意識づくりにつながり、安心して生きる
権利や自分を守り守られる権利が促進された。

■課題：
社会環境の変化により子育てグループの在り方が変化しており、
現状に即した支援の在り方を考える必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

167
親と子の子育て応援セミ
ナー

　区内の在宅育児中の親子を対象とし「親の
育児力」をつけるために、子育てに関する知
識と技術を持つ公立保育園等の人材を活用し
て、子育てに関する相談、親と子の学習の機
会及び交流の場を提供する。

　育児不安や孤立感の解消、育児力の向上を目
指し、地域子育て支援センターすがお・さぎぬ
まの２ヶ所で６回連続講座を開催し、前期３８
組・後期３７組の参加があった。また、セミ
ナーの受講をきっかけとして、OG会やオープ
ンセミナー等を活用し、子育て支援活動への参
加や支援者の育成につなげた。

3

　地域子育て支援センターすがお（前期）・さ
ぎぬま（後期）の２施設で、それぞれ４回の連
続講座を実施し、各定員２５組に対し、前期２
２組、後期３１組の参加があった。専門職によ
る講座や助言が育児の悩みや不安を解消する
きっかけとなり、またグループワークを通した
参加者同士の交流が仲間づくりにつながった。
その他、セミナー受講者によるＯＧ会を開催
し、子育て支援活動への参加や支援者の育成へ
とつなげた。

3

  地域子育て支援センターすがお（前期）・さぎぬま（後
期）の２施設で、それぞれ４回の連続講座を実施し、前期１
９組、後期２２組の参加があった。専門職による講座や助言
が育児の悩みや不安を解消するきっかけとなり、またグルー
プワークを通した参加者同士の交流が仲間づくりにつながっ
た。その他、セミナー受講者によるＯＧ会を開催し、子育て
支援活動への参加や支援者の育成へとつなげた。

3

■成果：保育士、看護師、栄養士から子育てに関する知識を伝え
ることで、育児不安の軽減及び子育てへの自信につなげることが
できた。また、連続講座の利点を活かし毎回グループワークを実
施したことで母親同士の交流が深まった。

■「子どもの権利」に関連して：乳幼児期の子どもを持つ保護者
を対象とした子育て支援を行うことで、子どもが安心して生き、
守られるための権利保障につながった。

■課題：社会状況の変化及び開催地域の特性・ニーズを的確に捉
え、企画の工夫、内容の充実を図る必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

168
子育てサロン・自主グ
ループ交流会

　乳幼児を持つ保護者にとって地域とつなが
る「はじめの一歩」である子育てサロン・広
場、地域で活動している子育てグループがそ
れぞれに互いの情報を共有し合うことを目的
とした交流会を実施する。

　「グループ間の交流、つながりの強化」を目
的とし、子育てグループ交流会を開催した。延
べ１６グループ３２人の参加があり、関係機関
からの情報提供やグループ間での情報交換等を
行った。子育てサロン交流会は隔年で実施のた
め、２６年度は未実施。

3

　子育てグループ交流会については、「グルー
プ間の交流、つながりの強化」を目的に開催
し、17グループ28人の参加、関係機関からの
情報提供やグループ間での情報交換等を行っ
た。子育てサロン交流会については、より充実
したサロンとなるよう情報共有の場として開催
し、14サロン等20人が参加、お母さんたち同
士をつなげるために工夫している点などについ
て意見交換等を行った。

3

　子育てグループ交流会について、「グループ間の交流、つ
ながりの強化」を目的に開催し、15グループ27人の参加、
関係機関からの情報提供やグループ間での情報交換等を行っ
た。

3

■成果：
子育て支援者同士、また、当事者グループ同士の交流の場を設け
ることで、区民活動の活性化と、子育てしやすい風土づくりを進
めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：
子どもを地域で支える環境づくりにより、子どもが健やかに成長
する環境づくりにつながっている。

■課題：
社会環境の変化により、子育て当事者グループの在り方が変化す
る中、現状に即した支援の在り方を考える必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

169
子育て応援グッズ貸出事
業

　区内で活動している子育てグループや子育
てサロンを対象に、乳幼児向けの大型玩具、
保育教材等を貸出し、子どもの遊びや保育活
動の利用に供する。

　子育て支援の充実を図るために11月４日から
貸出しを開始した。貸出しにあたり、ＳＮＳを
利用し地域への周知を行った。３月現在３つの
子育てグループが延べで11回、地域の祭りで１
回の利用状況である。

3

　事業開始2年目となり、子育てグループや新
設保育所にもホームページやSNS、ちらしを利
用し広く広報した。また、貸出物品の種類を増
やし充実させた。2月現在では、3つの子育てグ
ループ・地域子育て支援センター・保育所等
で、延べ17回の利用状況となっている。

3

　子育てグループや新設保育所にホームページやSNS、ちら
しで広報すると共に、各種会議を活用し周知を行うなど、広
報を拡充したことで、利用団体が増えた。また、これまでの
ニーズに合わせ貸出物品の数を充実させた。2月現在では、
６つの子育てグループ・地域子育て支援センター・保育所等
で、延べ１８回の利用状況となっている。

3

■成果：子育てグループや民間保育園が個々では準備することが
難しい大型玩具等グッズを貸出す事で、各団体の活動の幅が広が
るとともに、子どもの日常遊びや行事に関する取組みの充実を図
ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：グッズ貸し出しにより、子ども
の遊びの場の充実を図れた。

■課題：これまでの実績を鑑みたグッズの充実と、事業の周知を
徹底する必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

170 みやまえ子育てフェスタ

　乳幼児を持つ親たちとその関係者に向け
た、子育てに関する情報発信と交流のための
イベントを当事者である子育て中の母親たち
が企画、運営する。

　10月25日土曜日に、宮前市民館全館を使っ
て実施した。遊びや情報提供、交流などのコー
ナーを民生委員・地域の子育て関係ｸﾞﾙｰﾌﾟ・こ
ども文化センター・保育園・社会福祉協議会・
歯科医師会・保健福祉センターなどが担当し
1,500人の参加があった。

3

  10月24日土曜日に、宮前市民館全館を使っ
て実施した。遊びや情報提供、交流、ミニコン
サート、スタンプラリーなどのコーナーを民生
委員・地域の子育て関係ｸﾞﾙｰﾌﾟ・こども文化セ
ンター・保育園・社会福祉協議会・歯科医師
会・保健福祉センターなどが担当した。1,500
人の参加があった。

3

  10月22日土曜日に、宮前市民館全館を使って実施。遊び
や情報提供、交流、コンサートなどのコーナーを、地域の子
育て関係ｸﾞﾙｰﾌﾟ、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、こ
ども文化センター、保育園、歯科医師会、保健福祉センター
などの協力を得て行った。1,500人が来場。28年度は地域
で活動する子育て関係ｸﾞﾙｰﾌﾟの紹介に特に力を入れ、子育て
関係ｸﾞﾙｰﾌﾟが普段の遊びを紹介するコーナーを新設した。

3

■成果：地域の子育て情報を得ることで子育ての負担感を減らし
てもらうと同時に、子育て中の母親が地域で活動する場を提供す
ることができている。また、イベントを通じて区内の子育て支援
者間のネットワークづくりに貢献している。

■「子どもの権利」に関連して：来場者の目に付く場所に子ども
の権利に関するパネルを掲出した。また27年度には民生委員・児
童委員による児童虐待防止キャンペーンを行った。

■課題：転入者が多く、イベントがなかなか浸透しづらいため、
引き続き広報に努めていく必要がある。

C 宮前区役所 生涯学習支援課

171 あそびの広場

　区内の在宅育児中の親子を対象に、公立保
育園の施設と人材を活用し、親子のふれあい
遊びの機会及び交流の場を提供する。土曜日
開催においては、父親と子のふれあいの機会
を作り、父親の育児参加を促す。

　地域子育て支援の一環として公立保育園８園
で年間8回ずつ実施し、延べ1,747人の親子の
参加があった。また、父親の育児参加の促進を
目的とした土曜日開催では、地域子育て支援セ
ンターを活用して年６回実施し、年間約950人
の親子の参加があった。

3

　保育所を活用した地域子育て支援の一環とし
て、公営保育園８園で年間５回ずつ実施し、延
べ１１２４名の参加があった。園行事への参加
をを呼びかけたり、制作あそびや運動遊びなど
子育て家庭の関心を引き出しながら内容を工夫
し実施した。

3

　保育所を活用した地域子育て支援の一環として、公営保育
園８園で年間5回ずつ実施し、延べ１,１３４名の参加があっ
た。園行事への参加をを呼びかけたり、制作あそびや運動遊
びなど子育て家庭の関心を引き出しながら内容を工夫し実施
した。

3

■成果：地域の親子が保育園ならではの遊びを在園児と触れ合い
ながら楽しんだり、保護者同士の交流を図ることで、子育ての不
安軽減、子育て力の向上につながった。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが園庭等で遊ぶことがで
きると共に、保護者への子育て支援を行うことで、子どもの安心
して生きる権利保障にもつながった。

■課題：地域のニーズを捉えた企画・内容の充実、及び、事業を
必要とする保護者への情報周知

C 宮前区役所 保育総合支援担当

172 291 冒険遊び場

　身近な公園等を活用し、地域住民が主体と
なって「冒険遊び場」を実施することによ
り、子どもの自由な発想で遊びを創り出し、
失敗やケガもしながら自由に遊ぶことのでき
る次世代育成の場づくりを目指す。

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働し
て、ブラッシュアップ研修会、シンポジウム、
出張冒険遊び場を開催するとともに、広報リー
フレットを5,000部作成し、配布を行うこと
で、活動支援、担い手育成、普及啓発を行っ
た。

3

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働し
て、ブラッシュアップ研修会、シンポジウム、
出張冒険遊び場を開催するとともに、広報リー
フレットの配布を行うことで、活動支援、担い
手育成、普及啓発を行った。

3

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働して、ブラッ
シュアップ研修会、シンポジウム、出張冒険遊び場を開催す
るとともに、広報リーフレットの配布を行うことで、活動支
援、担い手育成、普及啓発を行った。また、これまで５か
所・５団体で開催していた冒険遊び場について、新たな団体
の立ち上げ調整を実施し、平成２９年度より６か所・６団体
での開催を実現することができた。

2

■成果：各種啓発活動をきっかけに、公園で活動をしている市民
団体との交流が進み、活動に対する理解が得られたことで定期開
催を行う団体を新たに立ち上げることが出来た。

■「子どもの権利」に関連して：外遊びを通じた運動能力の向上
に寄与するだけでなく、公園で活動している団体や他の子どもの
親族といった、親以外の大人との交流をする場として、子どもの
社会性獲得にも繋がり、自分を豊かにし、力づけられる権利に貢
献できた。

■課題：区内の開催場所を確保するため、普及啓発をより一層す
るめ、また担い手づくりを増やす必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

173 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条 子育てひろば（多摩区）

　0歳～２、３歳の子どもとその親に向けた
フリースペースを開設し、母親同士の交流や
情報交換をすることで不安や悩みの軽減を図
る。

　実施回数　19回　参加親子は述べ216組　1
回あたり平均12組の参加がありました。今年度
から、読み聞かせや歌、簡単なリズム体操を取
り入れました。ボランティアも増え、対応も充
実しました。

3

　実施回数19回、参加親子は延べ224組、1回
あたり15組程度の親子が参加した。ボランティ
アも増えて、毎回のひろばに読み聞かせ、手遊
びを取り入れるなど、親子にとって気兼ねなく
来れるひろばとなった。

3

　実施回数１９回、延べ参加親子２７３組の親子　１回
あたり平均１４組の参加があった。前年度から引き続き
読み聞かせと手遊びを行っているが、リピーターも新規
の方も楽しく参加していた。

3

■成果：毎回のひろばに読み聞かせと手遊びを取り入れたこと
で、参加者が増加し、定着するようになった。参加者が多い為、
活発な情報交換・提供ができた。

■「子どもの権利」に関連して：育児に関する情報やども同士が
安全に遊べる場の提供に努めた。

■課題：地域での広報、周知の方法を引き続き検討し、参加者の
定着、新規参加者の確保につなげ情報発信に努める。

C 多摩区役所 生涯学習支援課

174 52 たまたま子育てまつり

　子育て情報の発信や子育て中の親と関係団
体との交流を目的にした「たまたま子育てま
つり」を開催し、地域で連携して親の子育て
を支援する。

　親子ともに参加し楽しめる内容の各企画・ス
テージイベント・情報提供（「多摩区で子育
て」発行・配布）等とし、のべ60団体が参加、
約4,000人が来場した。10月に子育ての課題
を考えてもらう機会として講演会を開催し、保
育含む４９人の参加があった。

3

　主に就学前の子どもとその保護者を対象と
し、交通ルールや子どもとのコミュニケーショ
ンなど、子どもも大人も楽しみながら学び、子
育てに役立つ内容の各企画・ステージイベン
ト・情報提供（「多摩区で子育て」発行・配
布）等を実施した。延べ66団体、約3,500人
が参加した。

3

　主に就学前の子どもとその保護者を対象とし、昔ながらの
遊びや子育て相談など、地域で活動する市民・団体と子育て
世代との交流を図った。子育てに役立つ内容の各企画・ス
テージイベント・情報提供（「多摩区で子育て」発行・配
布）等を実施した。延べ60団体、約3,200人が参加した。

3

■成果：子育て情報ひろばを開設し、まつりで行うスタンプラ
リーの動線上に配置したことにより、足を止める方が増え、効果
的に広報することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利の啓発ポスターや
パンフレットを設置し、啓発に努めた。

■課題：子育て情報ひろばだけでなく、より効果的な広報につい
て実行委員会で検討する必要がある。

C 多摩区役所 生涯学習支援課

175 地域子育て交流支援
　乳幼児健診時に母子ともに安心して受診で
きるよう、親子の交流と楽しい子育てと健康
づくりを行う。

　乳幼児健診（年１０８回）に保育士とボラン
ティアを配置し、安心して受診できた。また、
４か所の地域サロンを開催し地域のボランティ
ア等と交流して楽しい子育てと健康づくりを行
なった。

3

　乳幼児健診（年１０８回）に保育士とボラン
ティアを配置し、安心して受診できる環境づく
りを行なった。また、４か所の地域サロンを開
催し地域のボランティア等と交流して楽しい子
育てと健康づくりの支援を行なった。

3

　乳幼児健診及び産後健診（年１０８回）に保育士とボラン
ティアを配置し、安心して受診できる環境づくりを行った。
また、４か所の地域サロンを開催し、地域のボランティア等
と交流して楽しい子育てと健康づくりの支援を行うと同時
に、保護者の育児力が上がるよう働きかけを行った。

3

■成果：親子が集まる場に育児に関わる専門職やボランティアを
配置することで、安全を保障しながら健康づくりと育児支援を進
めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：母子保健事業の機会を安心安全
が保障される場として整備することができ、健やかな成長が守ら
れる権利が促進された。

■課題：専門職やボランティア、他の親子と触れ合うことで、育
児に不安を持つ保護者の育児力が向上してくよう、「地域育児力
向上」を目的に加えて支援していく。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

176
多摩区「親と子の育児
園」事業

　家庭で保育している未就学・園の親子を対
象として「子育ち・親育ち」を支援するプロ
グラムや交流の場を提供し、子育て力を養
う。

　今年度から新たな公立保育所の地域子育て支
援事業と合わせて、保育園も会場とし、対象を
概ね２～３歳児の親子で実施した。
・土渕保育園（土曜日）２２組
・生田保育園（土曜日）２４組
・長尾こども文化センター（平日）２０組
6回は各会場にて実施し、6回は合同にて市民館
等で実施した。
保育園を会場とすることで、修了後も園庭開放
など地域資源を継続して活用するきっかけと
なった。また、開催前後に地域の子育て支援団
体や行政で話し合いを持ち、地域の機関連携強
化にもつながった。

3

　今年度から新たな公立保育所の地域子育て支
援事業と合わせて、保育園も会場とし、対象を
概ね２～３歳児の親子で実施した。
　土渕保育園、生田保育園、生田特別創作活動
センターにおいて春・秋に分かれ各6回を5コー
ス実施し、多摩市民館等を会場とした合同の講
演会等を5回開催した。　参加者は合計で約30
組。保育園を会場とすることで、修了後も園庭
開放など地域資源を継続して活用するきっかけ
となった。また、開催前後に地域の子育て支援
団体や行政で話し合いを持ち、地域の機関連携
強化にもつながった。

3

　 昨年度から引き続き新たな公立保育所の地域子育て支援
事業と併せて、保育園も会場とし、対象を概ね２～３歳児の
親子を対象に１２回の開催で15組の親子の参加を募り実施
した。さらに多くの子育て親子が参加出来るように６回を
オープン講座とした。保育園を会場とすることで、講座終了
後も園庭開放を利用した。また、開催前後に地域の子育て支
援団体や行政で話し合いを持ち、地域の機関連携強化にもつ
なげた。

3

■成果：参加者相互が子育ての悩みを話し合える関係性が構築で
きた。土曜日に開催したことで、父親の参加もあり育児参加の促
進にもつながった。

■「子どもの権利」に関連して：子育てする保護者が悩みについ
て語り合うことや、活動の中で子どもと遊ぶ経験をすることで、
子どもの守られる権利が促進された。

■課題：育児支援は継続した支援が必要だが、公立保育所の地域
子育て支援事業とし、その後の保育園利用に繋がっていないこと
について検討が必要である。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

177
こども・子育て講演会等
事業

　区の課題に対応したテーマを中心に、地域
全体に向けて子育てや子育て支援への理解を
深めてもらうための普及啓発の講演会や催し
等を実施し、子育て世代の不安やストレスの
軽減や、社会が一丸となって子育てを支援し
ていく地域づくりを推進する。

　子育て支援者を対象とした各種研修や地域全
体に向けての子育ての理解を深めてもらう普及
啓発、保護者を対象とした子どもに関する講座
や子育て不安及びストレスの軽減を図る催し等
を実施する他、多摩区こども総合支援連携会議
等で出された地域課題をテーマにした事業を実
施した。

3

　子育て支援者や地域全体に向けての子育ての
理解を深めてもらう普及啓発、保護者を対象と
した子育て不安及びストレスの軽減を図る催し
等を実施した。多摩区こども総合支援連携会議
等で出された地域課題をテーマにした事業を実
施した。

3

　子育て支援者や地域に向けて子育ての理解を深めてもらう
ための普及啓発、主に父親の育児参加促進を目的とし、子育
て中の保護者を対象としたストレスの軽減を図る催し等、土
曜日開催を企画・実施した。

3

■成果：区民ニーズへの対応とともに多世代交流や父親の育児参
加の促進にもつながる効果が得られた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利を守るため、保護
者や子育て支援に係るすべての大人が学び連携して取り組む事業
として企画実施した。

■課題：多くの参加が得られる土曜日開催を検討するとともに、
地域における課題や区民ニーズを把握し、課題解決に対応した企
画を実施する。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

178
子育て安全マット・玩具
貸し出し事業

　区内の子育てグループやサロンに子育て安
全マットや玩具を貸出し、子どもの遊びや保
育活動の利用に供する。

　区内の子育てサークルや自主保育グループに
安全マットや保育園の手作り教材等を貸し出
し、子どもが安全に遊べる環境整備を行い、地
域の子育て支援環境の充実を図った。

3

　区内の子育てサークルや自主保育グループに
安全マットや保育園の手作り教材等を貸し出
し、子どもが安全に遊べる環境整備を行い、地
域の子育て支援環境の充実を図った。

3

　区内の子育てサークルや自主保育グループに安全マットや
保育園の手作り教材等を貸し出し、子どもが安全に遊べる環
境整備を行い、地域の子育て支援環境の充実を図った。ま
た、子育て支援者スキルアップ講座を行い、自主保育グルー
プやサロン運営の民生委員、ボランティアの方が顔合わせで
きる機会を作り、情報交換を行った。

3

■成果：子どもが安全に遊べる環境整備を行い、地域の子育て支
援環境の充実を図ったことで26年度の38件から28年度は52件
に貸出し件数が増えた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが自由に遊び、豊かな人
間関係の中で育つための環境作りを行った。

■課題：貸出し件数は年々増えているが、対象となるサークルや
グループ同士が情報共有できる場がないことから、ネットワーク
を広げる仕組みの充実が必要である。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

179
子育て支援パスポート事
業

　多摩区商店街連合会の協賛店で提示する
と、オリジナルサービスが受けられるパス
ポートを、妊娠中から18歳の子どもがいる
家庭に発行し、区内子育て家庭の経済的負担
の軽減と、声かけや見守りにより地域でのコ
ミュニケーションを高め、地域社会が一体と
なって子育てを支援する取組とするとともに
地域経済の活性化を図る。

　パスポートの発行、協賛店の紹介及び事業内
容パンフレットの作成・配布、協賛店の情報収
集発信（ホームページの更新）、地域への広報
アピールの催しの開催　を行った。
多摩区商店街連合会との連携強化を図るため、
プロジェクトチームを形成し、協賛店を対象に
アンケート調査や、事業の内容の見直し等検討
を行った。

3

　パスポートの発行、協賛店の紹介及び事業内
容パンフレットの作成・配布、協賛店の情報収
集発信（ホームページの更新）、地域への広報
アピールの催しの開催を行った。
多摩区商店街連合会との連携強化を図るため発
足したプロジェクトチームから提案された催し
等の事業を実施した。
　２７年度はパスポートを2,750枚発行した。

3

　パスポートの発行、事業内容のパンフレットの作成・配
布、ホームページの更新（協賛店の情報収集発信）、地域へ
の広報アピールの催しの開催等を行った。
　多摩区商店街連合会との連携強化を図るため発足したプロ
ジェクトチームとの会議で、２９年度の年間スケジュールを
組立て、商店街連合会と区役所との相互の来年度の動きにつ
いて確認を行った。
　２８年度のパスポートは2,321枚発行した。

3

■成果：各商店会で行われている催し等を通じて、子育てパス
ポートの発行及び広報を行ったことにより、新規の協賛店の申込
があった。

■「子どもの権利」に関連して：区商店街連合会での総会等で、
子育てパスポートの趣旨の１つである「地域社会一体となった見
守り体制」について改めて説明することで、子どもにとって安心
できる環境づくりが促進された。

■課題：各協賛店での事情により、閉店や協賛の辞退が出てきて
いる。幅広い範囲での子どもの見守り体制を構築するためにも、
各商店会での協賛店の増加が必要と考えられる。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

180
子育てフリースペース
「ママと遊ぼうパパも
ね」

　区内4か所を会場に、公立保育園、主任児
童委員、区社会福祉協議会、子育て支援セン
ター等との共同により、子育てのフリース
ペースを開催し、親子のふれあい・交流・相
談の場とする。

　家庭で保育している就学前の親子を主な対象
に、公立保育所の保育士、看護師、栄養士と地
域の民生委員児童委員が親の育児不安やストレ
スの軽減及び親同士の交流・仲間作り・子育て
ネットワーク作りを目的とし、不特定多数の未
就学児親子が気軽に参加し集う場や子育て情報
の提供を行った。

3

　家庭で保育している就学前の親子を主な対象
に、公立保育所の保育士、看護師、栄養士と地
域の民生委員児童委員が親の育児不安やストレ
スの軽減及び親同士の交流・仲間作り・子育て
ネットワーク作りを目的とし、不特定多数の未
就学児親子が気軽に参加し集う場や子育て情報
の提供を行った。

3

　家庭で保育している就学前の親子を主な対象に、公立保育
所の保育士、栄養士と民間認可保育所の保育士、地域みまも
り支援センターの保育士、看護師、栄養士と地域の民生委員
児童委員が親の育児不安やストレスの軽減及び親同士の交
流・仲間作り・子育てネットワーク作りを目的とし、不特定
多数の未就学児親子が気軽に参加し集う場や子育て情報の提
供を行った。

3

■成果：民営化による公立保育所数の減少に伴い、平成２８年度
より区内３ヶ所で各１０回の実施となったが、各地区とも民間認
可保育所の協力を得て充実した内容で実施した。

■「子どもの権利」に関連して：本事業により、子どもの守られ
る権利が促進された。

■課題：今後も民間認可保育所等の協力を促進していくこと。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携

181 こどもの外遊び事業

　家族や生活様式の変化に伴い、子どもを取
り巻く環境も変化していることから、運動場
や公園等の広場、周辺にある自然環境の中で
子どもの創造力を培う「こどもの外遊び」を
推進する。

　地域理解促進のためのリーフレットを3,000
部作成し、健診等の機会を活用して配布した
他、催し等を活用したアピールを2回行った。
人材の育成のための保育付講座（8回：1コー
ス）を実施した。
地域外遊び活動等の支援（物品貸出、広報支
援、スタッフ派遣）・協力を年間随時実施しな
がら、外遊びの催し（主催・協力）を3回開催
した。

3

　地域理解促進のためのリーフレットを3,000
部作成し、健診等の機会を活用して配布した
他、催し等を活用したアピールを2回行った。
人材の育成のための保育付講座（7回：1コー
ス）を実施した。
地域外遊び活動等の支援（物品貸出、広報支
援、スタッフ派遣）・協力を年間随時実施しな
がら、外遊びの催し（主催・協力）を3回開催
した。

3

　地域理解の促進及び活動ＰＲのためのリーフレットを
6,000部（２種各3000部）作成し、母子手帳交付時及び健
診等の機会を活用して配布した。
　人材育成を目的とした保育付講座（７回：１コース）を実
施した。
　地域外遊び活動等の支援（物品貸出、広報支援、スタッフ
派遣）・協力を随時実施しながら、外遊びの催し（主催・協
力）を３回開催した。

3

■成果：外遊び活動に対する地域理解が徐々に広がっており、多
世代交流の場となってきた。

■「子どもの権利」に関連して：外遊び活動が多世代交流の場と
なることで、地域全体で子どもを見守る環境づくりが促進され
た。

■課題：外遊びを推進する担い手の高齢化に伴い次世代の人材を
育成する必要がある。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

182
こども・子育て支援学級
事業

　概ね２歳から３歳までの家庭で保育してい
る未就学・園の親子を対象として「子育ち・
親育ち」を支援するプログラムや交流の場を
提供し、子育て力を養う。また、地域の子育
て支援機関の連携を図り、子育て支援の仕組
みづくりを強化する。

　土渕保育園、生田保育園、長尾こども文化セ
ンターを会場として各々6回実施し、多摩市民
館を会場とした合同の講演会を6回開催した。
　参加者は合計で66組で、保育園の園庭開放な
ど地域資源を継続して活用するきっかけとなっ
た。

3

　土渕保育園、生田保育園、いくわ長尾こども
文化センターを会場として春・秋に分かれ各6
回を5コース実施し、多摩市民館等を会場とし
た合同の講演会等を5回開催した。　参加者は
合計で約30組で、保育園の園庭開放など地域資
源を継続して活用するきっかけとなった。

3

■成果：

■「子どもの権利」に関連して：

■課題：

E （多摩区役所） H２８年度より廃止

183 子育て支援者養成事業
　虐待予防及び地域や社会関係の再構築を視
野に入れた地域の子育て支援体制の拡充に向
けて子育て支援者の養成を行う。

　子育て支援者養成講座を実施（子育て支援に
係る学習機会の提供、地域の支援活動の見学体
験等）した。
区の子育て支援に係る課題である「２・３歳児
の親子の居場所づくり」として修了生運営でひ
ろば事業が新規に立ち上がった。

3

　子育て支援者養成講座を実施（子育て支援に
係る学習機会の提供、地域の支援活動の見学体
験等）した。
区の子育て支援に係る課題である「２・３歳児
の親子の居場所づくり」として修了生運営でひ
ろば事業を企画運営した。

3

　全１５回に亘る子育て支援者養成講座（子育て支援に係る
学習機会の提供、地域の支援活動の見学体験等）を実施し
た。
　講座の修了生により運営されている２・３歳児の親子の居
場所づくりを目的とした、ひろば事業を全１０回実施した。

3

■成果：区役所周辺の小学校にチラシを配布したことで、当初、
受講者の募集人数を２０名としていたが、実際には２６名の応募
があった。

■「子どもの権利」に関連して：育児を前向きに捉えてもらうこ
とで、子どもの健やかな成長につなげるために、母親自身の成長
を目的とした講座も取り入れた。

■課題：講座に参加した方のうち、実際に区内で子育て支援活動
に取り組んでいるのは一部の方のみである。過去に受講をした方
の現在の活動についての内容を講座に取り込む等の工夫が必要と
考えられる。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

184 (８) ⑬

　ガイドブックの配布等
による子育てに関する情
報提供や、各種相談事業
など、育ち・学ぶ施設及
び関係機関において、子
どもの養育に関する必要
な支援を行います。

18条 子育て支援情報の提供

　子育て支援情報を掲載した「多摩区子育て
Ｂｏｏｋ」を作成・配布するほか、子ども・
子育てに係る支援制度や相談窓口、関連団
体、催し、地域情報等を体系的に紹介した
「多摩区子育てＷＥＢ」を運営する。

「多摩区子育てＢｏｏｋ」を5,000部作成し、
母子手帳交付者や乳幼児期の子育て中の転入者
に配布した。
「多摩区子育てＷＥＢ」を全体更新2回の他、
随時詳細更新を20回程度行った。

3

「多摩区子育てＢｏｏｋ」を5,000部作成し、
母子手帳交付者や乳幼児期の子育て中の転入者
に配布した。
「多摩区子育てＷＥＢ」を全体更新2回の他、
随時詳細更新を20回程度行った。他に7区合同
でフェイスブックを立ち上げた。

3

　「多摩区子育てＢｏｏｋ」を4,500部作成し、母子手帳交
付者や乳幼児期の子育て中の転入者に配布した。
　「多摩区子育てＷＥＢ」を全体更新２回行った。
　また、「多摩区子育てＷＥＢ」の随時詳細更新と合わせ、
７区合同フェイスブック及び（Ｈ28.4開始）子育てアプリ
への情報掲載を５０回程度行った。

3

■成果：フェイスブックやアプリなど多様なツールを活用するこ
とで、より多くの情報を必要とする市民へ情報提供することがで
きた。

■「子どもの権利」に関連して：「多摩区子育てＢｏｏｋ」内に
「子どもの権利」に関するコーナーを設け、啓発に努めた。

■課題：地域の実情及び子育て家庭のニーズを考慮した情報の提
供を検討する必要がある。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

185
大学との連携による子育
て支援事業

　「麻生区・６大学　公学協働ネットワー
ク」を活用した大学との連携を通して、未就
学の親子を対象に各種講座やコンサートなど
の子育て支援を行う。

　昭和音楽大学との連携で妊婦や未就学児親子
向けのコンサート、田園調布学園大学との連携
で遊びの会や創作活動、和光大学との連携で親
子の遊びの会、玉川大学との連携で保護者向け
講座を実施した。

3

　昭和音楽大学との連携では大学の本格的なオ
ペラホールでの妊婦や未就学児親子向けのコン
サート、田園調布学園大学との連携では遊びの
会や創作活動、玉川大学との連携で保護者向け
講座を実施した。

3

　昭和音楽大学との連携では大学の本格的なコンサートホー
ルでの未就学児親子向けのコンサート、田園調布学園大学と
の連携では遊びの会や創作活動、玉川大学との連携で保護者
向け講座を実施した。

3

■成果：各大学の特色を生かした子育て支援事業を通して、親子
が一緒に楽しむ機会や地域とつながるきっかけをつくり、子ども
の健全な発達・発育を促進した。

■「子どもの権利」に関連して：地域とのつながりを持つこと
で、安心できる子育て環境を提供することができた。

■課題：各大学と調整し、効果的な子ども・子育て支援事業を実
施する。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

186
大学との連携による体験
学習

　「麻生区・６大学　公学協働ネットワー
ク」を活用した大学との連携を通して、小中
学生を対象に体験学習等を行う。

　昭和音楽大学との連携でコンサートや楽器体
験、日本映画大学との連携で映画づくり体験、
和光大学との連携で施設見学や事前体験、明治
大学との連携で先端農業施設見学や収穫体験、
玉川大学との連携で施設見学と養蜂講座を実施
した。

3

　昭和音楽大学との連携では小学校４校でのミ
ニコンサートや歌唱指導、日本映画大学との連
携では映画づくり体験、和光大学との連携では
施設見学や自然体験、明治大学との連携では先
端農業施設見学や収穫体験、玉川大学との連携
ではロボット講座と施設見学を実施した。

3

　昭和音楽大学との連携では学生の企画によるコンサートと
楽器の演奏体験、日本映画大学との連携では映画づくり体
験、和光大学との連携では施設見学や自然体験、明治大学と
の連携では先端農業施設見学や収穫体験、玉川大学との連携
では大学内にあるチャレンジコースでの体験学習を実施し
た。

3

■成果：各大学の特色を生かした体験学習を通して、地域の大学
の学生や親子の交流やふれあいを促進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが自分の意見や考えを発
信し、周囲とすり合わせて表現することができた。

■課題：各大学と調整し、効果的な子ども・子育て支援事業を実
施する。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

187 子育てカレンダー

　区内の子どもに関する情報をホームページ
を通じて一元的に提供することをめざし、区
内の関係機関や団体から未就学児童とその保
護者を対象とした子育て支援のイベントの情
報を収集し、掲載する。

　区内の関係機関及び保育園等から未就学児と
その保護者を対象にした子育て支援のイベント
などの情報を収集し、毎月「子育てカレン
ダー」としてホームページに掲載した。また、
区役所内こども情報コーナーで紙媒体での周知
を図った。

3

　区内の関係機関及び保育園等から未就学児と
その保護者を対象にした子育て支援のイベント
などの情報を収集し、毎月「ちびっこカレン
ダー（子育てカレンダー）」としてホームペー
ジに掲載した。また、区役所内こども情報コー
ナーで紙媒体での周知を図った。

3

　区内の関係機関及び保育園等から未就学児とその保護者を
対象にした子育て支援のイベントなどの情報を収集するとと
もに、関係部署と情報収集の方法を整理し、毎月「ちびっこ
カレンダー（子育てカレンダー）」としてホームページに掲
載した。また、区役所内こども情報コーナーで紙媒体での周
知を図った。

3

■成果：情報の収集方法を整理したことや、情報量の増加に対し
紙面レイアウトを工夫したことで、より多くの情報を効果的に発
信することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子育てに関する情報を提供する
ことで、子育て支援を推進した。

■課題：今後も様々な媒体を活用し、より効果的な情報提供がで
きるよう検討していく必要がある。また、情報量の増加傾向があ
り、より見やすい紙面作りが必要となる。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

188 子育て人材バンク事業
　区内で活動する子育てサークル等に保育や
遊びのボランティアを派遣し、グループ活動
の支援を行う。

　「麻生区子育て人材バンク事業」において、
子育てグループに対して子育てボランティアを
４６名派遣し、グループ活動の支援を行った。

3
　「麻生区子育て人材バンク事業」において、
子育てグループに対して子育てボランティアを
４６名派遣し、グループ活動の支援を行った。

3
　「麻生区子育て人材バンク事業」において、子育てグルー
プに対して子育てボランティアを７０名派遣し、グループ活
動の支援を行った。

3

■成果：子育てグループや子育てボランティア活動を活性化する
ことができた。

■「子どもの権利」に関連して：様々な遊戯等を通じて親子のふ
れあいを促進し、子育ての悩みやストレス等を軽減することがで
きた。

■課題：子育てボランティア会員と利用会員の活動がより活性化
されるよう改善していく必要がある。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

189
こども情報コーナー 事業
（麻生区）

　「こども情報コーナー」等に子どもの権利
や子どもの養育に関する情報パンフレットを
置き、情報の発信や周知をする。

　区役所「こども情報コーナー」やイオン新百
合ヶ丘店「インフォメーションコーナー」に子
どもや子育てに関するチラシ、パンフレットを
置き、情報の発信や周知を行った。

3

　区役所「こども情報コーナー」やイオン新百
合ヶ丘店「インフォメーションコーナー」に子
どもや子育てに関するチラシ、パンフレットを
置き、情報の発信や周知を行った。

3

　区役所「こども情報コーナー」やイオン新百合ヶ丘店「イ
ンフォメーションコーナー」に子どもや子育てに関するチラ
シ、パンフレットを置き、情報の発信や周知を行った。ま
た、庁内レイアウト変更に伴うこども情報コーナーの整備
や、様々なサイズのチラシを配架できるよう、ホルダーを作
成し取り付ける等の工夫をした。

3

■成果：こども情報コーナーの整備や、チラシの配架依頼や照会
に対し丁寧に対応することで、より多くの情報を提供をすること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：パンフレット・チラシ・ポス
ター等の配架・掲示を通して、子育てに関する情報やこどもの権
利について、市民に広く情報提供することができた。

■課題：配架方法を常に整理していくとともに、配架依頼や広報
物の管理についても整理していく必要がある。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

190
子育て情報誌の発行（麻
生区）

　子育て情報誌「きゅっとハグあさお」や
「ちびっこおでかけMAP」などを作成・配
布し、子育て情報の発信を行う。

　子育てガイドブック「きゅっとハグあさお」
（3,000部作成）や子育て情報誌「ちびっこお
でかけＭＡＰ」（5,600部改訂）を配布し、子
育てに役立つ情報の発信を行った。
　また、新たに父親向けリーフレット「ぱぱ育
児☆ぽけっとガイド」を3,000部作成、配布し
た。

3

　子育てガイドブック「きゅっとハグあさお」
（8,000部改訂）や子育て情報誌「ちびっこお
でかけＭＡＰ」（6,500部作成）を配布し、子
育てに役立つ情報の発信を行った。
　また、父親向けリーフレット「ぱぱ育児☆ぽ
けっとガイド」（3,000部増刷）を活用し、父
親の育児参加の促進に繋げた。

3

　子育てガイドブック「きゅっとハグあさお」（６,000部
改訂）や子育て情報誌「ちびっこおでかけＭＡＰ」（１２，
５００部作成）を配布し、子育てに役立つ情報の発信を行っ
た。

3

■成果：各相談機関や子育て中に役立つ情報を発信することで、
子育て中の保護者の支援をすることができた。

■「子どもの権利」に関連して：保護者の育児による孤立感や不
安の軽減をすることができた。

■課題：子育て情報誌の情報更新など、関係機関と連携し、子育
てに役立つ情報をわかりやすく提供する必要がある。

C 麻生区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

191
教育広報誌「教育だより
かわさき」

　本市の児童・生徒、保護者、教育関係者、
市民を対象に、各種教育事業への理解を深め
るために「教育だよりかわさき」を発行す
る。

　子どもの権利への理解を深めるため、教育施
策や学習の機会に関する情報を児童・生徒、保
護者及び教育関係者等に対してわかりやすく提
供するために「教育だよりかわさき」を計3回
発行した。

3

　教育施策や学習の機会に関する情報を児童・
生徒、保護者及び教育関係者等に対してわかり
やすく提供するための広報誌「教育だよりかわ
さき」を計3回発行し、その中で、子どもの権
利についての理解を深めるための記事を掲載し
た。

3

　教育施策や学習の機会に関する情報を児童・生徒、保
護者及び教育関係者等に対してわかりやすく提供するた
めの広報誌「教育だよりかわさき」を計3回発行し、そ
の中で、子どもの権利についての理解を深めるための記
事を掲載した。

3

■成果：教育だよりを年3回発行し、本市の教育施策等について子
どもや保護者等に提供することができた。

■「子どもの権利」に関連して：11月20日の子どもの権利の日
にあわせ、11月号において子どもの権利を周知する記事を掲載す
ることで、子どもや保護者等へ効果的に情報提供することができ
た。

■課題：読者のニーズに沿った情報の掲載や、分かりやすく伝わ
りやすい紙面構成等について、引き続き検討していく必要があ
る。

C 教育委員会事務局 企画課

192 ⑭

　ひとり親や、障害のあ
る子ども等、個別の支援
を必要とする子どもを持
つ親等に対し、各種相談
事業や子ども発達支援事
業等により養育を支援し
ます。

117 子育て短期利用事業

　児童福祉施設等の養育機能や地域の資源を
活用し、保護者の疾病、出産等により家庭に
おける養育が困難になった子どもを一時的に
預かり、養育支援を行う。

保護者からの相談に応じ、適切に事業実施し
た。 3

　保護者からの相談に応じ、適切に事業実施し
た。 3 保護者からの相談に応じ、適切に事業実施した。 3

■成果：個別の支援が必要となる、ひとり親や障害のある子ども
を持つ保護者等に対し、相談支援を実施し、子育て短期利用事業
が必要な家庭に対しては、子育て短期利用事業の実施により家庭
における育児負担等の軽減に資することができた。

■「子どもの権利」に関連して：支援が必要な家庭に対しては、
子どもの権利を守ると言う視点から支援を実施した。

■課題：当事業をより一層活用していけるよう、今後も市民への
周知を図っていく。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

193
ひとり親家庭への相談支
援事業

　ひとり親家庭がその状況に応じた必要な支
援を受けることができるよう、児童扶養手
当、保育所入所等の受付・相談を通して、状
況を把握し、必要に応じて、健康や子育て相
談等、保健師や社会福祉職等の専門職による
総合的な支援を行う。

　児童扶養手当の現況届提出時に、ひとり親家
庭向けの支援施策のリーフレット等を配布し
た。
また、母子寡婦福祉資金の対象を父子に拡充し
た。
支援施策の利用申請時には、状況を聞いたうえ
で、必要に応じて、専門職による相談支援を
行った。

3

　児童扶養手当の現況届提出時に、ひとり親家
庭向けの支援施策のリーフレット等を配布する
とともに、母子・父子福祉センター及びハロー
ワークによる出張相談を行った。
　また、ひとり親家庭の初期相談に適切に対応
するため、区役所や母子・父子福祉センター等
関係機関を対象に支援者研修を実施した。

3

　７区役所２支所において、児童扶養手当の現況届提出
時に、ひとり親家庭向けの支援施策のリーフレット等を
配布するとともに、母子・父子福祉センター及びハロー
ワークによる出張相談を、合計１７日行った。
　また、ひとり親家庭の初期相談に適切に対応するた
め、区役所や母子・父子福祉センター等関係機関を対象
に支援者研修を引き続き実施した。

3

■成果：児童扶養手当の現況届提出時に、すべての区において、
母子・父子福祉センター及びハローワークの出張相談を行ったこ
とにより、ひとり親家庭を支援に繋げることができた。

■「子どもの権利」に関連して：現況届提出時におけるリーフ
レット等の配布により、ひとり親家庭に対して制度や施策の周知
を図ることができた。

■課題：区役所保健福祉センターと母子・父子福祉センター等関
係機関とのさらなる連携の推進を図る必要がある。

C こども未来局 こども家庭課

194
母子・父子福祉センター
事業

　ひとり親家庭が抱えている様々な問題につ
いて、各種相談に応じるとともに、生活・就
業支援講座等を行い、生活の安定や自立の支
援を行う。

　母子寡婦福祉法の改正に伴い、「母子福祉セ
ンター」から「母子・父子福祉センター」に名
称を変更した。
生活相談員や就業相談員等が相談に応じるとと
もに、相談者と共に自立支援プログラムを策定
し、パソコン講習や簿記検定等の講座を実施し
て、資格取得等による就職・転職を後押しし
た。

3

　ひとり親家庭に対して、生活・就労相談に応
じるとともに、各家庭の環境を整理しながら生
活状況やニーズに応じた自立支援計画を策定し
たり、就業支援講座を実施することにより、就
業や転職の支援を行った。また、ひとり親家庭
の子どもに対する就労相談を始めた。

3

　ひとり親家庭の親子に対して、生活・就労相談に応じ
るとともに、各家庭の環境に適応した自立支援計画を策
定し、ひとり親に対して、パソコン講座や看護師や調剤
事務管理士を目指す方向けの説明会等の就業支援講座を
実施することで、就業や転職の支援を行った。

3

■成果：センターにおけるひとり親家庭に対する就業・生活相談
や、就業・生活支援の各種講座を通じて、ひとり親家庭の生活の
安定や、子どもを含む世帯の自立を図った。

■「子どもの権利」に関連して：センターにて託児の対応を確保
し、生活講習会や就業支援講習を開催することができた。

■課題：複数ある就業支援講座の中でも、受講希望者が多い講
座、少ない講座のばらつきがあるため、ニーズに合わせた講座の
選定を行っていく必要がある。

C こども未来局 こども家庭課

195 115
児童家庭支援センター事
業

　児童の福祉に関するさまざまな問題につい
て、児童、ひとり親家庭、その他の家庭から
の相談に応じ、必要な助言・指導を行い、地
域の児童、家庭の福祉向上を図る。

　児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助
言等を行ったほか、児童福祉施設で実施してい
る子育て短期利用事業（ショートステイ・デイ
ステイ）の調整を行うなど、家庭の養育を支え
る支援を実施した。

3

　児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助
言指導等を実施した。また、児童福祉施設で実
施している子育て短期利用事業（ショートステ
イ・デイステイ）の調整を行うなど、家庭の養
育を支える支援を実施した。

3

児童又は保護者からの相談に応じ、必要な助言指導等を
実施した。また、児童福祉施設で実施している子育て短
期利用事業（ショートステイ・デイステイ）の調整を行
うなど、家庭の養育を支える支援を実施した。

3

■成果：子どもやその保護者からの相談に応じ、必要な助言指導
を実施するとともに、子育て短期利用事業の必要な家庭に対する
養育を支える支援を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：支援が必要な家庭に対しては、
子どもの権利を守るという視点から支援を実施した。

■課題：引き続き、児童及び家庭への支援を実施するとともに、
市民への制度周知を図っていく。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止92 93
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〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

196 (８) ⑭

　ひとり親や、障害のあ
る子ども等、個別の支援
を必要とする子どもを持
つ親等に対し、各種相談
事業や子ども発達支援事
業等により養育を支援し
ます。

18条 116 里親養育相互援助事業

　里親同士の相互交流を定期的に行うことに
より、情報交換や養育技術の向上を図るな
ど、子どもが健やかに成長できる環境を整備
する。

　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の
相互交流の機会を設けることで、養育技術の向
上を図った。

3
　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の
相互交流の機会を設けることで、養育技術の向
上を図った。

3
　里親支援機関と協力し、目的別の里親同士の相互交流の機
会を設けることで、養育技術の向上を図った。 3

■成果：里親同士の相互交流により当事者の悩みや不安の共有
と、養育技術の高め合いができた。

■「子どもの権利」に関連して：相互交流により里親が悩みを抱
え込まず安定した家庭を子どもに提供できるようにすることで、
子どもに安定した人間関係と穏やかな生活を保障することができ
る。

■課題：里親のニーズをとらえた目的別の相互交流機会を設ける
ことで広く里親への参加を勧奨する必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

197 75
地域療育センターにおけ
る相談事業

　０歳から１８歳までの障害及び障害の疑い
のある児童とその家族を対象に、関係機関と
連携をとりながら、相談、診察等の総合的療
育サービスを展開し、こどもに沿った援助を
総合的に行う。

　障害及び障害の疑いのある児童とその家族を
対象に関係機関との連携により、診察等の総合
的療育サービスを実施した。

3
　子どもに沿った援助を総合的に行い、一層の
サービス向上を図るため、指定管理者への移行
を実施、それに伴う円滑な事業移管を行った。

3

　一層のサービス向上を図るため、指定管理者への移行を実
施した中央療育センター、南部・北部地域療育センターの適
切な運営を継続し、民設の川崎西部地域療育センター合わせ
市内４か所の療育センターで子どもに沿った援助を総合的に
行った。

3

■成果：子どもに沿った支援を総合的に行い、一層のサービス向
上を図るため、指定管理者への移行を行った。

■「子どもの権利」に関連して：１人１人の特性に応じた総合的
な支援が行われた。

■課題：子どもの特性に応じた一層の総合的な療育サービスの提
供を行う。

C 健康福祉局 障害計画課

198
学習支援・居場所づくり
事業

　健全な育成環境を維持することが困難な生
活保護受給世帯等の子どもに対して、学習支
援や居場所を提供することにより、高等学校
等への進学を実現し、もって貧困の連鎖の防
止を図ることを目的とする。

　中原区、多摩区において平成26年度より事業
を開始し、市内８箇所での運営体制となった。
　平成26年度末の事業登録者数は16７人、う
ち中学3年生は11７人で、高校等への進学者は
11６人となっており、進学率は99.1％であっ
た。

3

　市内8か所で、生活保護受給世帯の原則中学3
年生を対象に、週2回・１回2時間の教室を開室
し、高校等への進学を支援する学習支援事業を
実施した。
　平成2７年度末の事業の登録者数は1３５人、
うち中学3年生は９０人で、高校等への進学者
は８８人となっており、進学率は97.8％であっ
た。

3

　生活保護受給世帯の中学生に対する学習支援事業につい
て、市内８か所で、週2回・１回2時間の学習支援事業を実
施し、高校等への進学に向けた支援を実施していたが、事業
の執行管理の徹底に努め、効果的な事業推進を図ることで、
H29年1月17日より幸区内に新たに教室を開室し、市内９
か所での実施を実現した。
　平成2８年度末の事業の登録者数は209人、うち中学3年
生は90人で、高校等への進学者は90人となっており、進学
率は100％であった。

3

■成果：生活保護受給世帯の中学生に対する学習支援・居場所づ
くり事業について、平成26年度当初は、高校等への進学を支援す
るため、原則中学3年生に対して、市内６か所で週2回・１回2時
間の学習支援を実施していたが、平成28年度中には、市内９か所
まで実施場所を拡充するとともに、対象も中学１・２・3年生にま
で拡充するなど事業の充実を図り、「貧困の連鎖の防止」に向け
た取組を推進した。

■「子どもの権利」に関連して：生活保護受給世帯の中学生に対
して学習支援を行った。

■課題：国においても、「子どもの貧困対策」や「貧困の連鎖防
止」に向けた取組みの強化が図られているが、生活保護受給者に
向けた自立支援は重要な取組の一つである。子どもの学習支援に
対するニーズは今後も高い位置で推移すると思われることから、
国の施策や補助金などの動向を踏まえながら、更なる事業の充実
に向けた検討が必要である。

C 健康福祉局 生活保護・自立支援室

199
73
214
217
351

児童家庭相談事業

　子どもに関する様々な問題につき、家庭そ
の他からの相談に応じ、子どもが有する問題
又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた
環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや
家庭に最も効果的な援助を行い、もって子ど
もの福祉を図るとともに、その権利を擁護す
る。

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所内他部署及び児童
相談所等関係機関との連携のもと的確な支援を
実施した（平成２６年度相談受付件数1,870
件）。

3

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所及び児童相談所等
関係機関との連携のもと的確な支援を実施し
た。（平成２７年度相談受付件数2,773件）

3
子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談に
応じ、区役所及び児童相談所等関係機関との連携のもと的確
な支援を実施した。（平成２8年度相談受付件数4,688件）

3

■成果：区役所及び児童相談所の連携による支援に関して、子ど
もの権利が守られるよう対応を行っている。

■「子どもの権利」に関連して：子どもやその家庭からの相談が
あった場合には、適切な相談支援を実施し、子どもの権利を守っ
ている。

■課題：増加する相談に対応するため、引き続き区役所と児童相
談所の適切な連携により的確な支援を実施する必要がある。

C こども未来局
区役所

児童家庭支援・虐待対策室
地域みまもり支援センター地
域支援担当

200 72 ちびっこ健康教室
　集団での親子遊びや保護者同士の交流、学
習等を通じて、幼児の健全な発育発達を促す
ような働きかけを行い養育を支援する。

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士
の言葉に関する講話、体育指導員、保育士によ
る親子体操や遊びを通して幼児の健全な発育発
達を促す事業等を展開し必要に応じて他事業と
も連携させながら継続的に支援を実施した。同
年代の幼児と遊ぶ良い機会になっており、保護
者からも好評であった。

3

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士
の言葉に関する講話、体育指導員、保育士によ
る親子体操や遊びを通して幼児の健全な発育発
達を促す事業等を展開し必要に応じて他事業と
も連携させながら継続的に支援を実施した。同
年代の幼児と遊ぶ良い機会になっており、保護
者からも好評であった。

3

臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関
する講話、体育指導員、保育士による親子体操や遊びを
通して幼児の健全な発育発達を促す事業等を展開し必要
に応じて他事業とも連携させながら継続的に支援を実施
した。同年代の幼児と遊ぶ良い機会になっており、保護
者からも好評であった。

3

■成果：臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関
する講話、体育指導員、保育士による親子体操や遊びを通して幼
児の健全な発育発達を促す事業等を展開し必要に応じて他事業と
も連携させながら継続的に支援を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：本事業により、幼児の健全な発
育発達に関して推進され、安心して育児ができる環境整備に貢献
した。

■課題：発育発達に不安を持つ親子が増えていることや対象年齢
の幅が広がってきているため、参加対象、内容について検討しつ
つ、今後も遊びや食生活、生活リズム等の大切さを体験学習する
ちびっこ健康教室の充実を図っていく必要がある。

C こども未来局
区役所

こども保健福祉課
地域みまもり支援センター
地域支援担当

201 79
発達に課題のある未就学
児への支援事業

　発達に課題のある未就学児への支援とし
て、保護者に対する講座等を実施し養育を支
援する。

　「こどもの力を育てるために」を６回実施
し、成長発達に関する学習会や、親子のふれあ
い遊びを実施し、子どもの発達に悩む保護者を
支援した。

3

　「こどもの力を育てるために」を８回実施
し、成長発達に関する学習会や、親子のふれあ
い遊びを実施し、子どもの発達に悩む保護者を
支援した。

3
「こどもの力を育てるために」を８回開催し、成長発達
に関する学習会や、リトミックを実施し、子どもの発達
に悩む保護者を支援した。

3

■成果：子どもの成長発達に関する学習会やリトミックを実施
し、子どもや保護者の孤立防止に努めた。
■「子どもの権利」に関連して：発達に課題があり、個別の支援
を必要とする子どもの親等に対し発達に関する講座を開催し、親
への支援を行った。

■課題：子どもの発達の悩みを持つ保護者に対しての、効果的な
広報が必要である。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

202 79
子どもの発達支援事業
（幸区）

　子どもの発達支援を行っている関係機関や
支援団体で構成する、幸区こども総合支援
ネットワーク会議の部会「こどもの発達支
援」の中で、各機関支援について情報交換や
共有を行うほか、講演会や情報交換会を実施
する。
　また、発達上課題のある子どもへの集団支
援、保護者交流を通して、子どもの成長を促
すとともに、保護者が子どもに適した子育て
を学べるように支援する。

　子どもの発達について支援を行っている関係
機関や子育て支援団体とで構成する、幸区こど
も総合支援ネットワーク会議の部会「こどもの
発達支援」を2回実施し、その中で、各機関の
機構や支援について情報交換や情報共有を行っ
た。また、一般・保護者向け講演会3回、保護
者同士の情報交換会を10回実施した。

3

　子どもの発達について支援を行っている関係
機関や子育て支援団体とで構成する、幸区こど
も総合支援ネットワーク会議の部会「こどもの
発達支援」を2回実施し、その中で、各機関の
機構や支援について情報交換や情報共有を行っ
た。また、一般・保護者向け講演会3回、保護
者同士の情報交換会を10回実施した。
　さらに集団支援、保護者交流会を南部地域療
育センターやスクールソーシャルワーカーと連
携し、年間１０回開催した。外部講師による講
演も取り入れ、保護者との意見交換や学習を行
うことで、発達上課題のある子どもの日常生活
を支援することができた。

3
外部講師によるこどもの発達学習会を２回実施し、発達
に課題のあるこども日常生活を支援することができた。 3

■成果：子どもの成長を促すとともに、保護者が子どもに適した
子育てを学べるように支援できた。

■「子どもの権利」に関連して：健やかな成長が促されるよう引
き続き支援していく。

■課題：今後も発達に課題のあるこどもと保護者を支援してい
く。

C 幸区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

203 81
子どもの発達支援事業
（中原区）

　「子どもの発達支援検討会」を設置し、発
達に課題のある子どもの課題解決に向けた援
助について検討を行う。また、その保護者の
子どもへの対応スキルの向上をめざすと共
に、保護者相互の力を活用できるよう支援を
おこなう。

　「子どもの発達支援検討会」を3回開催し、
各機関の支援状況や課題について情報共有し
た。また支援者向けの研修会年1回、保護者や
支援者、関心のある方向けの、発達支援講演会
年1回を開催した。保護者支援事業として２歳
～就園前の親子を対象とした「子育てセミ
ナー」（計9回・講演会含む）、就園児保護者
を対象とした「保護者セミナー」（計９回・講
演会含む）、就学児童の保護者を対象とした
「保護者ミーティング」（計７回）をそれぞれ
開催した。保護者にとって、話を聞いてもらう
場所、わかりあえる仲間と出会える場となっ
た。

3

　「子どもの発達支援検討会」を3回開催し、
各機関の支援状況や課題について情報共有し
た。また支援者向けの研修会年1回、保護者や
支援者、関心のある方向けの、発達支援講演会
年1回を開催した。保護者支援事業として２歳
～就園前の親子を対象とした「子育てセミ
ナー」（計9回・講演会含む）、就園児保護者
を対象とした「保護者セミナー」（計９回・講
演会含む）、就学児童の保護者を対象とした
「保護者ミーティング」（計７回）をそれぞれ
開催した。保護者にとって、話を聞いてもらう
場所、わかりあえる仲間と出会える場となっ
た。

3

　「子どもの発達支援検討会」を2回開催し、各機関の支援
状況や課題について情報共有した。また支援者向けの研修会
を年1回開催した。保護者支援事業として２歳～就園前の親
子を対象とした「子育てセミナー」（計9回・講演会含
む）、就園児保護者を対象とした「保護者セミナー」（計９
回・講演会含む）、就学児童の保護者を対象とした「保護者
ミーティング」（計７回）をそれぞれ開催した。保護者に
とって、話を聞いてもらい助言が得られる場、またわかりあ
える仲間と出会える場となった。

3

■成果：幼児・児童の発達支援に関わる関係機関が課題を共有す
ることにより、自らの所属における支援スキルの向上や、各機関
へのつなぎ方や連携の仕方について学びあう機会となった。

■「子どもの権利」に関連して：保護者支援事業により、発達課
題を持つ幼児・児童の保護者が子ども特性に合った対応を学ぶ機
会となった。

■課題：発達支援の関係者ネットワークとしての検討会と、保護
者支援のためのセミナーの開催により、課題の共有と検討を続け
る必要がある。

C 中原区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

204
外国人の子育てひろば
（多摩区）

　就学前の子どもを持つ外国人親子のための
フリースペースの開設により言葉や習慣が違
うなかでの子育ての支援を行う。

　実施回数11回、延べ参加親子　８８組　1回
あたり平均8組　今年度より、ひらがなの書き
順をプログラムに取り入れ実施した。幼稚園の
話しや予防接種の話しなど、子育てに必要な情
報を発信した。

3
　実施回数1１回。参加親子は延べ55組、1回
あたり５組程度の親子が参加した。ボランティ
アの募集に関しての工夫が必要と感じた。

3
　実施回数１１回、延べ参加親子４７組１回あたり平均
４～５組の参加があった。保育園や幼稚園への入園の情
報交換やランチ会を実施し、情報提供・共有を行った。

3

■成果：識字学級での広報やランチ会の実施を取り入れたことに
より、参加者が増加し、親同士のつながりを作ることができ、よ
り効果的な情報提供・共有が出来た。

■「子どもの権利」に関連して：育児に関する情報やども同士が
安全に遊べる場の提供に努めた。

■課題：地域での広報、周知の方法を引き続き検討し、参加者の
定着、新規参加者の確保につなげ情報発信に努める。

C 多摩区役所 生涯学習支援課

205 82
幼児の発達支援事業（多
摩）

　「言葉が遅い」、「多動落ち着きが無
い」、「こだわりが強い」など精神及び社会
性の発達に関する不安や、育てにくさを感じ
ている幼児と保護者に対し、子どもの発達を
促す支援と保護者の育児不安や負担を軽減を
図るように支援する。

　1歳半と３歳児健診後のフォローグループ
（年１２回実施）と３歳児健診後に幼児相談
（年３６回）を実施した。集団支援と個別支援
を行ない、子どもへの発達支援と保護者の育児
負担の軽減を行なった。

3

　1歳半と３歳児健診後のフォローグループ
（年１２回実施）と３歳児健診後に幼児相談
（年３６回）を実施した。集団支援と個別支援
を行ない、子どもへの発達支援と保護者の育児
負担の軽減を行なった。

3

　１歳半と３歳児健診後のフォローグループ（各グループ年
１２回実施）と３歳児健診後に幼児相談（年３６回）を実施
した。フォローグループは市の乳幼児健診再構築に合わせて
対象年齢等の見直しを行い、参加者の増加を促すことで、よ
り多くの親子に対して子どもの権利を保障することができ
た。集団支援と個別支援を行い、子どもへの発達支援と保護
者の育児負担の軽減を行った。

3

■成果：集団支援と個別支援を行い、子どもへの発達支援と保護
者の育児負担の軽減を行うことで、子どもの権利を保障すること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの特性に合わせた支援を
行うことで、個性が尊重され、健やかな成長を保障される権利が
促進された。

■課題：子どもの権利尊重のため、今後も子どもの発達と保護者
の育児を支える支援体制を検討し、継続していく。

C 多摩区役所
地域みまもり支援センター
地域支援担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

206 (９) ⑮

　仕事を持つ親等が安心
して子育てしやすいよ
う、事業者や市民に対
し、ワーク・ライフ・バ
ランスの普及・啓発を行
います。

18条
男女共同参画センター
（すくらむ２１）事業

　男女共同参画センターにおけるワーク･ラ
イフ･バランスなどの男女共同参画に関連す
る講座や市内の事業所や学校での出前講座の
開催等を通じ、事業者や市民に対する啓発を
行う。

　男女共同参画センターにおいて、育休中、育
休復帰後の女性が、就労継続のためにワーク・
ライフ・バランスを考える「職場復帰セミ
ナー」（年3回、参加延べ52人）や「育休後カ
フェ」（年3回、参加延べ31人）を実施した。
また、男性の家事・育児、ワーク・ライフ・バ
ランスを考えるための男性を対象にした講座
「パパが学んで家族が笑顔になる」（参加13
人）、「育児を楽しむ10のコツ」（参加１０
人）、「パパ子deクッキングパーティ！」（年
3回、参加延べ43人）を実施した。さらに、男
性の子育て・家事・地域参画に関する活動・調
査を目的として立ち上げたイキメン研究所のメ
ンバーで、「サロンパパス（パパのための子育
てサロン）」（年8回、参加延べ70人）の企
画・運営や「ちちしるべ（父子手帳）」の作
成・発行に取り組んだ。また、これからリー
ダーを目指す若年女性向けに、就労継続・キャ
リアアップに必要なことやワークライフバラン
スのためのタイムマネジメントなどを学ぶ「ワ
ンランクアップ！私の仕事術」（年7回、参加
延べ87人）を実施した。さらに大学生を対象
に、出産・育児をしながらも自分らしく働き続
けるために、多様な働き方を学び、ロールモデ
ルとの出会いの場となるキャリアサロン（年2
回、参加延べ15人）を実施した。
また、高校の教員向けに女子生徒のライフキャ
リアとキャリア教育に関する出前講座や事業所
向けに女性の働き方や制度の風土改革などに関
する出前講座を実施した。

3

　男女共同参画センターにおいて、「パパのた
めの子育てサロン」（計８回、参加延べ約１５
８人）、「育休後カフェ」（計３回、参加延べ
２１人）
・「ワンランクアップ！私の仕事術」（計１４
回、参加延べ１８０人）、「パパ子 de クッキ
ングパーティ！」（計１回、参加６組１３
人）、「楽しもう！パパの子育て」（計１回、
参加延べ８人）、「職場復帰セミナー」（計３
回、参加延べ４０人）、「子育て中のパパとマ
マのための子どもがもっと愛しくなる関わり方
講座」（計５回、参加延べ６２人）等の講座を
開催した。講座をとおして、仕事をしながらの
子育ての関わり方や、親子関係の構築等に係る
意識啓発、仕事と家庭の両立に向けた支援等を
行うことができた。
  また、男女共同参画センターと市内７工業団
体組合の主催で、経営者や企業の推薦する中間
管理職等を対象に「女性活躍推進のためのイク
ボス式マネジメント術」を開催し、４８名の参
加があり、市内事業へ向けたワーク・ライフ・
バランスへの理解促進につながった。

3

　男女共同参画センターにおいて、「育休ママとパパの
ための職場復帰セミナー＆カフェ」（計２回、参加延べ
２１人）、「育休後カフェ」（計３回、参加延べ１０
人）、「パパのための子育てサロン」（計２回、参加延
べ１１人）、「イキメン講座（高津区共催）」（計４
回、参加延べ２３人）、「パパ料理講座」（計１回、参
加延べ２人）等の講座を開催した。職場復帰を目指す男
女、男性を対象とした講座開催により、仕事と家庭の両
立に向けた支援等を行うことができた。

3

■成果：仕事と家庭の両立に向けた各種講座により、受講者の
ワーク・ライフ・バランスへの理解を深める機会とすることがで
きた。

■「子どもの権利」に関連して：講座をとおして、子育てに関す
る情報を発信する等、地域における子育て中の家庭を支援した。

■課題：受講者数が減少傾向にあり、年度単位でアンケートや受
講者層をもとに振り返りを実施し、改善をしていく必要がある。

C 市民文化局 人権・男女共同参画室

207
ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業

　事業者や住民が、仕事と家庭生活の調和の
重要性を理解し、働き方を見直す契機とする
ために、九都県市や４県市（神奈川県・横浜
市・川崎市・相模原市）で合同して広域的な
ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む
とともに、市内在住・在勤の子育て中の方を
対象としたセミナーを開催し、ワーク・ライ
フ・バランスの啓発への取組を推進する。

　九都県市で連携して職員の一斉退庁を実施
し、神奈川県内四県市（神奈川県、横浜市、川
崎市、相模原市）が合同し、神奈川ワーク・ラ
イフ・バランス講演会を開催した。また、神奈
川県との共催で、企業担当者交流会を開催し
た。本市においては市民向けセミナーとして、
子育て世帯向けセミナー（父子対象講座・母対
象講座を同時開催）を２回、母親向けセミナー
（育休からの職場復帰準備）を２回開催し、普
及啓発を行った。

3

　九都県市で連携して職員の一斉退庁を実施
し、神奈川県内四県市（神奈川県、横浜市、川
崎市、相模原市）が合同し、神奈川ワーク・ラ
イフ・バランス講演会を開催した。また、神奈
川県との共催で、企業担当者交流会を開催し
た。本市においては市民向けセミナーとして、
子育て世帯向けセミナー（父子対象講座・母対
象講座を同時開催）を２回、母親向けセミナー
（育休中・育休後ママ向け講座）を２回開催
し、普及啓発を行った。

3

　九都県市で連携して職員の一斉退庁を実施し、神奈川
県内四県市（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市）が
合同し、神奈川ワーク・ライフ・バランス講演会を開催
した。また、神奈川県との共催で、企業担当者交流会を
開催した。本市においては市民向けセミナーとして、子
育て世帯向けセミナー（父子対象講座・母対象講座を同
時開催）を１回、母親向けセミナー（育休中・育休後マ
マ向け講座）を２回開催し、普及啓発を行った。

3

■成果：ワーク・ライフ・バランス講演会、担当者交流会、母親
向け、父子向けのワーク・ライフ・バランスセミナーを行った。

■「子どもの権利」に関連して：子育て中の父母に対し、お互い
にコミュニケーションをとることや、役割分担をすることについ
てのセミナーを実施し、満足度の高い内容となった。

■課題：引き続きワーク・ライフ・バランス、男性の育児参加、
子育てしやすい職場環境づくりの支援を推進していく必要があ
る。

C こども未来局 企画課

208 (１０) ⑯

　児童相談所、区役所及
び地域の関係機関との連
携により、虐待につなが
る可能性のある事例を早
期に把握し、発生を未然
に防ぎます。

19条
要保護児童対策地域協議
会

　要保護児童の適切な保護を図るため、各種
関係機関により構成される要保護児童対策地
域協議会において情報交換や役割分担及び支
援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発
見、処遇の改善などを図る。

　要保護児童の適切な保護を図るため、各種関
係機関により構成される要保護児童対策地域協
議会において情報交換や役割分担及び支援計画
等の協議を行い、児童虐待の早期発見、処遇の
改善を図った。

3

　要保護児童対策地域協議会において、情報交
換、役割分担、支援計画等の協議を行い、児童
虐待の早期発見、要保護児童等への適切な支援
及び保護を実施した。

3
要保護児童対策地域協議会において、情報交換、役割分
担、支援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発見、要
保護児童等への適切な支援及び保護を実施した。

3

■成果：要保護児童対策地域協議会において、要保護児童等に対
する適切な支援及び保護が行われるよう、要保護児童対策地域協
議会の充実を図った。

■「子どもの権利」に関連して：要保護児童等に対する適切な支
援が実施されるよう子どもの権利が守られるという視点から協議
会における協議を実施した。

■課題：引き続き、協議会を活用することで、児童虐待の早期発
見、要保護児童等への適切な支援及び保護を実施する。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

209 216
児童虐待防止に関する総
合調整

　本庁、区役所、児童相談所間等、関係機関
の連携により、要保護児童等への適切な相談
支援を実施するとともに、虐待の早期発見、
早期対応及び未然防止に努める。

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連
携により、要保護児童等への適切な相談支援を
実施した。また、虐待の早期発見・早期対応を
図るとともに虐待の未然防止に努めた。

3

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連
携により、要保護児童等への適切な相談支援を
実施した。また、虐待の早期発見・早期対応を
図るとともに虐待の未然防止に努めた。

3

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連携によ
り、要保護児童等への適切な相談支援を実施した。ま
た、虐待の早期発見・早期対応を図るとともに虐待の未
然防止に努めた。

3

■成果：関係機関の連携による要保護児童等への適切な相談支援
を実施するとともに、児童虐待の早期発見・早期対応を図るとと
もに、児童虐待の未然防止に努めた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利を守るという視点
から適切な支援が実施されるよう、関係機関の連携が図られた。

■課題：引き続き、関係機関の連携により、要保護児童等への相
談支援を実施する。また、虐待の早期発見・早期対応を図るとと
もに、虐待の未然防止に努める。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

210 ⑰

　親等による虐待・体罰
を防ぐため、乳幼児健診
の場や訪問事業等で、親
等に対する虐待・体罰防
止に関する広報・啓発を
行います。

虐待防止啓発事業
　児童虐待の発生の予防と社会的認識の向上
のため、関係機関等を対象とした研修会・講
演会を実施する。

　11月の児童虐待防止推進月間を中心に、児童
虐待の防止、早期発見に資するよう民生委員児
童委員等関係団体と連携し市内主要駅にて啓発
活動を実施した。また、一般財団法人チャイル
ドワンと連携し中学３年生を対象とした標語募
集やフォーラムを開催した。

3

　11月の児童虐待防止推進月間を中心に、民生
委員児童委員等関係団体と連携し、啓発活動を
実施した。また、川崎フロンターレホームゲー
ムでの啓発により、児童虐待の発生予防と社会
的認識の向上に努めた。

3

11月の児童虐待防止推進月間を中心に、民生委員児童
委員等関係団体と連携し、啓発活動を実施し、川崎フロ
ンターレホームゲームでの啓発により、児童虐待の発生
予防と社会的認識の向上に努めた。また、初の試みであ
る小学生チームによるフットサル大会「オレンジリボン
ファミリーカップ」を実施し、小学生のみならずコーチ
や保護者に対して啓発を行った。

3

■成果：１１月の児童虐待防止推進月間を中心とした普及啓発活
動を実施し、児童虐待の発生予防と社会的認識の向上に努めた。

■「子どもの権利」に関連して：児童虐待は子どもの権利を著し
く損なうものであることから、広く普及啓発事業を実施した。

■課題：引き続き、11月の児童虐待防止推進月間を中心に広報啓
発を実施する必要がある。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

211 26 里親への研修

　支援を必要とする子どもを養育する里親に
対し、認定時の研修や一定期間経過後の継続
研修など、段階に応じた研修を実施し、子ど
もの権利に関する理解を深める。

　里親認定時の研修や一定期間経過後の継続研
修など、段階に応じた研修において、子どもの
権利擁護について話し合う機会を設けた。

3
　里親認定時の研修や一定期間経過後の継続研
修など、段階に応じた研修において、子どもの
権利擁護について話し合う機会を設けた。

3
　里親認定時の研修や一定期間経過後の継続研修など、
段階に応じた研修において、子どもの権利擁護について
話し合う機会を設けた。

3

■成果：継続研修等、里親の養育経験や子どもの成長・発達など
様々な段階において継続的に子どもの権利擁護について理解を深
める機会を設けることができた。

■「子どもの権利」に関連して：
児童福祉法の改正により児童の福祉を保障するための原理が明確
化され、児童が権利の主体であること、児童の意見が尊重される
こと、最善の利益を優先されること等が定められており、法改正
の趣旨を踏まえて取組を推進する必要がある。

■課題：里親の養育経験や子どもの成長・発達段階に応じた権利
擁護について定期的、継続的に理解を深められる研修を今後も実
施する必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

212 乳幼児虐待予防事業

育児不安や育児困難な状況をグループミー
ティングで表出し、母親自身が肯定される体
験を通し、安全な育児、虐待の未然防止、重
症化予防を図る。

　各区保健福祉センターにて、子育てがつらい
等育児の悩みを抱えている母親の把握に努めな
がら、グループミーティングの運営を実施し、
虐待の未然防止、重症化防止を図った。より適
切な要支援者把握及び対応が行えるよう、スー
パーバイズを実施し、人材育成及び関係機関の
連携強化を図った。

3

　各区保健福祉センターにて、子育てがつらい
等育児の悩みを抱えている母親の把握に努めな
がら、グループミーティングの運営を実施し、
虐待の未然防止、重症化防止を図った。より適
切な要支援者把握及び対応が行えるよう、スー
パーバイズを実施し、人材育成及び関係機関の
連携強化を図った。

3

　各区保健福祉センターにて、子育てがつらい等育児の
悩みを抱えている母親の把握に努めながら、グループ
ミーティングの運営を実施し、虐待の未然防止、重症化
防止を図った。より適切な要支援者把握及び対応が行え
るよう、スーパーバイズを実施し、人材育成及び関係機
関の連携強化を図った。

3

■成果：各区保健福祉センターにて、子育てがつらい等育児の悩
みを抱えている母親の把握に努めながら、グループミーティング
の運営を実施し、虐待の未然防止、重症化防止を図った。より適
切な要支援者把握及び対応が行えるよう、スーパーバイズを実施
し、人材育成及び関係機関の連携強化を図った。

■「子どもの権利」に関連して：本事業により、虐待の未然防
止、重症化防止を図り、子どもの安心して生きる権利の推進を実
施した。

■課題：今後も乳幼児健診や各種相談事業、訪問事業等、他の母
子保健事業との連携強化を図る必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

213
保育園における子どもの
権利の意識を高めるため
の機会づくり

　保護者に対しては懇談会を通じて、子ども
の権利の啓発を行い、保育園職員について
は、研修を通じて啓発を行う。

　保護者に対しては、各園の保護者懇談会で子
どもの権利をテーマに懇談し、啓発を行った。
また、保育園職員に対しては、園内研修を通し
て啓発を行った。

3

　入所時の保育説明会や懇談会等の場で、保護
者らに人権・男女共同参画室が作成するパンフ
レット等の配布・説明を行うなどし、子どもを
養育する保護者らの「子どもの権利」に対する
意識づけや理解の促進をはかった。子どもの権
利をテーマにした懇談会なども行った。保育従
事職員に対する園内研修も引き続き実施し、職
員への教育・啓発の促進にも努めた。

3

保育内容説明会や懇談会等の場で、保護者等に人権のパ
ンフレット等の配布・説明を行うなどし、子どもを養育
する保護者らの「子どもの権利」に対する意識づけや理
解の促進を図った。保育従事職員に対する園内研修も引
き続き実施し、職員への教育・啓発の促進にも努めた。

3

■成果：保護者に子どもの権利について伝える機会を作ること
で、子どもたちの健全な成長理解を深めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：乳幼児が安心して周りの大人と
かかわれるように、大人（保護者）支援を実施した。

■課題：より関心を持ってもらえるような懇談会の実施方法や園
だより等での啓発の工夫が必要である。

C こども未来局 運営管理課

214
73
199
217
351

児童家庭相談事業

　子どもに関する様々な問題につき、家庭そ
の他からの相談に応じ、子どもが有する問題
又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた
環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや
家庭に最も効果的な援助を行い、もって子ど
もの福祉を図るとともに、その権利を擁護す
る。

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所内他部署及び児童
相談所等関係機関との連携のもと的確な支援を
実施した（平成２６年度相談受付件数1,870
件）。

3

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所及び児童相談所等
関係機関との連携のもと的確な支援を実施し
た。（平成２７年度相談受付件数2,773件）

3
子どもに関する様々な課題につき、家庭その他からの相談に
応じ、区役所及び児童相談所等関係機関との連携のもと的確
な支援を実施した。（平成２8年度相談受付件数4,688件）

3

■成果：区役所及び児童相談所の連携による支援に関して、子ど
もの権利が守られるよう対応を行っている。

■「子どもの権利」に関連して：子どもやその家庭からの相談が
あった場合には、適切な相談支援を実施し、子どもの権利を守っ
ている。

■課題：増加する相談に対応するため、引き続き区役所と児童相
談所の適切な連携により的確な支援を実施する必要がある。

C こども未来局
区役所

児童家庭支援・虐待対策室
地域みまもり支援センター地
域支援担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

215 (１１) ⑱

　児童家庭相談や２４時
間電話相談をはじめとし
た各種相談事業や、児童
相談所、区役所及び地域
の連携により、虐待から
の救済及び回復に努めま
す。

20条 119
349 要保護児童施設の整備

　複雑な状況にも対応できる高度専門的な相
談・支援体制を整え、要保護児童が施設等で
健全な成長ができるよう、処遇の向上及び処
遇の場の拡充を図る。

　専門的ケアを行う施設整備を進めるととも
に、既存児童養護施設の改築にあたっては仮設
の段階から生活単位の小規模化を図り、家庭的
な養育環境づくりを推進し、処遇の向上等を
図った。

3

　専門的心理ケアを行う情緒障害時短期治療施
設「川崎こども心理ケアセンターかなで」の開
所により専門相談支援体制を拡充するととも
に、既存児童養護施設の改築の推進や施設機能
の充実、入所児童の処遇の向上に努めた。

3

　施設内学級が本年４月に開校し、教育委員会や施設等と連
携を図りながら、教育・医療・心理等が連携しながら専門的
支援が行われる体制を確保した。
　児童養護施設の改築の完了により小規模ユニット良好な家
庭的環境で養育を受けることができる環境を整備した。

3

■成果：専門的心理ケアを行う情緒障害児短期治療施設を平成27
年10月に中原区に開所し、専門相談支援体制を拡充するととも
に、既存児童養護施設についても改築整備を行い、小規模グルー
プケアの導入など入所児童の処遇の向上に努めた。

■「子どもの権利」に関連して：児童福祉法の改正により、家庭
での養育が適当でない児童について、家庭と同様の環境での養育
や良好な家庭的環境で養育を推進すること等が定められており、
本市においても小規模グループケアを導入した施設における養育
の一層の推進を図る必要がある。

■課題：施設においては小規模グループケアの導入が進み、段階
的に職員体制の充実が図られているところであるが、経験年数の
浅い職員が多くなっていることや、大舎制と比較してユニットの
様子が他のユニットや管理職から見えづらくなるなど新たな課題
が生じる可能性があるため、引き続き権利擁護に向けた取組を推
進する必要がある。

C こども未来局 こども保健福祉課

216 209
児童虐待防止に関する総
合調整

　本庁、区役所、児童相談所間等、関係機関
の連携により、要保護児童等への適切な相談
支援を実施するとともに、虐待の早期発見、
早期対応及び未然防止に努める。

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連
携により、要保護児童等への適切な相談支援を
実施した。また、虐待の早期発見・早期対応を
図るとともに虐待の未然防止に努めた。

3

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連
携により、要保護児童等への適切な相談支援を
実施した。また、虐待の早期発見・早期対応を
図るとともに虐待の未然防止に努めた。

3

本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連携により、
要保護児童等への適切な相談支援を実施した。また、虐
待の早期発見・早期対応を図るとともに虐待の未然防止
に努めた。

3

■成果：関係機関の連携により要保護児童等への適切な相談支援
を実施するとともに、児童虐待の早期発見・早期対応が図られる
よう広報・啓発を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：児童虐待は子どもの権利を著し
く損なうものであることから、広く普及啓発事業を実施した。

■課題：引き続き、関係機関の連携により、要保護児童等への相
談支援を実施する。また、虐待の早期発見・早期対応を図るとと
もに、虐待の未然防止に努める。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

217
73
199
214
351

児童家庭相談事業

　子どもに関する様々な問題につき、家庭そ
の他からの相談に応じ、子どもが有する問題
又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた
環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや
家庭に最も効果的な援助を行い、もって子ど
もの福祉を図るとともに、その権利を擁護す
る。

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所内他部署及び児童
相談所等関係機関との連携のもと的確な支援を
実施した（平成２６年度相談受付件数1,870
件）。

3

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その
他からの相談に応じ、区役所及び児童相談所等
関係機関との連携のもと的確な支援を実施し
た。（平成２７年度相談受付件数2,773件）

3
子どもに関する様々な課題につき、家庭その他からの相談に
応じ、区役所及び児童相談所等関係機関との連携のもと的確
な支援を実施した。（平成２8年度相談受付件数4,688件）

3

■成果：区役所及び児童相談所の連携による支援に関して、子ど
もの権利が守られるよう対応を行っている。

■「子どもの権利」に関連して：子どもやその家庭からの相談が
あった場合には、適切な相談支援を実施し、子どもの権利を守っ
ている。

■課題：増加する相談に対応するため、引き続き区役所と児童相
談所の適切な連携により的確な支援を実施する必要がある。

C こども未来局
区役所

児童家庭支援・虐待対策室
地域みまもり支援センター地
域支援担当

218 352 児童相談所相談事業

　相談ニーズの適切な把握と児童の意思や気
持ちを尊重し、児童が解決の主体となれるプ
ロセスを尊重した適切な相談援助を実施す
る。

　複雑・多様化する児童相談に適切に対応する
ため、職員一人ひとりの専門性向上に取り組
み、児童に関する専門相談機関として、児童の
意思や気持ちを尊重した相談援助に努めた。

3

　複雑・多様化する児童相談に適切に対応する
ため、職員一人ひとりの専門性向上に取り組
み、児童に関する専門相談機関として、児童の
意思や気持ちを尊重した相談支援に努めた。

3

複雑・多様化する児童相談に適切に対応するため、職員
一人ひとりの専門性向上に取り組み、児童に関する専門
相談機関として、児童の意思や気持ちを尊重した相談支
援に努めた。

3

■成果：複雑・困難な児童家庭相談が増加する中、児童相談所職
員の専門性向上に取り組み、児童やその家庭に関する専門相談機
関として、相談支援の充実を図った。

■「子どもの権利」に関連して：児童相談所が関わる子どもへの
相談に対し、子どもの権利を守るという視点から、適切な相談支
援を実施した。

■課題：職員の専門性向上を継続し、児童に関する専門相談機関
として、児童の意思や気持ちを尊重した相談援助を実施していく
必要がある。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

219
児童虐待防止センター事
業

　子どもの虐待の通報や子育て不安に関する
相談について、２４時間３６５日の電話相談
を実施する

　子育ての不安・悩みや児童虐待の通告への適
切な相談援助により、児童虐待の早期発見・早
期発見に努めた。

3

　子育ての不安・悩み及び虐待通告への適切な
相談援助により、虐待の早期発見・早期発見に
努めた。（平成２７年度電話相談件数４,５６８
件）

3
子育ての不安・悩み及び虐待通告への適切な相談援助に
より、虐待の早期発見・早期対応に努めた。（平成２８
年度電話相談件数5,101件）

3

■成果：児童虐待防止センターへの相談は多く寄せられるが、子
育ての負担・悩み、児童虐待通告への適切な相談援助を実施し、
早期発見・早期対応に努めた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもからの相談等の場合は、
子どもに傾聴するとともに、丁寧な対応を行った。

■課題：引き続き、増加する児童虐待に対応するため、電話対応
の研修等の充実を図る必要がある。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

220 118 家庭的養護の推進

　里親制度を紹介したパンフレットの作成な
ど、里親の新規登録、里親への委託の拡充を
図ると共に、児童養護施設等を家庭的な生活
環境に配慮したケア単位の小規模化を図って
いきます。

　里親新規登録者を増やすため、里親養育体験
発表会を２回開催した。また、４月、９月に小
規模グループケアを導入した児童養護施設を新
設し、ケア単位の養育を行っている。

3

　里親新規登録者を増やすため、里親養育体験
発表会＆制度説明会を３回開催したほか、10月
の里親月間中に懸垂幕の掲出や、ポスターの掲
示などにより里親の普及啓発に努めた。

3

　里親新規登録者と制度の理解者を増やすため、里親養育体
験発表会＆制度説明会を5回開催したほか、10月の里親月間
中に懸垂幕の掲出や、アゼリア広報コーナーにおける展示、
アゼリアビジョンにおける啓発動画の放映、ポスターの掲示
などにより里親の普及啓発に努めた。

3

■成果：小規模グループケアを導入した児童養護施設が２か所開
設したほか、児童養護施設の建て替えにより小規模ユニット化が
進んだ。里親登録者数の増加に向け、広報啓発活動を実施した。
(Ｈ２６年度　１１６世帯⇒Ｈ２８年度　１３３世帯）

■「子どもの権利」に関連して：里親制度の推進により、要保護
児童を家庭と同様の環境での養育を目指すとともに、施設におい
ても小規模グループケアの導入により、きめ細やかな家庭的養育
が可能となった。

■課題：里親と子どもが日々関わる学校関係者やＰＴＡに対して
も制度の周知を図ることで、新たな担い手の確保と同時に地域の
理解者を増やしていくための普及啓発活動が必要である。

C こども未来局 こども保健福祉課

221 364
川崎市立学校インター
ネット問題相談窓口

　ネットいじめやインターネットトラブル
(チェーンメール、出会い系サイト、架金請
求、依存など)で困っている子どもや保護者
からの電話、メール相談を受け付け、関係機
関等と連携しながら早期解決をめざす。

　年間で100件ほどの相談あり、その中には、
LINE関係の相談も多い。またネット外の相談も
多く、内容は、いじめや友人関係への不安な
ど。啓発資料としてリ－フレット（A3表裏1
枚）や相談カ－ド（名刺大）を作成し、小学校
4年生以上の児童生徒、及びその保護者に配付
した。

3

　年間で80件ほどの相談あり、その中には、
LINE関係、ネット外のいじめ等の相談も多い。
また、常時200以上のサイトの監視を続け、不
適切な書き込みに対しては削除依頼をするな
ど、児童生徒の健全なネット利用環境を整える
ことに努めた。啓発資料として保護者向けイン
ターネットガイド（A3表裏1枚）や相談カ－ド
（名刺大）を作成し、全市立学校教職員、小学
校4年生以上高校3年生までの児童生徒、及びそ
の保護者に配付した。

3

年間９０件ほどの相談があり、ネット依存に関する保護
者の相談をはじめ、LINEや
Twitterに関するものやSNSへの書き込み等、ネットい
じめの相談をはじめ、ネット外のいじめ相談も多い。ま
た、Twitterを含む200件以上のサイトの監視を常時続
け、不適切な書き込みや不健全な投稿については、削除
依頼を行うなど、児童生徒の健全なネット利用環境を整
えることに努めた。啓発資料として、『保護者向けイン
ターネットガイド（Ａ３表裏１枚）』を作成し、全市立
学校教職員、小学校１年生から高校３年生に至るまでの
児童生徒、及びその保護者に配付した。

3

■成果：電話及びメ－ルによるネット上の問題に限らず、広く
困っている子どもや保護者からの相談を受け、未然防止や解決の
お手伝いに関わることができた。また、Twitterを含む多数のサイ
トをネットパトロ－ル（監視）することで、SNS上のトラブルを
発見することができ、学校や関係機関と連携し様々なトラブルを
回避することにつながった。

■「子どもの権利」に関連して：子どもを取り巻くネット環境の
中で、トラブル等の不安を取り除き、安心して生活できるよう努
めた。また、啓発資料を作成し、トラブル防止の啓発をすること
で、親の責任と子ども自身が自らを守ることができる環境づくり
に努めた。

■課題：ネットに関する相談窓口ではあるが、その相談内容は、
ネットに限らず児童生徒に関する相談が多く、またその相談は子
ども本人よりも保護者からが圧倒的に多い。また掲示板への書き
込みは減り、それに取って代わりTwitterによるトラブルが増して
いる。LINEも相変わらず課題が多い。また、ネットに関するその
他の相談として、ネット依存やネット上での買い物によるトラブ
ル、家族内における端末の使い方に関する相談などがあり、未然
防止・啓発のための資料作成配布も行っているが、情報モラル教
育の推進も推し進めていく必要がある。また、進化を続けるネッ
ト環境に対応できるための相談員のスキルアップについても、研
修の機会等を含めて検討の必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センタ－情報・視聴
覚センタ－

222 365 ２４時間電話相談

　子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関
する悩み、教職員の子どもとの関わりに関す
る悩み等について、電話相談によって対応す
る。

　年末年始を含め、24時間相談を受け付け、児
童生徒や保護者の相談に即応できる体制をとっ
た。977件の相談に対応し、相談の内容によっ
て他機関との連携を図った。

3

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、
年末年始を含め、24時間相談を受け付た。ま
た、紹介カードにはＱＲコードを掲載するな
ど、より相談しやすくなるよう工夫した。今年
度は1000件の相談に対応し、相談の内容に
よって他機関との連携を図った。

3

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、年末年始
を含め、24時間相談を受け付できる体制を継続した。
また、全市立学校児童生徒に配布した電話相談紹介カー
ドにＱＲコードを掲載するなど、より相談しやすくなる
よう工夫した。今年度は1,132件の相談に対応し、相談
の内容によって他機関との連携を図った。

3

■成果：様々な相談に迅速に対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが困ったことや悩みをい
つでも相談できるようにした。

■課題：相談窓口の一層の周知と他機関との円滑な連携を継続す
る必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

223 (１１) ⑱

　児童家庭相談や２４時
間電話相談をはじめとし
た各種相談事業や、児童
相談所、区役所及び地域
の連携により、虐待から
の救済及び回復に努めま
す。

20条
249
262
366

教育相談事業

　子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関
する悩み、教職員の子どもとの関わりに関す
る悩み等について、来所面接相談や電話相談
によって対応する。

　来所面接相談では、144件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では977件の相談に対応
した。

3

　来所面接相談では、150件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では1000件の相談に対
応した。

3
　来所面接相談では、129件の新規相談があり、約7割
近くが不登校に関する相談となっている。また、電話相
談では1,132件の相談に対応した。

3

■成果：様々な相談のニーズに応じて、学校や関係機関と連携
し、迅速に対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが困ったことや悩みを安
心して相談できる体制を整えた。

■課題：相談員の相談技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る
必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

224
250
263
368

スクールカウンセラーの
配置・活用

　各学校に、専門的知識･経験を持つカウン
セラーを配置し、教職員とは異なる側面から
教育相談に応じる。また、教職員との情報共
有などを通じて連携を図りながら、児童生
徒・保護者への多面的な相談体制の構築をめ
ざす。

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,053人、小学校では96件、高等
学校では103件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,000人、小学校では90件、高等
学校では1110件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校
巡回カウンセラーを市立小学校・特別支援学校には要請
に応じて派遣し、高等学校へは計画的に派遣することに
より、各校における相談体制の充実が図られた。中学校
52校のカウンセラーによる相談は述べ17,256人、小
学校・特別支援学校では97件、高等学校では133件の
相談があった。事件事故等による緊急配置も迅速に行い
対応した。

3

■成果：様々な相談のニーズに応じて、学校や関係機関と連携し
ながら対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが困ったことや悩みを安
心して相談できる体制を整えた。

■課題：学校規模に応じた配置増を含め、充実した相談体制の構
築を図る必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

225 370

人権オンブズパーソンと
関係機関・団体との連携
事業

　各区のこども支援室、学校、関係機関・民
間相談機関等と密接な連携を行い、子どもの
権利の侵害の早期救済を図る。

　各区こども支援室長会議、要保護児童対策地
域協議会、人権尊重教育推進会議、合同校長会
議等で、制度の周知を行うなど、関係機関との
連携を図った。なお、子どもの相談受付件数は
138件、子どもの救済受付件数は５件、発意調
査は２件であった。

3

　各区こども支援室長会議、要保護児童対策地
域協議会、人権尊重教育推進会議、合同校長会
議等で、制度の周知を行うなど、関係機関との
連携を図った。

3
　要保護児童対策地域協議会、人権尊重教育推進会議、合同
校長会議等で、制度の周知を行うなど、関係機関との連携を
図った。

3

■成果：こども未来局、各区地域みまもり支援センター、教育委
員会等関係機関との連携が図れた。

■「子どもの権利」に関連して：関係機関と連携して、子どもの
権利の侵害についての相談及び救済を行った。

■課題：引き続き各種会議等を通じて、さらにこども未来局、各
区地域みまもり支援センター等と連携を図る必要がある。

C 市民オンブズマン事
務局

人権オンブズパーソン担当

226 (１２) ⑲

　学校や子ども夢パー
ク、こども文化センター
等において、親等や地域
の住民と連携を図りなが
ら、子どもが自ら育ち、
学べるよう環境を整備し
ます。

21条 287 こども文化センター

　児童福祉法第４０条に規定する児童厚生施
設として、児童に健全な遊びを与えて、その
健康を増進するとともに、情操を豊かにし、
もって児童の健全な育成を図る。

　指定管理者等と会議等において情報交換を密
に行い、児童厚生施設として児童の健全な育成
を図った。

3
　指定管理者等と会議等において情報交換を密
に行い、児童厚生施設として児童の健全な育成
を図った。

3

　各こども文化センターにおいて、施設のお祭り
や体験事業等、地域住民や諸機関と連携した種々
の事業を行い、子どもの権利に配慮しながら、子
どもが自ら育ち、学べるよう、児童厚生施設とし
て児童の健全な育成を図った。

3

■成果：指定管理者等と連携し、子どもの権利に配慮した児童の
健全な育成を行った。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが育ち学ぶ施設として、
子どもの居場所を提供した。

■課題：引き続き、子どもの居場所を提供するだけでなく、子ど
もの権利に配慮して子どもが育ち、学べるよう、健全育成を図っ
ていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

227 子ども夢パーク事業

　子どもの活動拠点として、また子どもなら
誰でも利用できる施設として、子どもの意見
表明・参加を実践するために事業を行う。
施設において、子ども運営委員会を組織し、
子どもの意見を施設の管理運営事業実施に反
映させる。

　子ども運営委員会を組織し、子どもの意見を
スタジオの利用方法や「KUJIROCK」、「こ
どもゆめ横丁」などのイベント開催といった施
設の管理運営事業実施に反映させた。

3 　子ども運営委員会を組織するなど、子どもの
意見を施設の管理運営事業実施に反映させた。 3

　各種行事の実施に当たっては、子ども運営委員
会を組織するなど、多くの子どもの意見を反映さ
せるとともに、子ども自身が企画、実施に携わっ
た。

3

■成果：各種行事等の実施にあたり、子どもが自ら育ち、学べる
ような環境を整備した。

■「子どもの権利」に関連して：各種行事等に子どもの意見を反
映させ、子ども自身が企画、実施に携わるなど、子どもの意見表
明と参加が促進された。

■課題：子どもの活動拠点として、また子どもなら誰でも利用で
きる施設として、多くの子どもの声や意見を反映させ、、子ども
が自ら育ち、学べるような環境づくりを継続していく必要があ
る。

C こども未来局 青少年支援室

228
308
341 学校教育推進会議

　教育目標、教育活動等に関し、定期的に話
し合う場として位置付け、校長の求めに応じ
て児童生徒、保護者、学区域住民等が、意見
を述べ.る機会として設置し、より一層開か
れた学校づくりの推進を担う。

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、平成26年度はすべての市立学校（178
校）において、学校関係者評価が学校評価シー
ト上に記された。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開
かれた学校づくりを進める上で、貴重な意見が
寄せられた。学校評価システムにも有効に機能
し、すべての市立学校（178校）において、学
校関係者評価が学校評価シート上に記されてい
る。

3

　各校において、地域とともに歩む、地域に開かれた学
校づくりを進める上で、貴重な意見が寄せられた。学校
評価システムにも有効に機能し、平成28年度はすべて
の市立学校（178校）において、学校関係者評価が学校
評価シート上に記された。

3

■成果：学校評価システムの機能強化が図られ、すべての市立学
校（178校）で適正な学校関係者評価が定着した。また、実効性
のある評価として、キャリア在り方生き方教育など、今日的課題
についても評価項目に掲げられるようになってきた。

■「子どもの権利」に関連して：人権尊重教育をすべての教育活
動の基盤においており、確実に評価がなされている。

■課題：PDCAサイクルのいっそうの充実。

C 教育委員会事務局 教育改革推進担当

229 (１３) ⑳

　学校や保育園において
バリアフリー化やボラン
ティアの導入等、子ども
の自主的な活動が安全の
下で保障されるよう安全
管理体制を整備します。

22条
こども文化センターの施
設整備

　老朽化施設を改修するとともに、バリアフ
リーの理念に沿って、障害のある子どもが利
用しやすい施設にする。

　老朽化施設を改修するとともに、日進町こど
も文化センターにおいては、バリアフリーの理
念に沿った施設整備を行い、障害のある子ども
が利用しやすい施設になった。

3
　老朽化した施設を改修するとともに、バリア
フリーの理念に基づいた施設整備を行った。 3

　バリアフリーの理念に基づき、屋上防水、外壁
の大規模補修工事を3件、空調設備、照明設備等の
補修工事を15件実施した。

3

■成果：子どもの自主的な活動を安全に行える環境づくりを推進
した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心・安全に過ごせる
居場所づくりに寄与している。

■課題：引き続き、老朽化する設備の補修等施設整備を実施し、
子どもが安心・安全に活動できる環境づくりを進めていく必要が
ある。

C こども未来局 青少年支援室

230
わくわくプラザ室の施設
整備

　わくわくプラザ登録児童、利用児童の増加
により、狭あいとなった施設の解消のため整
備を行う。

　わくわくプラザ4か所の施設整備を行った。
また、学校と協議し余裕教室を利用させてもら
うなど狭あい施設の解消を行った。

3
　わくわくプラザ4か所の施設整備を行った。
また、学校と協議し余裕教室を利用させてもら
うなど狭あい施設の解消を行った。

3

　学校の増改築に伴うわくわくプラザ室の改築整
備を進めるとともに、屋上防水、外壁の大規模補
修工事を2件、空調設備等の補修工事を15件実施
した。

3

■成果：子どもが過ごしやすい環境づくりを推進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが過ごしやすい居場所づ
くりに寄与している。

■課題：引き続き、学校施設の活用や施設整備・補修等を実施
し、子どもが過ごしやすい環境づくりを進めていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

231 68
わくわくプラザ事業(障
害児対応）

　わくわくプラザをバリアフリー化し、障害
のある子どもが活動しやすくなるよう環境整
備を進めるともに、学校の連携を図り、子ど
も同士の交流を促進する。

　学校や地域と連携を図り、児童にとって利用
しやすく過ごしやすい施設にするとともに、障
害のある子どもに対しても適切な対応を行っ
た。菅小学校わくわくプラザの移設により、１
つを除く全てのわくわくプラザが低層階へ設置
されることとなった。

3
　学校や地域と連携を図り、児童にとって利用
しやすく過ごしやすい施設にするとともに、障
害のある子どもへの適切な対応を行った。

3
　学校や地域と連携を図り、児童にとって利用し
やすく過ごしやすい施設にするとともに、障害の
ある子どもへの支援を適切に行った。

3

■成果：必要な支援を適切に行うことにより、過ごしやすい環境
を提供した。

■「子どもの権利」に関連して：必要な支援を適切に行うことに
より、子どもの権利の尊重に寄与している。

■課題：引き続き必要な支援を適切に行い、子どもの権利が守ら
れるよう対応していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

232 事故防止事業

　保育所における乳幼児の事故事例を基に研
修を実施し、周知徹底を図り、再発防止に繋
げる。また、各園においてヒヤリハット記録
を実施、分析し日常的な事故予防対策に努め
る。

　事故事例を基にした研修を実施したほか、職
員会議等でも周知徹底を図り事故発生防止に繋
げた。また、各園のヒヤリハット事例を活用
し、事故予防対策に努めた。

3

　発生した事故実例を基にした研修を実施した
ほか、職員会議等で安全管理義務の周知徹底を
図り、事故発生の防止に努めた。また、各園の
ヒヤリハット事例集を編纂し、日頃の事故予防
対策に活用するなどした。

3

事故事例を基にした危機管理研修を実施したほか、職員
会議等でも周知徹底を図り事故発生防止に繋げた。ま
た、各園のヒヤリハット事例を活用し、事故予防対策に
努めた。

3

■成果：研修会等をとして危機管理意識を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもたちが安心して生活でき
る環境づくりへとつながった。

■課題：安全・安心な保育実施に向け、今後も継続した取り組み
が必要である。

C こども未来局 運営管理課

233 安全管理事業

　各保育所において、園長の管理のもと、安
全点検表を作成し、施設設備、遊具、玩具、
用具、園庭等を定期的に点検し、安全性の確
保や機能の保持に努める。また安全管理研修
を実施する。

　各保育所で、園長の管理のもと、安全点検表
を作成し、施設設備、遊具、玩具、用具、園庭
等の定期的な安全点検を実施するとともに、安
全管理に関する研修を実施した。

3

　各保育所で、園長の管理のもと、安全点検表
を作成し、施設設備、遊具、玩具、用具、園庭
等の安全点検を定期的に実施した。これに加
え、安全管理に関する職員研修を実施するなど
し、日頃の安全管理の大切さについて理解を深
めさせた。

3

各保育所で、園長の管理のもと、安全点検表を作成し、
施設設備、遊具、玩具、用具、園庭等の安全点検を定期
的に実施した。これに加え、安全管理に関する職員研修
を実施するなどし、日頃の安全管理の大切さについて理
解を深めた。

3

■成果：安全点検の結果等を職員会議で周知し、安全管理の大切
さについて、保育所職員の意識を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもたちが安心して遊びや生
活できる環境を整えることができた。

■課題：今後も職員全体の安全への意識を高めていくことが必要
である。

C こども未来局 運営管理課

234
安全で快適な教育環境整
備事業

　児童生徒が利用しやすく、過ごしやすい学
校施設としていくため、快適化やバリアフ
リー化など教育環境の向上をめざし、学校ト
イレの快適化やエレベータの整備を推進す
る。

　学校トイレ快適化については、設計・工事を
７校で実施し、工事実施校数は７９校となっ
た。エレベータについては、既存校の設計・工
事を５校で実施し、この他、増築や改築による
６校の設置と併せてエレベータ設置校数は106
校となった。

3

　学校トイレ快適化については、設計・工事を
７校で実施し、工事実施校数は８６校となっ
た。エレベータについては、既存校の設計・工
事を２校で実施し、この他、増築や改築による
５校の設置と併せてエレベータ設置校数は１０
７校となった。

3

　学校トイレ快適化については、設計・工事を７校で実
施し、工事実施校数は９３校となった。エレベータにつ
いては、既存校の設計を5校工事を８校で実施し、この
他、再生整備工事等も実施して、設置校数は１２１校と
なった。

3

■成果：学校トイレ快適化やエレベータ設置を行い、快適な教育
環境を推進した。

■「子どもの権利」に関連して：快適な教育環境を推進した。

■課題：トイレ快適化の未実施及びエレベータ未設置校を減少さ
せる必要がある。

C 教育委員会事務局 教育環境整備推進室

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

235 (１３) ⑳

　学校や保育園において
バリアフリー化やボラン
ティアの導入等、子ども
の自主的な活動が安全の
下で保障されるよう安全
管理体制を整備します。

22条 学校安全対策事業

　警察官ＯＢをスクールガード・リーダーと
して委嘱し、巡回指導や学校安全ボランティ
アの指導育成などの防犯対策を実施する。さ
らに児童の登下校時の安全確保を図るため
に、通学路の整備や地域交通安全員の配置を
行う。

　スクールガード・リーダーを２０人委嘱し、
巡回指導や学校安全ボランティアの指導育成な
どの防犯対策を実施しました。また、学校から
の要望を把握し、地域交通安全員の配置箇所の
状況調査を行い適正な配置を行いました。

3

　スクールガード・リーダーを２０人委嘱し、
巡回指導や学校安全ボランティアの指導育成な
どの防犯対策を実施した。また、学校からの要
望を把握し、地域交通安全員の配置箇所の状況
調査を行い適正な配置を行った。スクールサ
ポーターとの情報共有を目的とした連絡調整会
議を開催した。

3

　スクールガード・リーダーを２０人委嘱し、巡回指導や学
校安全ボランティアの指導育成などの防犯対策を実施した。
また、学校からの要望を把握し、地域交通安全員の配置箇所
の状況調査を行い適正な配置を行った。スクールサポーター
との情報共有を目的とした連絡調整会議を開催した。

3

■成果：スクールガード・リーダーによる巡回指導や学校安全ボ
ランティアの指導育成などを通じて、学校の防犯対策や通学路の
見守り活動が実施できた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業により、子どもの守られ
る権利が促進された。

■課題：神奈川県警の「スクールサポーター」との連携強化が必
要である。

C 教育委員会事務局 健康教育課

236 (１４)  

　条例パンフレット及び
虐待防止に関する啓発資
料等の配布や各種研修の
実施等により、育ち・学
ぶ施設の職員に対し、子
どもへの虐待及び体罰の
防止について啓発しま
す。

23条
子どもの権利に関する条
例パンフレットの作成・
配付（施設職員）

　条例理解のためのパンフレット等を市内全
小・中・高校や保育園など、育ち・学ぶ施設
への送付を通じて、施設職員に対する広報啓
発を行う。

　市内の全小中高等学校、保育園、こども文化
センターなど子どもの育ち・学ぶ施設781箇所
へ76,736枚の条例パンフレットを送付し、子
どもと施設職員への広報を行った。

3

　市内の全小中高等学校、保育園、こども文化
センターなど子どもの育ち・学ぶ施設903箇所
へ79,614枚の条例パンフレットを送付し、子
どもと施設職員への広報を行った。

3

　保育園の職員研修（延べ161人）、児童相談所の新任職員
（30人）、こども文化センター職員研修（延べ140人）
等、子どもの権利保障に関係する職員に対して、人権全般を
含め子どもの権利について説明した。
　その他、市立学校の教職員研修（340人）の機会が得ら
れ、教職員に対し子どもの権利について説明した。
　直接講師として講話する以外にも、職員研修の資料として
パンフレットの提供も行っており、3,853部配布した。

3

■成果：市内の全小中高等学校をはじめ、子どもの育ち・学ぶ施
設へ子どもの権利条例を広報できた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもに関わる大人が子どもの
権利を理解することで、子どもの権利保障を促した。

■課題：子どもの権利についての意識付けのため今後も定期的に
条例の広報に努める必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

237
20
255

子どもの権利に関わる講
師派遣
（職員向け）

　学校や子どもに関わる施設等、子どもの権
利保障に関係する職員向けの研修会等に講師
を派遣し、子どもの権利についての広報・啓
発事業を推進する。

　市立学校主催の人権教育研修会（延べ60人が
参加）や保育園の職員研修（延べ169人）等で
子どもの権利保障に関係する職員に対して、人
権全般を含め子どもの権利について説明した。

3

　保育園の職員研修（延べ1６０人）、児童相
談所の新任職員、こども文化センター職員研修
等、子どもの権利保障に関係する職員に対し
て、人権全般を含め子どもの権利について説明
した。

3

　保育園の職員研修（延べ161人）、児童相談所の新任職員
（30人）、こども文化センター職員研修（延べ140人）
等、子どもの権利保障に関係する職員に対して、人権全般を
含め子どもの権利について説明した。
　その他、市立学校の教職員研修（340人）の機会が得ら
れ、教職員に対し子どもの権利について説明した。

3

■成果：子どもに関わる施設の職員への研修をとおし、職員の人
権意識を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：研修毎の受講者に応じて具体的
な説明事例を使い分け、現場における子どもの権利を分かりやす
く説明した。

■課題：保育園への講師派遣や教育委員会との連携による研修は
引き続き実施しつつ、民間施設職員向けの研修の機会が少なく、
今後は民間施設の所管課と連携し、民間施設職員への研修の機会
を増やしていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

238 27
保育園長を対象とした研
修会の開催

　各保育園園長を対象に、子どもの権利に関
する条例についての意識の向上及び人権尊重
に基づいた保育活動の推進を図る。

　各保育園園長を対象に、子どもの権利に関す
る研修会を実施し、人権尊重に基づいた保育活
動の推進を図った。

3
　各保育園園長を対象に、「子どもの権利」に
関する研修会を実施し、常に人権尊重に基づい
た保育に取り組むよう意識向上に努めさせた。

3
　各保育関係施設長を対象に、「子どもの権利」に関す
る研修会を実施し、常に人権尊重に基づいた保育を行っ
た。

3

■成果：「子どもの権利」に関する知識を習得し、保育所の質の
向上につなげた。

■「子どもの権利」に関連して：毎年「子どもの権利」に関する
研修を実施することで、施設長はじめ職員の意識の向上につな
がっている。

■課題：今後も研修の充実に努め、保育所全体の質の向上を図っ
ていく必要がある。

C こども未来局 運営管理課

239 28
保育園における職場研修
（子どもの権利）

　保育園等において子どもの権利をテーマに
職場研修を行い、子どもへの接し方について
学ぶことで、言葉、態度による暴力、虐待、
差別の防止に努める。

　子どもの権利についての研修を実施したほ
か、職員会議等でも議題とし、子どもの権利を
踏まえた保育を実施した。

3

　保育園職員を対象に、「子どもの権利」につ
いての研修を実施したほか、職員会議等で議題
として活発な意見交換を行わせるなどし、人権
尊重に基づいた保育に取り組むよう意識向上に
努めさせた。

3

保育園職員を対象に、「子どもの権利」についての研修
を実施したほか、職員会議等で議題として活発な意見交
換を行い、人権尊重に基づいた保育に取り組むよう意識
向上に努めた。

3

■成果：職員の研修を実施することにより、職員の資質向上を
図った。

■「子どもの権利」に関連して：職員間で、子どもの守られる権
利にについて理解を深めた。

■課題：研修を充実に努め、職員の資質向上及び関係機関との連
携が必要である。

C こども未来局 運営管理課

240
関係機関、保育所職員の
研修

　保育園や関係職員が乳幼児の意向・意見を
受け止め、尊重する力量を形成するための研
修を開催する。

　乳幼児の発達を学ぶ研修１回　報告会を２
回、発達が気になる子どもに関する研修２回、
事例検討会を３回開催した。
　また、「川崎市子どもの権利に関する条例」
ができるまでの過程や小学校における人権教育
の実践を学び、子どもの人権の理解を深めた。

3
　「川崎市子どもの権利に関する条例」ができ
るまでの過程や小学校における人権教育の実践
を学び、子どもの人権の理解を深めた。

3
「川崎市子どもの権利に関する条例」ができるまでの過
程や小学校における人権教育の実践を学び、子どもの人
権の理解を深めた。

3

■成果：職員の研修を実施することにより、職員の資質向上を
図った。

■「子どもの権利」に関連して：毎年継続して研修を実施するこ
とにより、「子どもの権利に関する条例」の理解を深めることが
できた。

■課題：研修内容の充実と職員への周知を徹底させる必要があ
る。

C こども未来局 運営管理課

241 30 子どもの権利に係る研修
　子どもに関する関係部署や関係機関等に対
して児童虐待防止等をはじめとした子どもの
権利に関する研修を実施する。

　児童相談所新任職員研修にて子どもの権利を
テーマに研修を実施するとともに、保育園等関
係機関への研修講師派遣を通じて、行政職員を
中心に子どもの権利意識向上を図った。

3

　児童相談所新任職員研修にて子どもの権利を
テーマに研修を実施するとともに、保育園等関
係機関への研修講師派遣を通じて、行政職員を
中心に子どもの権利意識向上を図った。

3

児童相談所新任職員研修にて子どもの権利をテーマに研
修を実施するとともに、保育園等関係機関への研修講師
派遣を通じて、行政職員を中心に子どもの権利意識向上
を図った。

3

■成果：職員の子どもの権利への意識向上につながった。

■「子どもの権利」に関連して：児童相談所等における子どもや
その家庭に対し、子どもの権利を守る支援につなげることができ
た。

■課題：引き続き、研修等を実施し、子どもの権利意識向上に努
めていく。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

242 34
体罰防止についての意識
啓発

　市内全校の教職員を対象に、人権尊重教育
の研修を実施し、人権に対する意識を向上さ
せ、子どもの権利についての理解を深めなが
ら、体罰の防止を図る。

　市内全校の教職員を対象に、人権尊重教育の
研修を実施し、体罰の防止を図った。 3

　全市立学校で、体罰禁止を再確認するととも
に、様々な教育活動における適切な指導のあり
方についての研修を行った。また、児童生徒指
導連絡協議会において、児童生徒指導担当者を
対象に、一人一人の子供を大切にした児童生徒
指導の推進をテーマとして協議し、体罰防止の
意識啓発の継続に努めた。

3

教職員が、児童生徒に対して体罰をや不適切な指導に対
する未然防止策として、年度当初に作成した体罰リーフ
レット等を使い、市立学校全校（１７８校）で研修を
行った。また、児童生徒指導連絡会議において、児童生
徒指導担当者を対象に、一人ひとりの子どもを大切にし
た児童生徒指導の推進をテーマとして協議し、体罰防止
の意識啓発の継続に努めた。

3

■成果：各学校ごとに、年度内に必ず体罰研修を実施し、教職員
一人ひとりが児童生徒の気持ちに寄り添った指導が行われるよう
になった。

■「子どもの権利」に関連して：体罰防止や不適切な指導の防止
により、一人ひとりが大切な存在として、安心して生活ができる
ようになり、育ち・学ぶ施設における子どもの権利が保障され
た。

■課題：子どもの安心・安全な生活を守るために、体罰防止の研
修等を継続していく必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

243 257
人権尊重教育推進担当者
研修

　教職員に対して実践報告会や交流会などの
研修を行い、権利の学習における効果的な指
導方法や学習資料の使用方法について学び、
子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止につ
いて啓発する。

　年４回の研修のうち、第1回と第4回において
権利の学習における効果的な指導方法や学習資
料の使用方法について学び、各学校での取組に
ついて情報交換を行い、子どもへの虐待及び体
罰、いじめの防止について啓発した。

3

　年４回の研修のうち、第1回と第4回において
権利の学習における効果的な指導方法や学習資
料の使用方法について学び、各学校での取組に
ついて情報交換を行った。また、第2回にはい
じめに関する講演会を実施し、子どもへの虐待
及び体罰、いじめの防止について啓発した。

3

　年４回の研修のうち、第1回は権利の学習における効
果的な指導方法や学習資料の使用方法や人権尊重教育の
推進について学び、各学校での取組について情報交換を
行った。第2回には人権に関する講演会を実施し、人権
感覚の育成を図った。第３回は研究実践校の授業研究会
に参加し、人権尊重教育についての理解を深めた。第４
回は各校の実践について意見交流を行った。4回の研修
を通して人権尊重への意識を高めた。

3

■成果：研究実践校の授業参観や人権に関する講演会等を通し
て、担当者の人権感覚を育成することができた。

■「子どもの権利」に関連して：「子どもの権利に関する週間」
を中心に権利学習資料を活用し、子どもの権利についての理解を
深めることができた。

■課題：研修内容を各校で報告し、校内の人権尊重教育への理解
を深めていく必要性がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

244 258
校長を対象とした研修会
の開催

　学校における子どもの権利に関する条例に
ついての意識の向上及び人権尊重に基づいた
教育活動の推進を図り、子どもへの虐待及び
体罰、いじめの防止について啓発する。

　教育長や学校教育部長の講話により、学校に
おける子どもの権利に関する条例についての意
識の向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推
進の研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、い
じめの防止についての啓発とした。

3

　校長研修を年4回実施した。学校教育部長や
人権・共生教育担当の講話により、学校におけ
る子どもの権利に関する条例についての意識の
向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推進の
研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、いじめ
の防止についての啓発を図った。

3

　年間４回実施した校長研修の中で、総合教育センター
所長や学校教育部長・人権・共生教育担当の講話を実施
した。学校における子どもの権利に関する条例について
の意識の向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推進の
研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止に
ついての啓発を図った。

3

■成果：人権尊重教育推進の重要性を、あらためて確認すること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：継続して研修を実施することに
より、子どもの権利条約に関する認識も深まっている。

■課題：子どもの権利に関する内容も多様化しており、人権尊重
に基づいた教育活動の推進を多くの側面からとらえ、研修を深め
ていく必要性がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

245 259 教職員研修

　子どもの心を開く児童生徒指導研修とし
て、各学校や社会教育施設での人権尊重教育
のあり方や進め方について学び、体罰やいじ
め防止などの指導能力の向上を図る。

　夏季研修で、ＴＡＰ（玉川アドベンチャープ
ログラム）を講師として招き、子どもの心を開
くために有効な指導方法を学んだ。

3
　夏季研修で、ＴＡＰ（玉川アドベンチャープ
ログラム）などの研修により、子どもの心を開
くために有効な指導方法を学んだ。

3

　ＴＡＰ（玉川アドベンチャープログラム）を講師に招
き、参加体験型の研修を実施することで、子ども一人一
人のよさに着目する大切さや、子どもの心を開くために
有効な指導方法を学んだ。

3

■成果：ＴＡＰによる研修を通して、子どもの心を開くための有
効な指導方法を学ぶことができた。

■「子どもの権利」に関連して：子ども一人一人のよさを認め、
多様な考えを生かしていく大切さについての理解を深めた。

■課題：学校、地域の実情や子ども一人一人の実態に応じた指導
方法の実践例を、幅広く研修に取り入れていく。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

246 (15)  

　育ち・学ぶ施設におい
て、各種相談カードの配
布やスクールカウンセ
ラーの配置等、子どもが
虐待や体罰について相談
しやすい環境を整備する
ほか、関係機関との連携
により、子どもの救済及
び回復を迅速に進めま
す。

23条 88 子どもの権利ノート活用

　児童養護施設等の児童福祉施設入所措置児
童に「子どもの権利ノート」を配布し、入所
児童に対し相談しやすい環境を整備する。５
県市協調事業である。

　児童養護施設等の児童福祉施設入所措置児童
に「子どもの権利ノート」を配布するととも
に、守られる権利について説明を行った。

3
　児童養護施設等の児童福祉施設入所措置児童
に「子どもの権利ノート」を配布するととも
に、守られる権利について説明を行った。

3
　児童養護施設等の児童福祉施設入所措置児童に「子どもの
権利ノート」を配布するとともに、守られる権利について説
明を行った。

3

■成果：施設入所措置時に「子どもの権利ノート」を配布すると
ともに、守られる権利について説明を行った。

■「子どもの権利」に関連して：「子どもの権利ノート」を配布
することにより、子どもが施設において安心して生活ができるよ
うになっている。

■課題：入所児童に対し相談しやすい環境を整備するため、引き
続き子どもへの説明及び権利ノートの配布を行う必要がある。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

247 367 電話相談ホットライン
　学校内外での人間関係などに不安を難じて
いる人や悩んでいる人向けに、電話相談ホッ
トラインを開設し、相談体制の構築を図る。

　学校内外を問わず、児童生徒自身や知人の生
命、心身、財産に重大な被害が生じたとき、又
は、生じる危険があると判断したときに、通
報・相談できるように「ダイヤルSOS」を開設
し、これまでの教育相談機関に併設する形で
行った。

3

　学校内外を問わず、児童生徒自身や知人の生
命、心身、財産に重大な被害が生じたとき、又
は、生じる危険があると判断したときに、通
報・相談できるように「24時間子供SOS電話
相談」を開設し、緊急を要する場合には関係化
に電話を転送し、ただちに対応できる体制を整
えた。

3

学校内外を問わず、児童生徒自身や知人の生命、心身、
財産に重大な被害が生じたとき、又は、生じる危険があ
ると判断したときに、通報・相談できるように「24時
間子供SOS電話相談」を開設し、緊急を要する場合には
関係課に電話を転送し、ただちに対応できる体制を整え
た。また、携帯電話やスマートフォンに登録し、番号を
タップすると連絡がつく仕組みを導入した。

3

■成果：学校内外を問わず、児童生徒の生命、心身、財産に重大
な被害が生じたとき、又は危険があると判断したときに、通報・
相談できる場所があることを、市立学校の全児童生徒、保護者に
周知を図る事ができた。

■「子どもの権利」に関連して：相談された事案の早期解決によ
り、子どもが守られる権利保障が推進された。

■課題：任意相談であるため相談者の特定や事態の改善に向けた
より具体的な情報収集の方法については課題である。

C 教育委員会事務局 指導課

248 256
264

区を単位とした学校運営
支援

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅
速かつ丁寧に学校運営を支援する。

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3
　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3

各区役所に地域見守り支援センターが設置され、地域包
括ケアシステムのもと、児童生徒に関わる関係部署が情
報共有をできるようになった。支援が必要な児童生徒、
家庭に迅速かつ丁寧に対応できるようになった。

3

■成果：児童生徒の課題に対しては、関係部署と連携を図りなが
ら、対応する体制が整った。

■「子どもの権利」に関連して：関係機関の情報共有により、安
心して生きる権利が促進された。

■課題：緊急性を把握した時に、機動力を発揮して随時学校訪問
や関係機関への連携を図る等、これまで以上に学校を積極的に支
援していく必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

249
223
262
366

教育相談事業

　子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関
する悩み、教職員の子どもとの関わりに関す
る悩み等について、来所面接相談や電話相談
によって対応する。

　来所面接相談では、144件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では977件の相談に対応
した。

3

　来所面接相談では、150件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では1000件の相談に対
応した。

3

　子どもが困ったことや悩みをより相談しやすくなるよ
う、相談窓口の紹介カードにＱＲコードを掲載するなど
工夫し、全市立学校児童生徒に配布した。
　来所面接相談では、129件の新規相談があり、約７割
近くが不登校に関する相談となっている。また、電話相
談では1,132件の相談に対応した。

3

■成果：様々な相談のニーズに応じて、学校や関係機関と連携
し、迅速に対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが困ったことや悩みを安
心して相談できる体制を整えた。

■課題：相談員の相談技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る
必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

250
224
263
368

スクールカウンセラーの
配置・活用

　各学校に、専門的知識･経験を持つカウン
セラーを配置し、教職員とは異なる側面から
教育相談に応じる。また、教職員との情報共
有などを通じて連携を図りながら、児童生
徒・保護者への多面的な相談体制の構築をめ
ざす。

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,053人、小学校では96件、高等
学校では103件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,000人、小学校では90件、高等
学校では1110件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校
巡回カウンセラーを市立小学校・特別支援学校には要請
に応じて派遣し、高等学校へは計画的に派遣することに
より、各校における相談体制の充実が図られた。中学校
52校のカウンセラーによる相談は述べ17,256人、小
学校・特別支援学校では97件、高等学校では133件の
相談があった。事件事故等による緊急配置も迅速に行い
対応した。

3

■成果：様々な相談ニーズに応じて、学校や関係機関と連携しな
がら対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して相談できる体
制を整えた。

■課題：学校規模に応じた配置増を含め、充実した相談体制の構
築を図る必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

251
266
363

相談カード「ひとりで悩
まないで」の作成、配布

　児童・生徒、教職員に対して様々な相談機
関を記載したカードを配布し、個別の悩みに
対して救済する支援を行う。

　子どもたちがさまざまな相談をできるように
多様な相談機関や窓口を掲載したカードを配布
した。配布対象は、市立小・中・高等学校、特
別支援学校の児童・生徒・教職員全員とした。
また、市民館・図書館・区役所等にも配架して
活用を図った。

3

  子どもたちがさまざまな相談をできるように
多様な相談機関や窓口を掲載したカードを配布
した。配布対象は、市立小・中・高等学校、特
別支援学校の児童・生徒・教職員全員とした。
また、市民館・図書館・区役所等にも配架して
活用を図った。今年度は川崎区役所衛生局を通
して飲食店、美容院へ市の広報物として相談
カードを提供した。

3

  子どもたちがさまざまな相談をできるように多様な相
談機関や窓口を掲載したカードを配布した。配布対象
は、市立小・中・高等学校、特別支援学校の児童・生
徒・教職員全員とした。また、市民館・図書館・区役所
等にも配架して活用を図った。今年度は高津区地域ケア
推進担当を通して、高津区内の総合型地域スポーツクラ
ブに、市の広報物として相談カードを提供した。

3

■成果：多様な相談機関や窓口を掲載した相談カードを子どもた
ちに配付したことにより、子どもたちがさまざまな相談をできる
ような環境づくりを図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：相談カードの配付を通して、７
つの子どもの権利が守られるよう、周知等を図るようにした。

■課題：担任から子どもたちにカードの使い方を説明するなど、
子どもたちが必要なときに相談機関に相談できるような配慮が必
要である。

C 教育委員会事務局 人権・共生教育担当

252  

　子ども自身が子どもの
持つ権利を理解して、権
利侵害から身を守れるよ
う、権利学習派遣事業等
により子どもの権利学習
を推進します。

9 権利学習派遣事業

　小学校２～４年生を対象に子どもが暴力や
権利侵害から自分を守る方法を身につける参
加型学習（子どもワークショップ）を行うＣ
ＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラム等へ
の講師を派遣する。

　ロールプレイや参加型の学習を通し、子ども
たち一人ひとりが権利の大切さを学び、暴力や
権利侵害から自分を守る方法を身につけるとと
もに、安全・安心や相談の大切さについて理解
を深めることができた。

3

  ロールプレイや参加型の学習を通し、子ども
たち一人ひとりが権利の大切さを学び、暴力や
権利侵害から自分を守る方法を身につけるとと
もに、安全・安心や相談の大切さについて理解
を深めることができた。今年度は小学校へ子ど
もたちの提供に加え試験的に、中学校での取組
を行ったところ、同様の効果が出ている。

3

ロールプレイや参加型の学習を通し、子どもたち一人ひ
とりが権利の大切さを学び、暴力や権利侵害から自分を
守る方法を身につけるとともに、安全・安心や相談の大
切さについて理解を深めることができた。今年度より、
小学校での実施に加え、中学校での取組を行ったとこ
ろ、同様の効果が出ている。

2

■成果：子どもたち一人ひとりが権利の大切さを学び、暴力や権
利侵害から自分を守る方法を身につけるとともに、安全・安心や
相談の大切さについて理解を深めることができた。また、平成２
７年度から、新たに中学校でも実施している。

■「子どもの権利」に関連して：条例の10条及び12条について
体験的な活動を通して学べるようにした。

■課題：中学校の実施分の予算の要求及び、講師派遣ＮＰＯ法人
との連携の強化。

B 教育委員会事務局 人権・共生教育担当

253 12
102

かわさき共生＊共育プロ
グラム

　市内公立学校において、いじめ・不登校の
未然防止として、社会性を育成する「かわさ
き共生＊共育プログラム」を実施し、自分や
他者の人権の尊重について理解し、よりよい
人間関係を築くための方法やルールなどのス
キルを学び、集団づくりを促進する。

　４月、８月、３月に教育会館において、各学
校の担当者向けに研修を行った。また、学校か
らの要請により、２９校へ校内研修の講師とし
て、指導主事を派遣した。

3

　４月、８月に教育会館において、各学校の担
当者に向けて研修を行った。学校からの要請に
より、39校へ校内研修の講師として指導主事を
派遣し、啓発の継続に努めた。

3

　４月、８月に教育会館において、各学校の担当者に向
けて研修を行った。学校からの要請により、25校へ校
内研修の講師として指導主事を派遣し、啓発の継続に努
めた。
　児童生徒の社会性の向上をさらに促進するため、年間
４回の冊子作成委員会を開催し、仲間づくりを目的とし
たエクササイズの開発と見直しに取り組んだ。

3

■成果：担当者に向けた研修や学校要請訪問研修等を通じて、各
学校における、かわさき共生＊共育プログラムの啓発と定着を図
ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：かわさき共生＊共育プログラム
には、「個性の違いを認められる」ことや「自分を表現し、その
意見を尊重され、仲間と集うことができる」等子どもの権利につ
ながるエクササイズが含まれており、児童生徒はこれらの大切さ
を体験的に学ぶことができた。

■課題：児童生徒の社会性の向上をさらに促進するため、より児
童生徒の実態に合ったエクササイズの開発やその周知、また学校
の特色に合わせた研修が必要であると考える。

C 教育委員会事務局 教育改革推進担当

254
２
7
19
111

子どもの権利に関する週
間

　｢川崎市子どもの権利に関する週間」を中
心に、学校においては権利の学習を推進す
る。また、これらの取組を保護者や地域住民
に公開することにより、子どもの権利の理解
を地域に広める。

　日頃の学校教育及び｢川崎市子どもの権利に関
する週間」で全般をとおして人権尊重教育に関
する授業を中心に、権利学習を行った。また、
これらの取組を保護者や地域住民に公開し、子
どもの権利の理解を地域に広めた。

3

　11月の｢川崎市子どもの権利に関する週間」
を中心に、学校においては、権利の学習を推進
するために研修等で教職員への理解を深めた。
児童生徒については、「子どもの権利学習資
料」を活用して権利についての学習を実施し
た。また、保護者や地域住民に対しては、これ
らの取組を授業参観等で公開することにより、
子どもの権利についての理解を広めた。

3

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心
に権利学習を実施できるよう、研修会の実施を通じて教
職員に指導方法を周知した。｢川崎市子どもの権利に関
する週間」を中心に、権利学習資料等を活用した学習を
実施した。また、「子どもの権利に関する週間」におい
て、道徳、学級活動等の授業公開を実施することで、保
護者や地域住民の子どもの権利についての理解を深め
た。

3

■成果：「子どもの権利に関する週間」を中心に道徳など様々な
教科等で保護者・地域住民に授業公開することを通して、子ども
の権利について理解を深めた。

■「子どもの権利」に関連して：市内全校の担当者に研修を実施
し、「子どもの権利に関する週間」を中心に子どもの権利学習資
料の活用等を周知した。

■課題：子どもの権利に関する週間についての理解を広めるた
め、指導資料の実践例等を紹介し、子どもの権利学習資料の活用
方法等を周知していく。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

255 (16)  

　育ち・学ぶ施設におけ
る様々な職種の職員に対
し、個々の業務に即した
内容で、いじめ防止のた
めの子どもの権利に関す
る研修を行います。

24条
20
237

子どもの権利に関わる講
師派遣
（職員向け）

　学校や子どもに関わる施設等、子どもの権
利保障に関係する職員向けの研修会等に講師
を派遣し、子どもの権利についての広報・啓
発事業を推進する。

　市立学校主催の人権教育研修会（延べ60人が
参加）や保育園の職員研修（延べ169人）等で
子どもの権利保障に関係する職員に対して、人
権全般を含め子どもの権利について説明した。

3
　保育園の職員研修（延べ1６０人）等で子ど
もの権利保障に関係する職員に対して、人権全
般を含め子どもの権利について説明した。

3

　保育園の職員研修（延べ161人）、児童相談所の新任
職員（30人）、こども文化センター職員研修（延べ
140人）等、子どもの権利保障に関係する職員に対し
て、人権全般を含め子どもの権利について説明した。
　その他、市立学校の教職員研修（340人）の機会が得
られ、教職員に対し子どもの権利について説明した。

3

■成果：子どもに関わる施設の職員への研修をとおし、職員の人
権意識を高めることができた。

■「子どもの権利」に関連して：研修毎の受講者に応じて具体的
な説明事例を使い分け、現場における子どもの権利を分かりやす
く説明した。

■課題：保育園への講師派遣や教育委員会との連携による研修は
引き続き実施しつつ、民間施設職員向けの研修の機会が少なく、
今後は民間施設の所管課と連携し、民間施設職員への研修の機会
を増やしていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

256 (16)  

　育ち・学ぶ施設におけ
る様々な職種の職員に対
し、個々の業務に即した
内容で、いじめ防止のた
めの子どもの権利に関す
る研修を行います。

24条
248
264

区を単位とした学校運営
支援

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅
速かつ丁寧に学校運営を支援する。

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3
　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3

各区役所に地域見守り支援センターが設置され、地域包
括ケアシステムのもと、児童生徒に関わる関係部署が情
報共有をできるようになった。支援が必要な児童生徒、
家庭に迅速かつ丁寧に対応できるようになった。

3

■成果：児童生徒の課題に対しては、関係部署と連携を図りなが
ら、対応する体制が整った

■「子どもの権利」に関連して：関係機関の情報共有により、安
心して生きる権利が促進された。

■課題：緊急性を把握した時に、機動力を発揮して随時学校訪問
や関係機関への連携を図る等、これまで以上に学校を積極的に支
援していく必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止104 105



事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
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平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

257 243
人権尊重教育推進担当者
研修

　教職員に対して実践報告会や交流会などの
研修を行い、権利の学習における効果的な指
導方法や学習資料の使用方法について学び、
子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止につ
いて啓発する。

　年４回の研修のうち、第1回と第4回において
権利の学習における効果的な指導方法や学習資
料の使用方法について学び、各学校での取組に
ついて情報交換を行い、子どもへの虐待及び体
罰、いじめの防止について啓発した。

3

　年４回の研修のうち、第1回と第4回において
権利の学習における効果的な指導方法や学習資
料の使用方法について学び、各学校での取組に
ついて情報交換を行った。また、第2回にはい
じめに関する講演会を実施し、子どもへの虐待
及び体罰、いじめの防止について啓発した。

3

　年４回の研修のうち、第1回は権利の学習における効
果的な指導方法や学習資料の使用方法や人権尊重教育の
推進について学び、各学校での取組について情報交換を
行った。第2回には人権に関する講演会を実施し、人権
感覚の育成を図った。第３回は研究実践校の授業研究会
に参加し、人権尊重教育についての理解を深めた。第４
回は各校の実践について意見交流を行った。4回の研修
を通して人権尊重への意識を高めた。

3

■成果：研究実践校の授業参観や人権に関する講演会等を通し
て、担当者の人権感覚を育成することができた。

■「子どもの権利」に関連して：「子どもの権利に関する週間」
を中心に権利学習資料を活用し、子どもの権利についての理解を
深めることができた。

■課題：研修内容を各校で報告し、校内の人権尊重教育への理解
を深めていく必要性がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

258 244
校長を対象とした研修会
の開催

　学校における子どもの権利に関する条例に
ついての意識の向上及び人権尊重に基づいた
教育活動の推進を図り、子どもへの虐待及び
体罰、いじめの防止について啓発する。

　教育長や学校教育部長の講話により、学校に
おける子どもの権利に関する条例についての意
識の向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推
進の研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、い
じめの防止についての啓発とした。

3

　校長研修を年4回実施した。学校教育部長や
人権・共生教育担当の講話により、学校におけ
る子どもの権利に関する条例についての意識の
向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推進の
研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、いじめ
の防止についての啓発を図った。

3

　年間４回実施した校長研修の中で、総合教育センター
所長や学校教育部長・人権・共生教育担当の講話を実施
した。学校における子どもの権利に関する条例について
の意識の向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推進の
研修を行い、子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止に
ついての啓発を図った。

3

■成果：人権尊重教育推進の重要性を、あらためて確認すること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：継続して研修を実施することに
より、子どもの権利条約に関する認識も深まっている。

■課題：子どもの権利に関する内容も多様化しており、人権尊重
に基づいた教育活動の推進を多くの側面からとらえ、研修を深め
ていく必要性がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

259 245 教職員研修

　子どもの心を開く児童生徒指導研修とし
て、各学校や社会教育施設での人権尊重教育
のあり方や進め方について学び、体罰やいじ
め防止などの指導能力の向上を図る。

　夏季研修で、ＴＡＰ（玉川アドベンチャープ
ログラム）を講師として招き、子どもの心を開
くために有効な指導方法を学んだ。

3
　夏季研修で、ＴＡＰ（玉川アドベンチャープ
ログラム）などの研修により、子どもの心を開
くために有効な指導方法を学んだ。

3

　ＴＡＰ（玉川アドベンチャープログラム）を講師に招
き、参加体験型の研修を実施することで、子ども一人一
人のよさに着目する大切さや、子どもの心を開くために
有効な指導方法を学んだ。

3

■成果：ＴＡＰによる研修を通して、子どもの心を開くための有
効な指導方法を学ぶことができた。

■「子どもの権利」に関連して：子ども一人一人のよさを認め、
多様な考えを生かしていく大切さについての理解を広めた。

■課題：学校、地域の実情や子ども一人一人の実態に応じた指導
方法の実践例を、幅広く研修に取り入れていく。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
カリキュラムセンター

260 39
スクールカウンセラー研
修

　市立中学校に派遣されているスクールカウ
ンセラー及び学校巡回カウンセラーを対象
に、教育相談についての研修を実施し、子ど
もの権利についての理解促進と児童生徒への
教育相談活動の充実を図る。

　スクールカウンセラーについては、年４回研
修会を開催し、子どもの権利についての理解促
進及びカウンセリング技能の質的向上を図っ
た。また、学校巡回カウンセラーについても研
修を通して子どもの権利理解促進を図ると同時
に、事件事故における緊急時の即応に対する研
修も行った。

3

　子どもの権利についての理解促進及びカウン
セリング技能の質的向上につながるよう、ス
クールカウンセラーについては、年４回研修会
の開催を充実させた。また、学校巡回カウンセ
ラーについても子どもの権利理解促進を図ると
同時に、事件事故における緊急時の即応できる
ための研修を実施した。

3

　年４回開催しているスクールカウンセラー研修会に学
校巡回カウンセラーも参加し、いじめの問題や不登校へ
の対応等に教職員と連携しながら取り組む事例等を示
し、未然防止が図られるようにした。また、ネット依存
に関する研修や困難を抱える子ども・保護者へのかかわ
りなど子どもを取り巻く環境の今日的な課題や対応につ
いて研修を行い理解を深めた。また、学校巡回カウンセ
ラーについては、事件事故における緊急時に即応するた
めの研修を実施した。

3

■成果：子どもを取り巻く様々な課題について知識を深め、適切
な相談活動を行うことができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して相談できる体
制を整え、子どもに寄り添った相談が促進された。

■課題：学校と連携しながら充実した相談活動を行うために、子
どもの権利に関することや教育相談に関する研修を継続する。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

261 (１７)  

　学校等において、各種
相談カードの配布やス
クールカウンセラーの配
置等、子どもがいじめに
ついて相談しやすい環境
を整備するほか、関係機
関と連携し、子どもの救
済及び回復を迅速に進め
ます。また、いじめを
行った子どもに対しても
必要な配慮を行います。

251
363

相談カード「ひとりで悩
まないで」の作成、配布

　児童・生徒、教職員に対して様々な相談機
関を記載したカードを配布し、個別の悩みに
対して救済する支援を行う。

　子どもたちがさまざまな相談をできるように
多様な相談機関や窓口を掲載したカードを配布
した。配布対象は、市立小・中・高等学校、特
別支援学校の児童・生徒・教職員全員とした。
また、市民館・図書館・区役所等にも配架して
活用を図った。

3

　子どもたちがさまざまな相談をできるように
多様な相談機関や窓口を掲載したカードを配布
した。配布対象は、市立小・中・高等学校、特
別支援学校の児童・生徒・教職員全員とした。
また、市民館・図書館・区役所等にも配架して
活用を図った。今年度は川崎区役所衛生局を通
して飲食店、美容院へ市の広報物として相談
カードを提供した。

3

  子どもたちがさまざまな相談をできるように多様な相
談機関や窓口を掲載したカードを配布した。配布対象
は、市立小・中・高等学校、特別支援学校の児童・生
徒・教職員全員とした。また、市民館・図書館・区役所
等にも配架して活用を図った。今年度は高津区地域ケア
推進担当を通して。高津区内の総合型地域スポーツクラ
ブに、市の広報物として相談カードを提供した。

3

■成果：多様な相談機関や窓口を掲載した相談カードを子どもた
ちに配付したことにより、子どもたちがさまざまな相談をできる
ような環境づくりを図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：相談カードの配付を通して、７
つの子どもの権利が守られるよう、周知等を図るようにした。

■課題：担任から子どもたちにカードの使い方を説明するなど、
子どもたちが必要なときに相談機関に相談できるような配慮が必
要である。

C 教育委員会事務局 人権・共生教育担当

262 　
223
249
366

教育相談事業

　子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関
する悩み、教職員の子どもとの関わりに関す
る悩み等について、来所面接相談や電話相談
によって対応する。

　来所面接相談では、144件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では977件の相談に対応
した。

3

　来所面接相談では、150件の新規相談があ
り、約6割近くが不登校に関する相談となって
いる。また、電話相談では1000件の相談に対
応した。

3

　子どもが困ったことや悩みをより相談しやすくなるよ
う、相談窓口の紹介カードにＱＲコードを掲載するなど
工夫し、全市立学校児童生徒に配布した。
　来所面接相談では、129件の新規相談があり、約７割
近くが不登校に関する相談となっている。また、電話相
談では1,132件の相談に対応した。

3

■成果：様々な相談のニーズに応じて、学校や関係機関と連携
し、迅速に対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが困ったことや悩みを安
心して相談できる体制を整えた。

■課題：相談員の相談技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る
必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

263
224
250
368

スクールカウンセラーの
配置・活用

　各学校に、専門的知識･経験を持つカウン
セラーを配置し、教職員とは異なる側面から
教育相談に応じる。また、教職員との情報共
有などを通じて連携を図りながら、児童生
徒・保護者への多面的な相談体制の構築をめ
ざす。

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,053人、小学校では96件、高等
学校では103件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーの市立中学校への全校
配置、学校巡回カウンセラーの小学校、高等学
校への派遣ににより、各校における相談体制の
充実が図られた。中学校52校のカウンセラーに
よる相談は18,000人、小学校では90件、高等
学校では1110件の相談があった。

3

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校
巡回カウンセラーを市立小学校・特別支援学校には要請
に応じて派遣し、高等学校へは計画的に派遣することに
より、各校における相談体制の充実が図られた。中学校
52校のカウンセラーによる相談は述べ17,256人、小
学校・特別支援学校では97件、高等学校では133件の
相談があった。事件事故等による緊急配置も迅速に行い
対応した。

3

■成果：様々な相談ニーズに応じて、学校や関係機関と連携しな
がら対応することができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して相談できる体
制を整えた。

■課題：学校規模に応じた配置増を含め、充実した相談体制の構
築を図る必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

264
248
256

区を単位とした学校運営
支援

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅
速かつ丁寧に学校運営を支援する。

　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3
　各区役所のこども支援室と連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速
かつ丁寧に学校運営を支援した。

3

各区役所に地域見守り支援センターが設置され、地域包
括ケアシステムのもと、児童生徒に関わる関係部署が情
報共有をできるようになった。支援が必要な児童生徒、
家庭に迅速かつ丁寧に対応できるようになった。

3

■成果：児童生徒の課題に対しては、関係部署と連携を図りなが
ら、対応する体制が整った

■「子どもの権利」に関連して：関係機関の情報共有により、安
心して生きる権利が促進された。

■課題：緊急性を把握した時に、機動力を発揮して随時学校訪問
や関係機関への連携を図る等、これまで以上に学校を積極的に支
援していく必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

265 369
スクールソーシャルワー
カーの配置・活用

　教育の分野に加え、社会福祉等に関する専
門的な知識や技術を有するスクールソーシャ
ルワーカーにより、問題を抱えた児童･生徒
に対して、当該児童･生徒が置かれた環境へ
の働きかけや関係機関とのネットワークの構
築など、多様な手法を用いて課題解決への対
応を図る。

　各区･教育担当に１名ずつ配置されているス
クールソーシャルワーカーが、学校からの要請
を受け、必要に応じて児童生徒､保護者､教員等
との面談、医療や関係機関へのつなぎ等を行
い、問題を抱えた児童･生徒の問題解決に向け支
援した。

3

　川崎区に1名増員して全8名体制とし、必要に
応じて児童生徒､保護者､教員等との面談、医療
や関係機関へのつなぎ等を行い、課題を抱えた
児童･生徒の問題解決に向け支援した。また、学
校からの要請を受けて派遣していた方法を、各
区・教育担当が必要と判断した場合には要請が
なくても派遣できるようにした結果、対応学校
数・学校訪問回数ともに、大きく増加した。

3

昨年度強化した体制を継続し、課題を抱えた児童生徒の
問題解決に向け支援した。
昨年度に比べ、対応児童生徒数は横ばいではあるが、そ
のうち継続支援を行っている数が増えている。

3

■成果：周知・啓発に力を入れたことにより、スクールソーシャ
ルワーカーの派遣・活用が充実し、課題の解決・好転につながっ
ている。

■「子どもの権利」に関連して：「子どもの権利」が保障される
よう、課題を抱えた児童生徒に対して、その置かれている環境を
整える支援に努めている。

■課題：教職員やスクールカウンセラーとの連携をいっそう強
め、さらなる掘り起こしを図りたい。

C 教育委員会事務局 教育改革推進担当

266
児童生徒指導点検強化月
間の実施

　児童生徒指導体制の一層の充実とともに、
教育相談技能を含めた教職員の指導力の向
上、課題や対策を共有して一丸となって取り
組む機運の醸成を図る。

　教育相談活動を通じて児童生徒理解の徹底に
努め、いじめを含めた学校生活アンケート等に
よる児童生徒への実態を調査し、問題行動の未
然防止、早期発見・早期対応を図った。

3

　長期欠席傾向の児童生徒の実態を把握し、児
童生徒指導連絡協議会等で、児童生徒に寄り
添った指導や支援の在り方について、児童生徒
指導担当者と区・教育担当が登校支援協議を
行った。いじめ、不登校対策に対して、校内で
の情報共有を図り、指導体制の充実を図るため
の有効な校内研修を実施した。

3

　いじめ、不登校の未然防止対策として、全市立学校で
教育相談やアンケート調査を実施し、児童生徒の実態把
握に努めた。その結果を校内で情報共有し、指導体制の
充実を図るための有効な校内研修を実施している。平成
27年度より、長期欠席傾向の児童生徒の実態を把握
し、児童生徒に寄り添った指導や支援の在り方につい
て、校内で登校支援協議を行っている。

3

■成果：児童生徒により添った共感的理解に基づく生徒指導が図
られるようになった。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが悩みや不満をかかえた
時に、安心して相談できる環境を整えている。

■課題：長期欠席の児童生徒の数は減少傾向でありながらも、依
然として多く存在している。個に応じたきめ細やかな対応が求め
られるとともに、福祉機関や医療機関との連携も図っていかなけ
ればならない。

C 教育委員会事務局 指導課

267
児童支援コーディネー
ターの配置・活用

　特別支援教育の専門性に加え、児童指導・
教育相談のスキルを持った児童支援コーディ
ネーターを専任化し、家庭環境・友達関係・
発達障害等様々な要因で支援を必要とする児
童に対して、教育的ニーズに応じた校内支援
体制を構築し、早期に適切な支援を実施する
ことで課題の改善を図る。

　小学校４４校において児童支援コーディネー
ターを専任化し、多様な教育的ニーズのある児
童への適切な支援を早期に行うことで課題の改
善を図った。また、取組の成果について各種連
絡協議会、研修会等を通じて報告したり、リー
フレット等にまとめて全市に発信した。

3

　小学校６５校において児童支援コーディネー
ターを専任化し、多様な教育的ニーズのある児
童への適切な支援を早期に行うことで課題の改
善を図った。また、取組の成果について各種連
絡協議会、研修会等を通じて報告したり、リー
フレット等にまとめて全市に発信した。

3

　小学校79校において児童支援コーディネーターを専
任化し、多様な教育的ニーズのある児童への適切な支援
を早期に行うことで課題の改善を図った。これにより、
すべての児童が安全・安心して学校生活がおくれるよう
努めた。取組の成果について、リーフレット等にまとめ
て全市に発信した。また、コーディネーターの連携及び
スキルの向上を図るため児童支援活動推進会議や研修等
の精選と充実を図った。

3

■成果：効果を検証し、着実に専任化の学校を増やした。７９校
で、一人一人の教育的ニーズに適切に対応する支援体制を構築し
た。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの課題の早期発見・早期
改善及び未然防止に努め、安全・安心な学校づくりに寄与した。

■課題：全ての小学校において児童支援コーディネーターの専任
化を図る必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

268 (１７)  

　学校等において、各種
相談カードの配布やス
クールカウンセラーの配
置等、子どもがいじめに
ついて相談しやすい環境
を整備するほか、関係機
関と連携し、子どもの救
済及び回復を迅速に進め
ます。また、いじめを
行った子どもに対しても
必要な配慮を行います。

24条
いじめ防止対策連絡協議
会

　いじめ防止等に関係する機関及び団体の連
携に関し、必要な事項を協議するとともに、
当該機関及び団体相互の連絡調整を図る。

　川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例を、
平成26年10月15日に公布し、条例に基づき、
平成26年度は、2月に1度協議会を開催した。
協議会では、いじめの未然防止策について、
国、県、本市、学校の方針をいろいろな角度か
ら踏まえて多角的に情報交換し、関係機関のよ
りよい連携を目指して協議を行った。

3

　条例に基づいて年2回開催し、各関係機関が
実施しているいじめ問題の未然防止策について
情報交換を行い、よりよい連携を目指して協議
を行った。

3
　条例に基づいて年2回開催し、各関係機関が実施して
いるいじめ問題の未然防止策について情報交換を行い、
よりよい連携を目指して協議を行った。

3

■成果：児童生徒に関わる関係機関が実施しているいじめ防止の
取組を知る機会となり、連携が深まった。

■「子どもの権利」に関連して：いじめ防止の取り組みを推進す
ることで、安心して生活できる権利が保障されている。

■課題：いじめ防止対策として協議した内容が、形骸化しないよ
うに取り組んでいかなければならない。

C 教育委員会事務局 指導課

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

269 346
人権オンブズパーソン広
報・啓発 事業

　人権オンブズパーソン子ども相談カードや
ポスター、パンフレットの配布や動画の放映
等を行い、制度の周知と利用の促進を図る。

　市内の学校を通して全児童生徒に相談カード
を配布した。また、中学校１年生以下の子ども
を持つ全保護者に、学校及び保育園、幼稚園を
通してチラシを配布した。ポスターは各学校、
子ども関係施設、公共施設、市掲示板に掲出し
た。また、１５秒PR動画を各区役所、アゼリア
ビジョン等で放映し、さらに、啓発パネルを区
役所（２か所）・第３庁舎で展示した。
　当年度は、新たに中学生向けPR動画を作製す
るとともに、パーソン通信を発行した。

3

　市内の学校を通して全児童生徒に相談カード
を配布した。また、中学校１年生以下の子ども
を持つ全保護者に、学校及び保育園、幼稚園を
通してチラシを配布した。ポスターは各学校、
子ども関係施設、公共施設、市掲示板に掲出し
たほか、歯科医師会を通して歯科医院に掲出を
依頼した。また、１５秒PR動画を各区役所、ア
ゼリアビジョン等で放映し、さらに、啓発パネ
ルを区役所等（３か所）・第３庁舎で展示し
た。昨年度に試行実施した人権オンブズパーソ
ン通信を２回発行し、市立中学校の全生徒に配
布したほか、当年度は、新たにＰＲ用のクリア
フォルダを作製し、市立中学校１年生全員に配
布した。なお、子どもの相談受付件数は１７１
件、子どもの救済受付件数は３件、発意調査は
１件であった。

3

　市内の学校を通して全児童生徒に相談カードを配布した。
また、中学校１年生以下の子どもを持つ全保護者に、学校及
び保育園、幼稚園を通してチラシを配布した。ポスターは各
学校、子ども関係施設、公共施設、市広報掲示板に掲出し
た。また、１５秒PR動画を各区役所、アゼリアビジョン等
で放映し、さらに、啓発パネルを区役所等（３か所）で展示
した。また、人権オンブズパーソン通信を２回発行し、市立
小学校（４年生から６年生まで）及び中学校の全生徒に配布
した。なお、子どもの相談受付件数は118件、子どもの救済
受付件数は６件、発意調査は２件であった。

3

■成果：26年度から、相談カードを定規型（じょうぎがた）に変
更し、子どもが持ちやすい形とし、市内小中高等学校に配布した
ほか、中学生向けPR動画を作成し、子ども教室で活用した。ま
た、何回も書き込めるクリアフォルダを作成した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して子どもの権利
の侵害について、相談できるよう制度の周知を図った。

■課題：引き続き、人権オンブズパーソン制度を周知するため、
様々な手法を活用した広報・啓発を行う必要がある。

C 市民オンブズマン事
務局

人権オンブズパーソン担当

270 347
人権オンブズパーソン子
ども教室推進事業

   人権オンブズパーソンや専門調査員が学校
等を訪問し、制度や相談事例の紹介、いじめ
や人権に関する話をすることにより、人権オ
ンブズパーソンをより身近に相談できる機関
として周知し、利用の促進を図る。

　中学校４校、小学校８校で人権オンブズパー
ソン子ども教室を実施した。「気軽に何でも相
談できる、安心して相談できる、何かあったら
相談したい。」という感想が、小学校・中学校
合わせて約56％であった。

3

　中学校４校、小学校８校で、平成２４年度に
作製した広報啓発ＤＶＤや昨年度に作製した中
学生向けPR動画を活用して、人権オンブズパー
ソン子ども教室を実施した。うち中学校１校に
ついては、市民文化大使の大谷康子氏をお招き
して実施した。

3

　中学校４校、小学校８校で、広報啓発用ＤＶＤや平成２６
年度に作製した中学生向けPR動画などを活用して、人権オ
ンブズパーソン子ども教室を実施した。うち中学校１校につ
いては、市民文化大使の大谷康子氏をお招きして実施した。
また、児童養護施設２箇所での人権オンブズパーソン子ども
教室では、「子どもの権利ノート」などを活用したロールプ
レイングなどを用いて実施した。

3

■成果：平成２８年度の小中学校のアンケート結果では、子ども
教室は分かりやすかったとまあまあ分かったが９０％を超えてい
る。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して子どもの権利
の侵害について相談できるよう、人権オンブズパーソン子ども教
室を実施した。

■課題：引き続き、わかりやすい方法で、子ども教室を実施して
いく必要がある。

C 市民オンブズマン事
務局

人権オンブズパーソン担当

271 (１８)  

　学校や保育所等におい
て、子ども本人に関する
文書等を、個人情報保護
条例に基づき適切に管理
し、その子どもの最善の
利益を損なうことのない
よう配慮します。

25条
保育園における守秘義務
の厳守、情報管理の徹底
強化

　保育に当たり知り得た子どもや保護者に関
する情報の扱い、個人情報の適切な管理につ
いて、点検及び研修等を実施し周知徹底を図
る。

　業務上知り得た子どもや保護者に関する情報
の取扱いや、個人情報の適切な管理について、
点検及び研修を実施した。

3

　業務上知り得た子どもや保護者に係る情報の
取扱いや、個人情報の適切な管理についての職
員研修を実施し、職員の個人情報保護に関する
意識向上を図った。

3

業務上知り得た子どもや保護者に係る情報の取扱いや、
個人情報の適切な管理についての職員研修を実施し、ま
た、日頃の点検を徹底し、職員の個人情報保護に関する
意識向上を図った。

3

■成果：研修や日々の点検を通して、職員の個人情報保護に関す
る意識の定着を図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの最善の利益を損なうこ
とがないように保育運営を行った。

■課題：引き続き子どもの最善の利益を損なうことがないよう
に、日々の点検等を実施していく。

C こども未来局 運営管理課

272
児童相談所における情報
の適正管理

　子ども本人に関する個人情報の適正な管理
を行うため、新任職員研修等で記録の取扱等
に関する内容を含めた研修を行う。

　相談記録等個人情報の取扱いに係る研修等に
より職員一人ひとりの個人情報保護への意識向
上を図り、個人情報を適正に管理し、子どもの
権利擁護に努めた。

3
　相談記録等の重大な個人情報を適正に管理
し、子どもの権利擁護に努めた。 3

相談記録等の重大な個人情報を適正に管理し、子どもの
権利擁護に努めた。 3

■成果：個人情報の管理を適正に実施し、児童及びその家庭に対
する適切な支援を実施した。

■「子どもの権利」に関連して：個人記録などの個人情報につい
て、子どもの権利を守るという視点から適正に管理した。

■課題：引き続き個人情報等を適正に管理するとともに、職員一
人ひとりの個人情報保護への意識向上に努めていく。

C こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室

273
学校における子どもの処
遇に関する適正手続き

　学校において、退学や停学の処分、出席停
止の措置などが決められるときには、子ども
本人から、事情や意見を聴くなど弁明の機会
を設け、本人や保護者はもちろん、誰からも
納得されるよう配慮する。

　学校における子どもの処遇に関する適正手続
きに配慮した。 3 　学校における子どもの処遇に関する適正手続

きに配慮した。 3
　学校における子どもの処遇に関する適正手続きに配慮
した。 3

■成果：本人から、事情や意見を聴くなどの機会を設けたので、
本人や保護者などの納得が図られた。

■「子どもの権利」に関連して：児童生徒の学ぶ権利を守り本人
の意思を十分に生かす方向で取り組んだ。

■課題：職員一人ひとりの意識を高める必要がある。

C 教育委員会事務局 指導課

274
学校における情報の適正
管理

　子どもの個人情報保護の適正管理について
初任者研修、１０年経験者研修、新任教頭研
修等の悉皆研修で行う。
子どもの個人情報は校務支援システムにおい
て万全の対策が施されたデータセンターで管
理を行う。

　子どもの個人情報保護の適正管理について初
任者研修、１０年経験者研修、新任教頭研修等
の悉皆研修で,事例をもとに研修した。校務支援
システムにおいては、データセンターのトラブ
ルはなく、個人情報の管理が適正に行われた。

3

　子どもの個人情報保護の適正管理について初
任者研修、１０年経験者研修、新任教頭研修等
の悉皆研修で,事例をもとに研修した。特に今年
度は、情報モラルについて重点的に扱った。校
務支援システムにおいては、データセンターの
トラブルはなく、個人情報の管理が適正に行わ
れた。

3

　子どもの個人情報保護の適正管理について初任者研
修、１０年経験者研修、新任教頭研修、情報教育学校担
当者会等の悉皆研修で,事例をもとに研修した。特に今年
度は、USBの適正管理について文書での注意喚起や研修
での意識の向上を図った。校務支援システムにおいて
は、データセンターのトラブルはなく、個人情報の管理
が適正に行われた。

3

■成果：各研修の実施により、教職員の個人情報に対する意識の
高まりがみられた。

■「子どもの権利」に関して：学校における個人情報について、
子どもの権利を守るという視点から適正に管理した。

■課題：個人情報が適正管理できるよう、研修のさらなる充実
や、各校種校長会、システム業者等の関係機関との共通理解を図
る必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
情報・視聴覚センター

275 (１９)  

　安全・安心なまちづく
りに向け、子どもを対象
とした交通安全推進事業
等の開催により、子ども
の取り巻く環境を整備し
ます。また、地域子育て
支援センターや地域教育
会議により地域の子育て
環境や教育環境を整備し
ます。

26条 45 幼・保・小連携事業

　幼稚園・保育園、小学校の連携を図り、一
人ひとりの子どもの幼児期から児童期の接続
の重要性を理解し、成長を一体的に支援する
ために、研修会や会議などの情報交換や保育
体験等を実施し支援体制作りを進める。

　児童の幼児期から学齢期への円滑な接続に資
するため、各区役所こども支援室・教育委員会
カリキュラムセンターの担当者を交えた「幼保
小連携及び接続に関する連絡調整会議」を年２
回開催し、現状の取組についての情報共有を
図った。
　各区においては、認可保育所等、幼稚園、小
学校を対象に「園長・校長連絡会」、「実務担
当者連絡会」、「授業参観・懇談会」、「連携
事例の収集」を実施し、職員相互の理解の深
化、幼児・児童の交流の促進、保育・教育内容
の情報共有を図り、子どもへの支援体制作りを
推進した。

3

　　引き続き、各区においては、発達の連続性
を踏まえた子どもの育ちを支援するため認可保
育所等、幼稚園、小学校を対象に「園長・校長
連絡会」や「実務担当者連絡会」、「連携事例
の収集・評価」、「授業参観・懇談会」等のを
実施し、職員相互の理解の深化、幼児・児童の
交流の促進、保育・教育内容の情報共有を図
り、子どもへの支援体制作りを推進した。ま
た、児童の幼児期から学齢期への円滑な接続に
資するため、各区役所こども支援室・教育委員
会カリキュラムセンターの担当者を交えた「幼
保小連携及び接続に関する連絡調整会議」を年
２回開催し、現状の取組についての情報共有を
図った。

3

各区においては、発達の連続性を踏まえた子どもの育ちを支
援するため認可保育所等、幼稚園、小学校を対象に「園長・
校長連絡会」や「実務担当者連絡会」、「連携事例の収集・
評価」、「授業参観・懇談会」等のを実施し、職員相互の理
解の深化、幼児・児童の交流の促進、保育・教育内容の情報
共有を図り、子どもへの支援体制作りを推進した。また、児
童の幼児期から学齢期への円滑な接続に資するため、各区保
育総合支援担当・教育委員会カリキュラムセンターの担当者
を交えた「幼保小連携及び接続に関する連絡調整会議」を開
催し、現状の取組についての情報共有を図った。

3

■成果：各会議等を通じ、関係職員の連携、情報共有等連携体制
づくりを推進した。

■「子どもの権利」に関連して：幼保小連携会議等を実施する中
で、「子どもの権利」に関して共通理解を図ることができた。

■課題：各関係機関の連携強化及び、発達の連続性を踏まえた子
どもの育ちを支援するための持続的な事業推進を実施していく必
要がある。

C こども未来局
運営管理課
各区保育総合支援担当

276 43 青少年団体活動支援事業
　青少年の健全育成と指導者の育成のため、
川崎市青少年団体に対し事業の補助を実施
し、団体事業の活性化を図り連携を進める。

　青少年団体に対し、青少年の健全育成と指導
者育成のため事業補助金を交付するとともに、
団体活動の紹介や会場確保等、団体活動の活性
化と団体相互の連携を進める支援を行った。

3

　青少年団体に対し、青少年の健全育成と指
導者育成のため事業補助金を交付するととも
に、団体活動の紹介や会場確保等、団体活動
の活性化と団体相互の連携を進める支援を
行った。

3

　青少年団体に対し、青少年の健全育成と指導者育成のた
め、補助金を交付するとともに、団体活動の紹介や会場確保
等、団体活動の活性化と団体相互の連携を進める支援を行っ
た。

3

■成果：青少年団体の活性化を図ることで、青少年の健全育成を
推進することができた。

■「子どもの権利」に関連して：青少年の健全育成を図ること
で、子どもの権利の保障に資することができた。

■課題：青少年団体の構成員等の減少に伴い、青少年の健全育成
を推進する指導者等が不足していることから、団体への加入促進
に向けて、積極的な支援を行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

277
青少年団体等への情報提
供

　青少年の健全育成、青少年団体活動の活性
化を図るため、青少年関係団体に情報提供を
行う。

　青少年関係団体に対し、インターネットに係
るフィルタリング利用の必要性や薬物乱用防止
に関する情報提供を行った。

3
　青少年関係団体に対し、インターネットに
係るフィルタリング利用の必要性や薬物乱用
防止に関する情報提供を行った。

3
　青少年関係団体に対し、正しいメディア利用方法等、
青少年の健全な育成環境に関する各種情報提供を行っ
た。

3

■成果：青少年の健全な育成環境の実現に向け、一助を担うこと
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業の取組を通じて、社会で
子どもを育てる環境の整備に資することができた。

■課題：青少年の健全な育成環境の実現に向け、今後も継続して
各種情報提供を行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

278
大人が変われば子どもも
変わる運動

　大人が地域の中で子どもを温かく見守り、
育てていくことを基本に、「大人が変われば
子どもも変わる運動」を推進し、青少年健全
育成を展開していく。

　「大人が変われば子どもも変わる運動」を推
進するため、川崎フロンパークやＪＲ川崎駅東
口駅前広場において啓発物の配布等キャンペー
ン活動を実施し、運動の周知を図った。

3

　「大人が変われば子どもも変わる運動」を推
進するため、川崎フロンパークやＪＲ川崎駅東
口駅前広場において啓発物の配布等キャンペー
ン活動を実施し、運動の周知を図った。

3

　「大人が変われば子どもも変わる運動」を推進するた
め、川崎フロンパークやＪＲ武蔵溝ノ口駅ペデストリア
ンデッキにおいて啓発物の配布等キャンペーン活動を実
施し、運動の周知を図った。

3

■成果：青少年の健やかな成長にふさわしい育成環境の実現に向
け、市民意識の醸成を図ることができた。

■「子どもの権利」に関連して：本事業の取組を通じて、社会で
子どもを育てる環境の整備に資することができた。

■課題：より効果的な啓発活動を行えるよう、実施場所を検討す
る必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

279 (１９)  

　安全・安心なまちづく
りに向け、子どもを対象
とした交通安全推進事業
等の開催により、子ども
の取り巻く環境を整備し
ます。また、地域子育て
支援センターや地域教育
会議により地域の子育て
環境や教育環境を整備し
ます。

26条 防犯対策事業

　子どもが犯罪等に巻き込まれることなく、
地域の中で安全かつ安心して過ごせるよう、
川崎市及び各区の安全・安心まちづくり協議
会の構成メンバーを中心とした地域防犯パト
ロールや、通学路での見守り活動等を実施す
る。

　安全・安心まちづくり推進協議会の構成メン
バー等が実施する防犯パトロールについて、ベ
ストや腕章等の補助や貸与等を実施した（平成
２６年度予算額1,440千円）。また、青色回転
灯装着の公用車によるパトロールを平日の毎日
実施した。

3

　安全・安心まちづくり推進協議会の構成メン
バー等が実施する防犯パトロールについて、ベ
ストや腕章等の補助や貸与等を実施した（平成
27年度予算額1,400千円）。また、青色回転
灯装着の公用車によるパトロールを平日のほぼ
毎日実施した。

3

　安全・安心まちづくり推進協議会の構成メンバー等が実施
する防犯パトロールについて、ベストや腕章等の補助や貸与
等を実施した（平成2８年度予算額1,３６0千円）。また、
青色回転灯装着の公用車によるパトロールを平日のほぼ毎日
実施した。
また、平成２８年度から新たに防犯カメラ設置補助制度を創
設し、通学時等における子どもの安全確保に貢献した。

3

■成果：地域による防犯パトロールや青色回転灯装備者によるパ
トロール等により、地域の犯罪発生件数は年々減少（平成２８
年、９，１７７件）しており、地域の安全・安心が図られた。

■「子どもの権利」に関連して：地域の防犯活動や青色回転灯装
備者によるパトロール等により、安全に子どもたちが通学できる
環境づくりを推進した。

■課題：防犯対策については、継続的な取り組みが重要であるこ
とから、防犯活動への参加者や、市青パト従事者（非常勤嘱託
員）の安定的確保を行う必要がある。

C 市民文化局
区役所

地域安全推進課
危機管理担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

280 交通安全推進事業

　子どもが正しい交通ルールと交通マナーを
身につけられるよう、発達段階に応じた交通
安全教育を実施する。また、路面標示や電柱
幕の設置、新入学児童へのランドセルカバー
の配付等により、通学路における安全対策を
実施する。

　幼稚園、保育園、小中高校等において、412
回（45,305人参加・平成２７年３月末現在）
小学３年生に対しては自転車の交通ルールの学
習、中学校、高校においてはスケアードストレ
イト方式等により交通安全教育を行った。路面
標示を７５箇所、電柱巻付標示を６２０箇所設
置した。新入学児童にランドセルカバーを配布
した。

3

　幼稚園、保育園、小中高校等において、４６
４回（５２，５５０人参加）の交通安全教室を
実施した。小学３年生に対しては自転車の交通
ルールの学習、中学校、高校においてはスケ
アードストレイト方式等により交通安全教育を
行った。また、交通安全対策として、路面表示
を７０箇所、電柱巻付表示を７５０箇所設置し
た。新入学児童にランドセルカバーを配布し
た。

3

　幼稚園、保育園、小中高校等において、４６０回（４２，
６３７人参加）の交通安全教室を実施した。小学３年生に対
しては自転車の交通ルールの学習、中学校、高校においては
スケアードストレイト方式等により交通安全教育を２３回
行った。また、交通安全対策として、通学路電柱巻付表示を
８２２箇所設置し、新入学児童全員にランドセルカバーを配
布した。

3

■成果：自転車のマナーについては、小学生、中学生、高校生と
もに定着てきており、スタントマンによる交通事故の再現を直視
することにより、交通安全意識の高揚を図るスケアードストレイ
ト方式交通安全教育の検証として行ったアンケートから、効果の
ある教室を行うことができた。

■「子どもの権利」に関連して：刺激の強いスケアードストレイ
トでは、交通事故の被害者である生徒がいることもあることか
ら、事前に学校と調整を行うなど、配慮した。

■課題：継続して年齢段階に応じた交通安全教室を実施し、交通
安全に関する意識の向上を図るとともに、路面表示等の設置、ラ
ンドセルカバーの配布等の交通安全対策に取組む。
　子どもの交通安全確保のために、より効果的な安全対策等につ
いて検討する必要がある。

C 市民文化局
区役所

地域安全推進課
危機管理担当

281 113
地域子育て支援センター
事業

　地域における子育て支援を行う拠点として
地域子育て支援センターを運営し、子育て環
境の向上を図る。

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用
した一般型と、こども文化センターを活用した
連携型の整備をすすめ、市内計53カ所で事業を
実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の
方向性について関係部署の検討を行った。この
ほか、担当者のスキルアップのための研修を全
市で実施した。

3

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用
した一般型と、こども文化センターを活用した
連携型の整備をすすめ、市内計53カ所で事業を
実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の
方向性について関係部署の検討を行った。この
ほか、担当者のスキルアップのための研修を全
市で実施した。

3

　旧公立幼稚園の施設や、保育所の一室を活用した一般型
と、こども文化センターを活用した連携型の整備をすすめ、
市内計53カ所で事業を実施した。
　また、地域子育て支援センター事業の今後の方向性につい
て関係部署の検討を行った。このほか、担当者のスキルアッ
プのための研修を全市で実施した。

3

■成果：５３か所で事業を実施し、在宅の子育て支援を行った。

■「子どもの権利」に関連して：親子で安心して遊んだり相談し
たりできる場所を提供した。

■課題：引続き設置数などを検討し、支援の充実を図る。

C こども未来局 企画課

282 44
こども総合支援ネット
ワーク会議

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によ
るネットワーク会議等を開催し、情報共有と
相互協力により連携を強化し、子ども・子育
て支援の推進を図る。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関による
ネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互
協力により連携を強化し、子ども・子育て支援
の推進を図ることができた。

3

　区内の子どもに関わる団体・関係機関による
ネットワーク会議等を開催し、情報共有と相互
協力により連携を強化し、子ども・子育て支援
の推進を図ることができた。

3

　区内の子育て・子どもに関わる団体・関係機関によるネッ
トワーク会議等を開催し、ワークショップ形式を取り入れる
ことで課題意識を高め、情報共有と相互協力により連携を強
化し、子ども・子育て支援の推進を図ることができた。

3

■成果：全体会や研修の開催を通して、子育てや子どもの育成に
関する諸活動について情報交換、支援を行った。情報共有と相互
協力により連携を強化し、子育て・子ども支援の推進を図ること
ができた。研修では、思春期の子どもに大人がどう関わるかや、
児童虐待予防についてのグループ討議を通しての意見交換、アレ
ルギー対策や子どもを災害から守るための保護者向け防災講座な
どを実施した。また、子育て情報誌の発行や子育てグループのた
めの交流会を開催するなど、子ども関連グループの連携強化と支
援を行った。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安心して生きる権利、
自分を守り守られる権利の向上に繋がるよう、児童虐待予防や思
春期の子どもとのかかわり方に関する研修を実施し、子ども関連
団体からの参加者の知識向上を図った。子どもがなぜ大切か、地
域のつながりがなぜ大切かという一見当たり前のことでも主体的
に話し合うことで共感が生まれた。

■課題：勉強会や研修がより子育て世帯や子育て支援者にとって
役に立つように、会議委員の意見提案などを参考に、研修内容を
ブラッシュアップし、更に効果的な子ども・子育て支援の実現に
繋げてていく必要があるとともに、全体会での意見交換などを通
して、更なる連携強化や次代の人材育成を進めていく必要があ
る。また、各団体の課題意識を高め、自主性を促すことでより一
層の連携の強化を図り、支援ネットワークを構築する必要があ
る。

C 区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

283
299
301
315

地域教育会議（行政区・
中学校区子ども会議）

　行政区・中学校区地域教育会議において、
行政区・中学校区子ども会議を開催し、文
化・スポーツを通した子どもの交流を促進す
るほか、子どもの意見表明や活動を支援す
る。

　７行政区子ども会議では子ども同士の交流が
図れるように区長報告会、意見交流会などの活
動を行った。51中学校区子ども会議でも、安全
マップ作り、小学生との交流会など様々な活動
に取り組んだ。また、行政区子ども会議は「か
わさき子ども集会」に参加しお互いの活動につ
いての報告したり意見交流を行った。

3

　７行政区子ども会議では、子どもの交流が図
れるように定例会、区長報告会、意見交流会等
の活動を行った。５１中学校区子ども会議で
も、意見交流会、防犯マップ作りなど様々な活
動を実施した。「かわさき子ども集会」では行
政区子ども会議の活動報告、フリートークでの
意見交流を行った。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議では、
工夫をこらした多彩な活動を行った。４行政区子ども会
議で定例会を行っている。中学校区子ども会議では、イ
ベント的な行事を開催したところと、数回の会議を催し
たところがある。また、市と行政区の子ども会議は、権
利の日のつどいやかわさき子ども集会等を通して連携を
意識した取組を行った。

3

■成果：市の子ども会議と行政区子ども会議がそれぞれに活動し
ていたが、イベントを通して交流をし、連携を図れるようになっ
た。

■「子どもの権利」に関連して：市・行政区どの子ども会議も子
どもの意見表明権を大切にし活動を推進してきた。

■課題：子ども会議の活動がさらに活性化するためには、交流、
連携をさらに深めると共に、統一テーマのようなものを創造する
ことが必要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

284 地域の寺子屋事業

　シニア世代の知識と経験を活かして多世代
で学ぶ生涯学習の拠点として、地域ぐるみで
子ども達の学習をサポートし、子ども達の学
ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成を図る
「地域の寺子屋事業」を推進する。

　市内８ヶ所で寺子屋を開講し、放課後週1回
の学習支援と土曜日等月1回の体験活動を行と
ともに、活動を通して子ども達と地域の大人、
親子、異世代の子ども同士の関わりなど世代間
交流を進めた。

3

　市内１７ヶ所で寺子屋を開講し、放課後週1
回の学習支援と土曜日等月1回の体験活動を行
とともに、活動を通して子ども達と地域の大
人、親子、異世代の子ども同士の関わりなど世
代間交流を進めた。

3

　市内３０ヶ所で寺子屋を開講し、放課後週1回の学習
支援と土曜日等月1回の体験活動を行うとともに、活動
を通して子ども達と地域の大人、親子、異世代の子ども
同士の関わりなど世代間交流を進めた。

3

■成果：寺子屋では、子どもたちと地域の大人たちとの交流が生
まれた。通っている子どもたちは楽しく過ごすことができ、街で
寺子屋の大人と会うと挨拶をかわすことができるほどの間柄に
なっている。

■「子どもの権利」に関連して：寺子屋に参加し、自分のしたい
学習、遊びが補償され、さらに近くに自分を認めてくれる大人が
いることで、子どもにとって安心した居場所になっている。

■課題：寺子屋に来ることを希望する子どもの人数がとても多
く、寺子屋によってはグループ分けして隔週～月一回程度しか参
加できない状況になっているため、各寺子屋の運営方法の工夫や
子どもたちに関わってくれる地域の大人たちの人数を増やしてい
く必要がある。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課

285 (２０)  

　不登校等の子どもの居
場所として、市民及び関
係団体との連携を図り、
子どもが安心してくつろ
げる場所の確保や施設事
業について支援を行いま
す。

27条 87

子ども夢パーク事業（不
登校児童生徒居場所事
業）

　学校や家庭・地域の中に居場所を見出せな
い子どもとその保護者とともに、一人ひとり
が安心して過ごせる居場所をつくり、多様な
学びや育ちを支援する。

　フリースペースえんにおいて、居場所を見出
せない子どもに安心して過ごせる居場所を提供
し、保護者とともに子どもたちの多様な学びや
育ちを支援した。

3

　フリースペースえんにおいて、居場所を見出
せない子どもに安心して過ごせる居場所を提供
し、保護者とともに子どもたちの多様な学びや
育ちを支援した。

3

　フリースペースえんにおいて、居場所を見出せ
ない子どもに安心して過ごせる居場所を提供し、
保護者とともに子どもの多様な学びや育ちを支援
した。

3

■成果：学校や地域等に居場所を見出せない子どもに、安心して
過ごせる居場所を提供することにより、子どもの権利を守り、自
立につなげている。

■「子どもの権利」に関連して：不登校の子どもに居場所の提
供、必要な支援を行い、子どもの権利を守っている。

■課題：引き続き、不登校の子どもに居場所の提供と必要な支援
を行うとともに、学校等と連携していく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

286
子ども夢パーク事業（プ
レーパーク事業）

　子どもたちの「やってみたい」という気持
ちを大切にして、禁止事項を極力作らない、
自分で決めたり判断できるようにすることを
大切に、遊びを支援する。

　遊びを制限しない子どもの自由な発想やチャ
レンジ精神を刺激する場として、子どもの遊び
を支援した。

3
　遊びを制限しない子どもの自由な発想やチャ
レンジ精神を刺激する場として、子どもの遊び
を支援した。

3
　遊びを制限しない子どもの自由な発想やチャレ
ンジ精神を刺激する場として、子どもの遊びを支
援した。

3

■成果：遊びを制限せず、やりたいことにチャレンジできる場を
提供することにより、子ども自身が判断し、行動した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが自分で判断し、自分を
豊かにすることに寄与した。

■課題：子どもの遊びを制限しないため、指導員の見守り、施設
の日常点検等の安全確保に向けた取組を継続していく必要があ
る。

C こども未来局 青少年支援室

287 226 こども文化センター

　児童福祉法第４０条に規定する児童厚生施
設として、児童に健全な遊びを与えて、その
健康を増進するとともに、情操を豊かにし、
もって児童の健全な育成を図る。

　指定管理者等と会議等において情報交換を密
に行い、児童厚生施設として児童の健全な育成
を図った。

3
　指定管理者等と会議等において情報交換を密
に行い、児童厚生施設として児童の健全な育成
を図った。

3
　指定管理者等と連携し、子どもの権利に配慮し
ながら、子どもが自ら育ち、学べるよう、児童厚
生施設として児童の健全な育成を図った。

3

■成果：指定管理者等と連携し、子どもの権利に配慮した児童の
健全な育成を行った。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが育ち学ぶ施設として、
子どもの居場所を提供した。

■課題：引き続き、子どもの居場所を提供するだけでなく、子ど
もの権利に配慮して子どもが育ち、学べるよう、健全育成を図っ
ていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

288
こども文化センター事業
（中学生・高校生の居場
所づくり）

　こども文化センターにおける音楽室の設置
を行い、地域における中学生・高校生年代の
居場所づくりを促進する。

　既存の音楽室を活用するなど、地域における
中学生、高校生年代の居場所づくりを促進し
た。

3
　既存の音楽室を活用するなど、地域における
中学生、高校生年代の居場所づくりを促進し
た。

3

  既存の音楽室の活用、各こども文化センターにお
ける中高生向け事業（中高生と乳幼児の交流事
業、職業体験等）の実施といった取組により、中
高生の利用者数は300,427人に上り、地域におけ
る中学生、高校生世代の居場所づくりを促進し
た。

3

■成果：既存の音楽室を活用するなど、地域における中学生、高
校生年代の居場所づくりを促進した。

■「子どもの権利」に関連して：安心してくつろげる居場所の確
保に寄与した。

■課題：中学生、高校生年代のニーズにあった施設整備を含め、
居場所づくりを推進する必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

289 (２０)  

　不登校等の子どもの居
場所として、市民及び関
係団体との連携を図り、
子どもが安心してくつろ
げる場所の確保や施設事
業について支援を行いま
す。

27条 94
思春期問題対策事業（こ
どもサポート旭町）

　不登校、ひきこもりなどの子どもとその保
護者が安心して利用することができるフリー
スペース「こどもサポート旭町」を開催し、
学校や社会生活への参加を支援する。

　フリースペースこどもサポート旭町を週３日
開所した他、検討会議を年６回、不登校児等の
保護者会を年３回、運営委託団体との定例打合
せ会を年5回開催し、一人ひとりに適した対応
をしながら、学校や社会参加に向けた支援を
行った。

3

　フリースペースこどもサポート旭町を週4日
開所した他、検討会議を年5回、不登校児等の
保護者会を年4回、運営委託団体との定例打合
せ会を年5回開催し、一人ひとりに適した対応
をしながら、学校や社会参加に向けた支援を
行った。

3

フリースペースこどもサポート旭町を週４回開所した
他、検討会議を４回、不登校児等保護者の会を４回、運
営委託団体との定例打ち合わせ会を年５回開催し、一人
ひとりに適した対応を行いながら、学校や社会参加に向
けた支援を行った。

3

■成果：週４日に開所を増やした他、定例打合せ会、保護者の
会、検討会議を実施し、学校や社会参加に向けた支援を行った。

■「子どもの権利」に関連して：関係機関等と定例打合せ会や保
護者の会で子どもの支援について話し合い、子どもが安心してい
られる居場所づくりを支援した。

■課題：様々な背景を抱えている子どもの支援体制について充実
させる必要がある。

C 川崎区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

各年度達成度＝１：目標を大きく上回って達成　　２：目標を上回って達成　　３：目標をほぼ達成　　４：目標を下回った　　５：目標を大きく下回った
3年間の自己評価＝Ａ：目標を大きく上回って達成　Ｂ：目標を上回って達成　Ｃ：目標をほぼ達成　Ｄ：目標を下回った　Ｅ：事業が廃止
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事業
№

条例の
条数

再掲 事業 事業概要 平成２６年度実施状況
平成26年度
の達成度

平成２7年度実施状況
平成27年度の
達成度 平成２8年度実施状況

平成2８年度の
達成度 3年間の成果と課題

３年間の自己評
価

平成28年度の所管
局

平成２８年度の所管課具体的な取組

施策の方向Ⅲ　105～299
〔第４次川崎市子どもの権利に関する行動計画〕

平成２８年度実施状況　及び　３年間の自己評価

施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障（第３章）

290 95
子ども包括支援事業（こ
どもサポート南野川）

　不登校など課題を持ち支援が必要な１８歳
までの子どもを対象に教育委員会をはじめ、
関係機関と連携し、居場所づくり、生活、学
習支援を実施し、課題の改善を図る。

　不登校やひきこもりなどの問題を抱える子ど
もたちへのしっかりとした支援を行うために、
スタッフの人数を引き続き３名体制とするとと
もに、分野別専門家による支援スタッフへの研
修を実施した。

3

　不登校やひきこもりなどの問題を抱える子ど
もたちへのしっかりとした支援を行うために、
スタッフの人数を引き続き３名体制とするとと
もに、分野別専門家による支援スタッフへの研
修を実施した。

3

　不登校やひきこもりなどの問題を抱える子どもたちへの
しっかりとした支援を行うために、スタッフの人数を引き続
き３名体制とすることで、地域の子どもの居場所づくり確保
するとともに、専門家による支援スタッフへの研修により、
人材育成を行った。また、地域の子育て支援の拠点として、
関係機関への周知をはかるために見学会を実施。子どもに対
する支援を地域で行う体制づくりを推し進めた。

3

■成果：利用者数は年間のべ1,000人を超え、不登校やひきこも
りなどの課題を持つ子どもの居場所として十分機能することがで
きた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの居場所として、ありの
ままの自分でいる権利が促進された。

■課題：立地的な問題から利用者に偏りがあり、より幅広く利用
していただくために、区内における認知度向上をさらに進めてい
く必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

291 172 冒険遊び場

　身近な公園等を活用し、地域住民が主体と
なって「冒険遊び場」を実施することによ
り、子どもの自由な発想で遊びを創り出し、
失敗やケガもしながら自由に遊ぶことのでき
る次世代育成の場づくりを目指す。

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働し
て、ブラッシュアップ研修会、シンポジウム、
出張冒険遊び場を開催するとともに、広報リー
フレットを5,000部作成し、配布を行うこと
で、活動支援、担い手育成、普及啓発を行っ
た。

3

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働し
て、ブラッシュアップ研修会、シンポジウム、
出張冒険遊び場を開催するとともに、広報リー
フレットの配布を行うことで、活動支援、担い
手育成、普及啓発を行った。

3

　「宮前区冒険遊び場ネットワーク」と協働して、ブラッ
シュアップ研修会、シンポジウム、出張冒険遊び場を開催す
るとともに、広報リーフレットの配布を行うことで、活動支
援、担い手育成、普及啓発を行った。

2

■成果：各種啓発活動をきっかけに、公園で活動をしている市民
団体との交流が進み、活動に対する理解が得られたことで定期開
催を行う団体を新たに立ち上げることが出来た。

■「子どもの権利」に関連して：外遊びを通じた運動能力の向上
に寄与するだけでなく、公園で活動している団体や他の子どもの
親族といった、親以外の大人との交流をする場として、子どもの
社会性獲得にも繋がり、自分を豊かにし、力づけられる権利に貢
献できた。

■課題：区内の開催場所を確保するため、普及啓発をより一層す
すめ、担い手づくりを増やす必要がある。

C 宮前区役所
地域みまもり支援センター
地域ケア推進担当

292
適応指導教室（ゆうゆう
広場）

　不登校の子どもが安心していられる居場所
として適応指導教室を円滑に運営する。ま
た、主に心理学を学ぶ大学生や、大学院生を
メンタルフレンド（ボランティア）に採用
し、通級する子どもたちの相談、支援を行
う。

　市内６箇所の適応指導教室を運営し、小集団
での体験活動・学習活動を通して自主性の育成
や、自尊感情を高め、学校や社会への復帰につ
ながるような支援を行った。また、教育相談員
の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と相談
技能の向上を図った。平成26年度は199名が
通級登録した。

3

　市内６箇所の適応指導教室を運営し、小集団
での体験活動・学習活動を通して自主性の育成
や、自尊感情を高め、学校や社会への復帰につ
ながるような支援を行った。また、教育相談員
の連絡会議や研修を実施し、情報の共有と相談
技能の向上を図った。平成２７年度は１９１名
が通級登録した。

3

　市内６箇所の適応指導教室を運営し、小集団での体験
活動・学習活動を通して自主性の育成や、自尊感情を高
め、学校や社会への復帰につながるような支援を行っ
た。また、教育相談員の連絡会議や研修を実施し、情報
の共有と相談技能の向上を図った。平成２８年度は231
名が通級登録した。

3

■成果：年度途中や年度末年度始に学校に復帰したり、中学校卒
業時に進学したりするなど、子どもの社会的自立を支援すること
ができた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもが安全に安心して過ごせ
る居場所とした。

■課題：適応指導教室の活動を周知し、通級する子どもたちが安
心して過ごし、自己肯定感を高める活動を継続する。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

293 96 不登校対策連携協議会

　不登校対策に関わる施設や関係機関との連
絡協議会を開催し、情報交換等を行い連携を
深め、不登校の未然防止、早期解決に向け取
り組む。
また不登校相談会の実施や、進路情報説明会
を実施し、不登校の子どもにも進路などの必
要な情報が得られるよう支援を行う。

　平成26年度は協議会を２回開催し、不登校に
関する情報交換や課題の共有化を図るなど、学
校や関係諸機関との連携を図った。また、相談
会・進路情報説明会では、175人の来場者が
あった。

3

　年２回の協議会の開催を通して、不登校にか
かわる各関係機関・施設との情報交換や課題の
共有化、並びに学校や関係諸機関との連携が図
られた。また、相談会・進路情報説明会では、
２１３人の来場者があった。

3

　年２回の協議会の開催して、不登校にかかわる各関係
機関・施設との情報交換や具体的な事例を通して、各機
関で行えることや連携して取り組めることなどについて
意見交換をした。また、相談会・進路情報説明会では、
235人の来場者があった。

3

■成果：各関係機関の不登校支援の考え方や役割を知ることがで
きた。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの置かれている様々な状
況を理解し、支援につながる情報を共有することができた。

■課題：児童生徒・保護者のニーズにあった相談や情報の提供を
継続して行う必要がある。

C 教育委員会事務局
総合教育センター
教育相談センター

294  
　子どもの居場所につい
ての考え方及び役割等に
ついて、広報します。

子どもの権利に関する条
例パンフレットの作成・
配付（居場所）

　子どもの居場所についての考え方を記載し
た条例理解のためのパンフレットを学校、施
設や関係機関等で配布することにより、広く
市民に子どもの居場所の大切さについて広報
する。

　子どもの居場所についての考え方を記載した
条例理解のためのパンフレットを学校やこども
文化センターなどの施設や関係機関等へ配布
し、子どもの居場所の大切さについて広報し
た。

3

　子どもの居場所についての考え方を記載した
条例理解のためのパンフレットを学校やこども
文化センターなどの施設や関係機関等へ配布
し、子どもの居場所の大切さについて広報し
た。
　また、大人に向けて子どもの相談機関周知の
チラシを作成し、「居場所」に悩む子どもたち
を適切な相談機関へ促せるよう周知した。

3

　子どもの居場所についての考え方を記載した条例理解のた
めのパンフレットは、子ども夢パークについて一部修正し
て、学校やこども文化センターなどの施設や関係機関等へ配
布し、子どもの居場所の大切さについて広報した。
　その他、毎年アゼリア広報コーナーにて子ども夢パークと
合同で子どもの権利について展示することで、子どもの居場
所である子ども夢パークを広報した。

3

■成果：毎年、子どもの権利条例のパンフレットの配布をとおし
て、子どもの居場所について広報することができた。

■「子どもの権利」に関連して：パンフレットの配布をとおし
て、子どもの居場所についての理解を促すことができた。

■課題：子どもの「居場所」としての施設をより多くの子どもや
おとなに周知・活用してもらうためにも、引き続き条例パンフ
レットを活用して広く市民に配布する必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

295
4
42
106

子どもの権利に関わる講
師派遣

　子どもに関わる施設・市民グループ等にお
ける研修会等に講師を派遣し、子どもの権利
についての広報・啓発事業を推進する。

　子ども会議合宿や、市民館にて開催された市
民が対象の平和・人権学習などで、子ども本人
や子どもに関わる市民に対し、子どもの権利を
中心とした内容で講師を派遣して広報・啓発を
行った。

3

　子ども会議合宿やこども文化センターの職員
研修など、子ども本人や子どもに関わる職員及
び市民に対し講師を派遣し、子どもの権利の説
明を通じて「居場所」の大切さを啓発した。

3

　子ども会議の定例会や合宿、市民館での平和・人権学習な
どの機会に、子ども本人や子どもに関わる市民に対し、子ど
もの権利を中心とした内容で講師を派遣して広報・啓発を
行った。
　また、第５次子どもの権利に関する行動計画では居場所の
支援についてが重点施策の一つになっているが、パブリック
コメントの案内を通じて、多くの市民に居場所の重要性を広
報した。

3

■成果：市民館との連携により、子ども会議や市民及び市民グ
ループへの講話の機会を得て、子どもの権利について広報でき
た。

■「子どもの権利」に関連して：子どもの権利条例のDVDやマン
ガ入りリーフレットなど、広報資料を対象ごとに使い分け、子ど
もの権利への理解を促した。

■課題：市民に対する講話の機会は少なく、積極的に講師派遣を
呼びかけ、子どもの権利について広報・啓発を進める必要があ
る。

C こども未来局 青少年支援室

296 5

かわさき子どもの権利の
日事業
（市民向け広報･啓発）

　１１月２０日（かわさき子どもの権利の
日）前後一か月に実施するかわさき子どもの
権利の日事業を通じて、広く市民に子どもの
居場所の大切さについて広報・啓発を行う。

　「かわさき子どもの権利の日のつどい」の案
内を主とした権利の日事業についてのチラシ・
ポスターを作成し、小学校は全児童数、中・高
等学校には学級数分として合わせて81,770部
のチラシを配布した。また、保育園やその他子
どもの関連施設等へ合わせて5,549枚配布し、
事業の広報・啓発を行った。
　その他、教育だよりへの掲載の依頼により広
報の充実を図った。

3

　「かわさき子どもの権利の日のつどい」の案
内を主とした権利の日事業についてのちらし・
ポスターを作成し、ちらしは市内小・中・高等
学校、保育園やその他子どもの関連施設等に
91,717部を配布、ポスターは、パート１、２
各開催場所及び時期に合わせ、２回に分けて市
内の広報掲示板に掲示した。また、｢教育だよ
り｣や神奈川新聞の市政広報枠への掲載などで広
く広報した。
　「つどい」を子ども夢パークと共同開催した
前年度に比べ、権利の日事業における子どもの
居場所に関連付けた広報は、不十分であった。

4

　「かわさき子どもの権利の日のつどい」の案内を主とした
権利の日事業についてのちらし・ポスターを作成し、ちらし
は市内小・中・高等学校、保育園やその他子ども関連施設等
に91,788部を配布、ポスターは、開催時期に合わせて市内
の全広報掲示板に掲示した。その他、｢教育だより｣や地域情
報紙、地元のケーブルテレビなどにより広報した。
　また、子ども夢パークと連携し、11月20日のかわさき子
どもの権利の日当日に子ども夢パークで子ども向けの権利条
例のクイズラリーと啓発グッズの配布を実施し、子どもの居
場所や子どもの権利の大切さについて広報した。

3

■成果：かわさき子ども権利の日事業のちらし・ポスターの配布
をとおして「子どもの居場所」について広報できた。

■「子どもの権利」に関連して：「かわさき子どもの権利の日の
つどい」の開催会場として子ども夢パークをPRしたり、権利の日
に子ども夢パークと連携してイベントを実施することで、子ども
の居場所について広報できた。

■課題：つどいへの子どもの参加を促すとともに、市民に子ども
の権利と子どもの居場所について効果的に伝える工夫が必要であ
る。

C こども未来局 青少年支援室

297 303
子ども夢パーク事業（夢
パークつうしん）

　子ども運営委員の子どもと支援委員会のお
とな及びスタッフの協働で「夢パークつうし
ん」を作成し、地域や公共施設に配布するこ
とにより、夢パーク利用の促進と施設運営に
関する子どもの主体的な参加を促進する。

　指定管理者において、「夢パークつうしん」
を手作りで隔月で年間9,500部発行し、地域や
利用者、公共施設に配布した。

3
　指定管理者において、「夢パークつうしん」
を手作りで隔月で年間9,500部発行し、地域や
利用者、公共施設に配布した。

3
　指定管理者において、「夢パークつうしん」を手作りで隔
月で年間9,000部発行し、地域や利用者、公共施設に配布し
た。

3

■成果：夢パーク通信を定期的に発行して市民に広報し、夢パー
クの利用を促進した。

■「子どもの権利」に関連して：子どもとの協働で作成すること
により、夢パーク利用の促進と施設運営に関する子どもの主体的
な参加を促進した。

■課題：引き続き、魅力的な紙面づくり等により、効果的な広報
を行っていく必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

298
子ども夢パーク事業（各
種講座）

　子どもたちに芸術、音楽、伝統芸能、料理
等に触れる機会を与え楽しく過ごせるよう外
部講師を招いて様々な講座を行う。

　外部講師による芸術、音楽、伝統芸能、料理
等の連続講座を13講座（各講座おおよそ年10
回以上開講。最多は年26回の染めもの講座）行
い、子どもたちが楽しく過ごせる場所を提供し
た。

3

　外部講師による芸術、音楽、伝統芸能、料理
等の連続講座を13講座（各講座おおよそ年10
回以上開講）行い、子どもたちが楽しく過ごせ
る場所を提供した。

3
　外部講師による芸術、音楽、伝統芸能、料理等の連続講座
を14講座（各講座おおよそ年10回以上開講）行い、子ども
たちが楽しく過ごせる場所を提供した。

3

■成果：子どもたちに芸術、音楽、伝統芸能、料理等に触れる機
会を与え、楽しく過ごせる居場所となった。

■「子どもの権利」に関連して：安心してくつろげる居場所の確
保と自分を豊かにすることに寄与している。

■課題：引き続き、子どものニーズのあった講座を実施していく
必要がある。

C こども未来局 青少年支援室

299 (２１)  

　行政区、中学校区の子
ども会議により地域にお
ける子どもの自治的な活
動を奨励し、その支援に
努めます。

28条
283
301
315

地域教育会議（行政区・
中学校区子ども会議）

　行政区・中学校区地域教育会議において、
行政区・中学校区子ども会議を開催し、文
化・スポーツを通した子どもの交流を促進す
るほか、子どもの意見表明や活動を支援す
る。

　７行政区子ども会議では多彩な活動を行っ
た。定例会を行っているのは３つの区子ども会
議になり、その他の区子ども会議はイベント的
に開催した。各中学校区子ども会議でも、工夫
をこらした取組を行っている。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会
議では、工夫をこらした多彩な活動を行った。
３行政区子ども会議で定例会を行っている。中
学校区子ども会議では、イベント的な行事を開
催したところと、数回の会議を催したところが
ある。また、市と行政区の子ども会議は連携を
意識した取組を行った。

3

　７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議では、工夫
をこらした多彩な活動を行った。４行政区子ども会議で定例
会を行っている。中学校区子ども会議では、イベント的な行
事を開催したところと、数回の会議を催したところがある。
また、市と行政区の子ども会議は、権利の日のつどいやかわ
さき子ども集会等を通して連携を意識した取組を行った。

3

■成果：市の子ども会議と行政区子ども会議がそれぞれに活動し
ていたが、イベントを通して交流をし、連携を図れるようになっ
た。

■「子どもの権利」に関連して：市・行政区どの子ども会議も子
どもの意見表明権を大切にし活動を推進してきた。

■課題：子ども会議の活動がさらに活性化するためには、交流、
連携をさらに深めると共に、統一テーマのようなものを創造する
ことが必要である。

C 教育委員会事務局 生涯学習推進課
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